
第３章 不当労働行為事件の審査 

 

第１節 新規申立事件の状況 

１ 申立件数 

    平成２８（２０１６）年から令和７（２０２５）年までの当労委への新規申立件数は７１

件であり、各年の申立件数は図表１－１のとおりである。 

    １０年間ごとの申立件数は、昭和４１（１９６６）年から昭和５０（１９７５）年までをピ

ークに減少傾向であり、平成２８年から令和７年までの１０年間は、平成18年から27

年までの10年間と比べて２８件減少している(図表１－２参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 該当号別申立件数 

平成28年から令和７年までの労組法７条の号別での不当労働行為救済申立件

数は図表１－３のとおりである。内訳をみると、７条各号の単独号での申立ては、２号

が３０件と最も多く、３号が２件、１号が０件であり、他3９件は複数号での申立てであ

る。２号を含む申立てが５７件（８０．３％）と最も多く、次いで３号を含む申立てが３7

件（５２．１％）、１号を含む申立てが３1件（４３．６％）となっている（図表１－４参照）。 
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図表１－１ 新規申立件数の推移
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図表１－２ 過去の10年間ごとの新規申立件数件
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３ 申立人別件数、合同労組による申立件数 

（１）申立人別件数 

平成28年から令和７年までの申立人別での不当労働行為救済申立ての構成

比の推移は図表１－５のとおりであり、組合単独の申立てが６７件と圧倒的に多く、

９４．４％を占めている（図表１－６参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号

(30件) 42.3%

３号

(2件) 2.8%
１・２号

(4件) 5.6%

１・３号

(12件) 16.9%

２・３号

(8件) 11.3%

１・２・３号

(14件) 19.7%

１・２・３・４号 (1件)

1.4%図表１－３ 該当号別申立件数
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図表１－４ 当該号別申立割合
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図表１－５ 申立人別構成比の推移 組合 個人 組合・上部団体
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（２）合同労組による申立件数 

平成28年から令和７年までの、いわゆる合同労組による不当労働行為救済申

立て件数は図表１－７のとおりであった。申立件数に占める比率は平均８０．３％で

あり、増加傾向にある(図表１－８参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※駆け込み申立てとは、労働組合に加入していない個人が、不利益取扱等を受けた後、組合に

加入し、それに係る不当労働行為（団交拒否等）が申し立てられた場合である。
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図表１－８ 合同労組申立率の推移

2

6
4

2
3

5 5

2
1

3

4

1

2

3

4

5

1

4

6
7

6
5

7

10

6

2

5

3

66.7%

87.5%
85.7%

71.4%

87.5%

83.3%

100.0%

50.0%

71.4%

100.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

2

4

6

8

10

12

Ｈ28 29 30 Ｈ31

/Ｒ１

２ ３ ４ ５ ６ ７

図表１－７ 合同労組申立件数

駆け込み申立て以外の件数 駆け込み申立て件数 合同労組申立率（％）

件 

年 

組合 (67件)

94.4%

個人 (3件) 4.2%
組合・上部団体

(1件) 1.4%

図表１－６ 申立人別構成比
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４ 業種別申立件数 

平成28年から令和７年までの不当労働行為救済申立事件の当事者が属する産

業の業種別構成比は図表１－９のとおりであり、「医療、福祉」が１９件（２６．８％）で

最も多く、「運輸業、郵便業」が１３件（18.３％）、「教育、学習支援業」及び「製造業」

がそれぞれ８件（11.３％）と続いている。  

また、業種別構成比の推移は図１－１０のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても１００とはならない。 
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図表１－９ 業種別構成比
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第２節 終結事件の状況 

１ 終結区分別件数 

平成28（２０１６）年から令和７（２０２５）年までの終結事件は7５件であり、命令・

決定による終結は３０件（４０％）で、そのうちの救済率は7３．３％である。 

また、取下・和解による終結は45件（60％）であり、関与和解は33件（取下・和

解による終結のうち73.3％）である（図表２－１、２－２参照）。 
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図表２－２ 年別終結区分構成比
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全部救済
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却下

年 

命令・決定
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8.0%
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関与和解

(33件) 44.0%
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図表２－１ 終結区分構成比
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２ 所要日数 

平成28年から令和７年までの審査に要した平均所要日数の推移は、図表２－３

のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 不服申立ての状況 

（１）再審査申立ての状況 

平成28年から令和７年までの間に命令・決定を発出した事件（３０件）のうち、

命令・決定を不服として中労委へ再審査申立てが行われたものは１４件である（図

表２－４参照）。 

再審査申立てが行われた１４件のうち、初審申立人が申し立てたものは４件、初

審被申立人が申し立てたものは８件、初審申立人・初審被申立人双方が申し立て

たものは２件であり、初審被申立人からの申立ての方が多かった。 

また、１４件のうち終結した11件の内訳は、棄却命令５件（45.5％）、取下げ４

件（36.4％）、和解認定２件(18.2％)であった。 
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図表２－４　再審査事件一覧 （令和７年１２月３１日現在）

救済内容

再審査申立人の別

初 審 申 立 人 ／

初 審 被 申 立 人

再　審　査

申立年月日
再 審 査 申 立 内 容

再審査

終結年月日

再 審 査

終結事由

２５ (不） ９ 全部救済 初審被申立人 ２６.９.１２ 26 (不再）49

命令は、事実認定及び法律解

釈において明確な誤りがある。

不服の理由は、追って主張す

る。

28.４.５
棄却、主文

一部変更

２６ (不） 10 一部救済 初審被申立人 ２８.２.２４ 28 (不再) 12

命令は、事実認定及び法律解
釈において明確な誤りがある。

不服の理由については、追って

主張する。

29.３.22 棄却

２７ (不） ２ 棄却 初審申立人 ２８.５.３０ 28 (不再) 35
不服の要点及び不服の理由に
ついては、追って主張する。

30.５.28 棄却

２８ (不） １ 全部救済 初審被申立人 28.11.７ 28 (不再) 60

命令は、判断において誤りがあ

る。不服の理由については、
追って主張する。

29.６.29 和解認定

２８ (不） ４ 一部救済 初審申立人 29.３.28 29 (不再) 17

命令は、事実認定において誤り

がある。不服の理由について

は、追って主張する。

29.10.10 取下げ

３０ (不） ２ 一部救済 初審申立人 元.９.10 元 (不再) 42
不服の理由は、追って主張す
る。

元.10.15 取下げ

２ (不） ２ 全部救済 初審被申立人 ３.３.５ ３ (不再) ７
不服の理由については、追って

主張する。
４.３.23 和解認定

２ (不） ８ 棄却 初審申立人 ３.12.13 ３ (不再) 47
不服の理由については、追って
主張する。

７.２.６

棄却

（一部却
下）

初審申立人 ４.４.７ ４ (不再) 11
不服の理由については、追って

主張する。
４.６.２ 取下げ

初審被申立人 ４.４.８ ４ (不再) 15
不服の理由については、追って

主張する。
４.５.２ 取下げ

３ (不） 12 全部救済 初審被申立人 ４.12.12 ４ (不再) 40
不服の理由については、追って

主張する。
６.11.７ 棄却

４ (不） ３ 全部救済 初審被申立人 ５.12.５ ５ (不再) 40
不服の理由については、追って

主張する。

Ｒ８年に

繰越

初審被申立人 ６.３.28 ６ (不再) 12
不服の理由については、追って
主張する。

Ｒ８年に
繰越

初審申立人 ６.４.２ ６ (不再) 13
不服の理由については、追って

主張する。
７.9.9 取下げ

５ (不） ３ 全部救済 初審被申立人 ６.12.９ ６ (不再) 54
不服の理由については、追って
主張する。

Ｒ８年に
繰越

６ (不） ５ 全部救済 初審被申立人 ７.１１.２５ ７ (不再) ５０
不服の理由については、追って
主張する。

Ｒ８年に
繰越

５ １(不） 一部救済

３ (不） ２ 一部救済

備 考

福 岡 労 委

事件番号 事件番号

中 労 委
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（２）行政訴訟の状況 

平成28年から令和７年までの間に命令・決定を発出した事件（３０件）のうち、

命令・決定を不服として行政訴訟（命令取消）を提起されたものは７件であった

（図表２－５参照）。 

また、行政訴訟提起に伴う緊急命令申立事件は、図表２－６のとおり１件であった。 

 

 

 

図表２－５　行政訴訟事件一覧 （令和７年１２月３１日現在）

申 終 原 提 終 控 提 終 終 備考

立 結 起 結 起 結 結

年 年 年 年 訴 年 年 年

月 月 月 月 月 月 月

日 日 告 日 日 人 日 日 日

26 27 27 28

26 ・ ・ ・ ・

（行ウ） ５ ５ ６ １

25 26 27 ・ ・ ・ ・

25 ・ ・ 22 27 27 10 26 南

５ ・ ・ 26 27 40 27 28 谷

17 23 26 ・ ・ ・ ・

（行ウ） ９ ５ ６ １

46 ・ ・ ・ ・

16 27 ９ 26

28 29 29 30

28 ・ ・ 29 ・ ・ 井

（不） 12 8 （行ウ） ９ ５

９ ・ ・ 46 ・ ・ 上

１ 30 29 16

29 30 30 31

29 ・ ・ 30 ・ ・ 德

（不） 8 8 （行ウ） ９ ３

３ ・ ・ 48 ・ ・ 永

9 ７ ６ 25

29 30 30 １

29 ・ ・ 30 ・ ・ 南

（不） 10 10 （行ウ） 10 12

６ ・ ・ 55 ・ ・ 谷

18 ２ 25 17

29 30 30 ３ ３ ４

29 ・ ・ 30 ・ ・ ３ ・ ・

（不） 11 11 （行ウ） 12 ５ （行コ） ５ ３ 森

８ ・ ・ 59 ・ ・ 22 ・ ・

22 13 ４ 14 26 25

元 ２ ３ ４ ４ ４ ４ ５

元 ・ ・ ３ ・ ・ ４ ・ ・ ５ ・ ・ 服

（不） 12 12 （行ウ） １ ２ （行コ） ３ ９ （行ヒ） 10 ３

７ ・ ・ ３ ・ ・ 22 ・ ・ 24 ・ ・ 部

27 18 14 25 10 30 13 15

３ ４ ４ ６

３ ・ ・ ４ ・ ・ 服

（不） ７ ７ （行ウ） ７ ３

10 ・ ・ 40 ・ ・ 部

５ １ 28 22
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図表2-６　緊急命令申立事件一覧

福 岡 労 委

事件番号 申立年月日 事件番号
関連事件

番号
緊急命令申立事項

終結事由

終結年月日

抗告

年月日
事件番号

関連事件

番号

終結事由

終結年月日

元（不）７ ３.４.２８ ３（行ク）６
福岡地裁

３（行ウ）３

救済命令主文第２項

及び第３項に従うこ

と。（バックペイ）

却下

４.２.2５
４.５.24 ４（行ス）８ ４（行コ）22

棄却

４.９.30

福 岡 地 裁 福 岡 高 裁
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４ 命令の確定状況 

最近10年間の命令・決定事件について、所定期間内に再審査申立てや行政訴

訟（以下「行訴」という。）提起がなされた事件及びこれら不服申立てが行われずに

確定した事件の状況は、図表２－７のとおりである。 

(注１) 確定、再審査、行訴の件数は、当該命令・決定が出された年に計上する。 

(注２) 労側及び使側が重複して申立て等を行う場合もあり、「命令・決定」の件数と「確定」、

「再審査」及び「行訴」の合算件数は必ずしも一致しない。 

(注３)・平成28年終結の命令のうち、１件は労側再審査申立て後棄却、１件は使側申立て後棄

却、１件は使側申立て後和解認定。 

・平成29年終結の命令のうち、１件は労側再審査申立て後取下げ、１件は使側行訴提起

後棄却。 

     ・平成30年終結の命令中、使側行訴提起の３件のうち、２件は訴えの取下げ、１件は全部

容認後に県が控訴、訴えの取下げ。 

     ・令和元年終結の命令のうち、１件は労側再審査申立て後取下げ。 

     ・令和２年終結の命令のうち、１件は使側行訴提起後地裁・高裁棄却、最高裁不受理。 

     ・令和３年終結の命令のうち、１件は使側再審査申立て後和解認定、１件は労側再審査申

立て後棄却。 

     ・令和４年終結の命令のうち、１件は労側再審査申立て及び使側再審査申立て後ともに

取下げ。 

     ・令和５年終結の命令のうち、１件は、再審査申立て後、令和８年に繰越。 

     ・令和６年終結の命令のうち、１件は使側・労側再審査申立て、１件は使側再審査申立て、

ともに令和８年に繰越。 

 

５ 審査の期間の目標及びその達成状況 

（１）審査の期間の目標 

労組法第27条の18の規定に基づく審査の期間の目標は、次のとおりである。 

図表２－７　命令の確定状況 （単位：件、％）

Ｈ28 29 30
31/

Ｒ１
２ ３ ４ ５ ６ ７ 計

5 2 4 2 3 4 3 2 3 1 29

2 0 1 1 2 2 0 1 1 0 10

40.0% 0.0% 25.0% 50.0% 66.7% 50.0% 0.0% 50.0% 33.3% 0.0% 34.5%

労側申立て 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 6

使側申立て 2 0 0 0 0 1 2 1 2 1 9

労側提起 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

使側提起 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 6

年

再

審

査

行

訴

命 令 ・ 決 定

確 定

確定率 (％ )
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・労組法第７条第２号単独事件 10か月未満※注 

・その他の事件               １年未満 

        （※注 審査に時間を要することが見込まれる事件は１年未満） 

 

（２）目標の達成状況等 

 ア 終結区分別平均処理日数 

平成28年から令和７年までに終結した事件の審査の期間の目標別平均処理

日数は図表２－８のとおりである。 

 

  

図表２－８　終結区分別平均処理日数 （単位：日（件））

【審査の期間の目標：１年未満】

終結区分

終結年

Ｈ28年 408 (3) 304 (1) 382 (4)

　29年 308 (1) 262 (2) 277 (3)

　30年 350 (4) 241 (1) 328 (5)

　31年/Ｒ元年 356 (2) 147 (5) 207 (7)

　２年 434 (3) 314 (1) 404 (4)

　３年 362 (2) 248 (1) 324 (3)

　４年 398 (3) 250 (5) 306 (8)

　５年 359 (1) 130 (2) 206 (3)

　６年 507 (2) 191 (2) 349 (4)

　７年 444 (1) 453 (3) 451 (4)

総 平 均 ( 計 ) 395 (22) 244 (23) 318 (45)

【審査の期間の目標：10月未満】

終結区分

終結年

Ｈ28年 274 (2) 103 (3) 171 (5)

　29年 273 (1) 120 (4) 150 (5)

　30年 0 (0) 0 (0) 0 (0)

　31年/Ｒ元年 0 (0) 148 (2) 148 (2)

　２年 0 (0) 176 (5) 176 (5)

　３年 197 (2) 120 (4) 146 (6)

　４年 0 (0) 140 (1) 140 (1)

　５年 300 (1) 0 (0) 300 (1)

　６年 547 (1) 75 (1) 311 (2)

　７年 0 (0) 91 (3) 91 (3)

総 平 均 ( 計 ) 295 (7) 128 (23) 166 (30)

命令・決定 取下げ・和解 総平均（計）

命令・決定 取下げ・和解 総平均（計）
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イ 年別終結事件処理日数別事件数 

平成28年から令和７年までに終結した事件７５件のうち、審査の目標期間内

に終結した事件は61件（8３.６％）だった。 

    

図表２－９　年別終結事件処理日数別事件数 （単位：件）

処理日数 ６月以上～ 10月以上～ １年以上～ １年６月

終結年 10月未満 １年未満 １年６月未満 以上

Ｈ28年 3 3 1 2 0 9

　29年 4 2 2 0 0 8

　30年 0 1 4 0 0 5

　31年/Ｒ元年 7 0 1 1 0 9

　２年 3 1 4 0 1 9

　３年 4 3 2 0 0 9

　４年 1 4 1 3 0 9

　５年 2 1 1 0 0 4

　６年 1 2 0 2 1 6

　７年 3 1 0 2 1 7

計 28 18 16 10 3 75

　審査の期間の目標１年未満 7 11 15 9 3 45
　審査の期間の目標10月未満 21 7 1 1 0 30

６月未満 計
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第３節 不当労働行為救済命令の分析 

１ 申立人適格 

（１）個人申立て 

   【該当事件】 

    個人申立てがなされた事件は、下記の２件であった。 

    ア  福岡労委令和元年（不）第５号事件は、企業内組合の組合代議員選挙において、組合員が選

挙公約を配布したところ、被申立人会社が当該組合員に対し、３回勤務改善指導書を交付したこ

とが労組法７条１号に、被申立人会社が当該選挙の立候補届出を支店長に対して行わせたこと、

選挙の方法についての改善申入れに応じなかったこと、及び組合員の選挙公約を記した文書の

配布を許可しなかったことが労組法７条３号に該当するとして、当該組合員個人により救済申立

てがなされたものである。 

        当労委は、組合員個人に申立人適格を認め、一部救済命令を発出した。 

    イ  福岡労委令和元年（不）第７号事件は、被申立人会社が、組合員２名に対し、残業指示につい

て他の従業員と異なる取扱いを行い、給与を減少させたことが労組法７条１号及び３号に該当す

るとして、当該組合員２名により救済申立てがなされたものである。 

        当労委は、組合員２名について申立人適格を認め、全部救済命令を発出した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委令和元年（不）第５号事件 

    ● 申立人          Ｘ 

    ● 被申立人        Ｙ株式会社（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要     

・  平成３０年６月１３日、Ａ労働組合（以下「Ａ組合」という。）の組合員であるＸは、所属する班の

ミーティングの際、「Ａ組合の代議員に立候補したい者は本日午後８時までに、Ｂ支店長に届け

出るように」と知らされた。Ｘは、同日午前に、Ｂ支店長に対し、組合代議員への立候補をなぜ支

店長に届け出なければならないのかとの疑問を述べた上で、立候補を申し出た。 

・  平成３０年６月１４日の昼過ぎ、Ｘは、Ｙ社の応接室において、Ｙ社及びＡ組合に対する組合代議

員選挙について申入事項を記載した文書をＢ支店長及びＡ組合の代議員２名に提出した。代議

員らは、申入事項のうち、投票日の変更や選挙管理委員会の設置の必要はないなどと主張した。 

・  平成３０年６月１４日の１７時頃、Ｘは選挙公約を配布することについてＢ支店長に許可を得る

ため事務所に行ったが、同支店長は不在であった。Ｘは、構内で作業をしていた組合員１名に本

件選挙公約を手渡した。 

・  その後、Ｂ支店長が事務所に戻ったため、Ｘは選挙公約の配布について許可を求めたが、同

支店長は、配布の許可について自己で判断できない場合には社長に伺いを立てる必要がある

として、許可しなかった。 

・  平成３０年６月１５日、Ｂ支店長はＸに対し、同月１４日の選挙公約の配布について叱責し、勤務

改善指導書を手渡した。 

・  平成３０年６月２１日、ＸはＢ支店長に対し、「勤務改善指導書に対する意見および質問」と題
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する文書を提出した。これに対し、同日、Ｂ支店長はＸに対し、勤務改善指導書（以下「指導書」と

いう。）を手渡した。 

・  平成３０年６月２７日、ＸはＢ支店長に対し、「勤務改善指導書に対する意見および質問」と題

する文書を提出した。これに対し、Ｂ支店長は、指導書に従うのかどうか返答がないとして、Ｘを

叱責した。また、同日、Ｂ支店長はＸに対し、勤務改善指導書を手渡した。 

● 判断の要旨     

    ※判断の中で、個人申立ての適否については触れられていない。 

 

イ 福岡労委令和元年（不）第７号事件 

    ● 申立人          Ｘ１、Ｘ２ 

    ● 被申立人        有限会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要     

・  Ｘ１及びＸ２（以下「Ｘ１ら」という。）は、Ｙ社で乗務員として勤務していたが、平成３１年１月３１

日、Ｙ社とユニオンショップ協定を結んでいるＣ労働組合（以下「Ｃ組合」という。）を脱退した。そ

して、同年２月１日、個人加盟方式のいわゆる合同労組であるＡ労働組合（以下「Ａ組合」）に加

入した。 

・  平成３１年２月１日、Ｙ社の専務理事は、Ｘ１らに対し、Ｘ１らがＡ組合に加入したとの通知書が

届いた旨と、同人らに対し所定時間内のみの勤務を求める旨が記載された通告書（以下「通告

書」という。）を発出し、X１らへの業務指示について他の乗務員と異なる取扱い（以下「本件措

置」という。）を行った。 

・  平成３１年２月２日以降、Ｃ組合の執行委員長は、同月１日に行われたＹ社の理事会で理事ら

に相談の上、X２に対し、Ｃ組合に戻ってくれば残業をさせるので、Ｃ組合からの脱退を止めるよ

う説得した。 

・  平成３１年２月１日以降、X１らは午前８時から午後１１時の所定労働時間外に勤務することは

なかった。 

・  Ｘ１の給与の総支給額（最賃補償額を含む）は、本件措置以前の直近３か月については、平成

３０年１２月支給分は２８９，８８６円、平成３１年１月支給分は３５２，００８円、同年２月支給分は３２

５，０６９円であった。本件措置以降については、平成３１年３月支給分は１０４，０３３円、同年４月

支給分は１６３，０４９円であった。 

・  Ｘ２の給与の総支給額は、本件措置以前の直近３か月については、平成３０年１２月支給分は

３０６，６８７円、平成３１年１月支給分は３８９，７９１円、同年２月支給分は１７９，８７４円であった。

本件措置以降については、平成３１年３月支給分は１５１，６６８円、平成３１年４月支給分は１２３，

４６２円であった。 

    ● 判断の要旨     

○  Ｙ社が組合員であるＸ１らに対し、平成３１年２月以降、本件措置を行い、同人らの給与を減

少させ、経済的に大きな打撃を与えたことは、同人らが組合に加入したこと故の不利益取扱い

であり、労組法７条１号の不当労働行為に該当する。 

  ※判断の詳細については１１２頁参照 

○  また、本件においては、Ｙ社が、個人加盟方式のＡ組合に加入したＸ１らに対し、本件措置によ

り経済的に大きな打撃を与えたことに加え、Ｃ組合の執行委員長が、平成３１年２月１日に行わ
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れたＹ社の理事会で相談の上、Ｘ２に対し、Ｃ組合に戻ってくれば残業をさせるので、Ｃ組合から

の脱退を止めるよう説得したことが認められる。 

    以上の事実に鑑みれば、本件救済申立ての申立人は、Ｘ１ら個人であるが、本件措置は、組

合員を経済的に圧迫することにより組合内部の動揺や組合員の脱退等による組織の弱体化を

意図したものとして、労組法７条３号の不当労働行為にも該当する。 

○  労働委員会による不当労働行為救済制度は、労働者の団結権及び団体行動権の保護を目

的とし、これらの権利を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として禁止した労組法７

条の規定の実効性を担保するために設けられたものであり、この趣旨に照らせば、使用者が同

条３号の不当労働行為を行ったことを理由として救済申立てをするについては、当該労働組合

のほか、その組合員も申立適格を有すると解するのが相当である。 

 

（２）組合資格審査で不適合となった事件 

   【該当事件】 

組合資格審査で不適合となり、却下決定がなされた事件としては、下記の２事件が挙げられる。 

    ア  福岡労委令和２年（不）第５号事件は、当労委が、申立人組合は労組法２条の規定に適合せず、

労組法上の救済を受ける資格を有するものと認めることはできないとして、申立てを却下したもの

である。 

    イ  福岡労委令和２年（不）第６号事件は、福岡労委令和２年（不）第５号事件（以下「２（不）５号

事件」という。）と同一の組合によって申し立てられた事件であった。そのため、２（不）５号事件と

同様に判断し、申立てを却下した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委令和２年（不）第５号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        医療法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  医療、福祉 

    ● 事件の概要     

・  Ｘ組合は、法人Ｙに対し、令和２年１月７日以降３回の団交申入れを行った。 

・  法人Ｙは、これに対し、法人Ｙの本部が所在する市町村以外では団交に応じないとして団交開

催に応じなかった。 

    ● 判断の要旨     

○  労組法２条の労働者が「主体となつて」というのは、当該団体の構成員中、その大部分の者

が労働者であって（量的面）、しかも、その団体の主要な地位を労働者が占めている（質的面）

こと、すなわち、労働者が量質ともにその団体の構成員の主体とならなければならないという趣

旨である。 

    労働者でない者がたとえ数的にはその構成員の大部分を占めない場合であっても、それら

の者が実質的に当該団体の中心的地位を占め、その主体をなしているというような場合には、

当該団体は、労組法にいう労働組合とは認められないことになる。 

○  そして、労組法３条は、同法でいう「労働者」を、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他こ

れに準ずる収入によつて生活する者をいう。」と定義している。 

    労組法上の労働者は、単に雇用契約によって使用される者のみに限定されず、組合契約、請
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負契約、委任契約等によって労働に従事する者であっても、他人との間において使用従属の関

係に立ち、その指揮監督の下に労務に服し、労働の対価として報酬を受け、これによって生活す

る者である。 

○  Ｘ組合の実態をみると、組合役員は、執行委員長と書記長の２名であり、執行委員長である

Ａ（以下「Ａ執行委員長」という。）は、株式会社Ｃの代表者であることが認められる。 

    そうすると、Ａ執行委員長が、上記の「他人との間において使用従属の関係に立ち、その指揮

監督の下に労務に服し、労働の対価として報酬を受け、これによって生活する者」に該当すると

認めることはできない。 

    このように、Ｘ組合において、労組法上の労働者とは認められない者が、組合役員の２名のう

ちの１名、しかも執行委員長の地位にあって、そうした者が実質的に当該団体の中心的地位を

占め、その主体をなしているものというべきである。 

○  したがって、Ｘ組合は、労働者が主体となっているものとは認められず、労組法２条の規定に

適合するとは認められない。 

○  労組法２条でいう「自主的に」とは、労働者が自ら進んで労働条件の維持改善その他経済

的地位の向上を図ることを主たる目的として労働組合を結成することをいうのであって、政府、

政党、使用者等の外部の者の支配介入を許さず、また、組合幹部の独裁によらず、組合員の総

意によって民主的に組織運営されることを要するのである。そして、組合幹部の独裁を排し組合

の民主的運営を確保するために労組法５条等の規定を置いている。労働者が組合の組織・運

営に関して自主的でなければならないということは、具体的には、少なくとも、①外部の者の支

配干渉を排除して自主的であることを指し、さらに、②組合幹部など一部の者の独裁に対する

関係で自主的であることも求められるというべきである。 

○  Ｘ組合についてみると、その規約は、「第１１条 大会は、当組合の最高議決機関であって、議

決権を有する組合員をもって構成する。」、「第１２条 定期大会は、年１回開催するものとし、執

行委員長が議決権を有する組合員を招集し開催する。」、「第１６条 各役員の選挙は、大会に

おける議決権を有する組合員の直接無記名投票によって選出する。」と定めている。この「議決

権を有する組合員」について、規約第１５条第１項によると「当組合が組合費を無料とし、組合

員の組合運営負担を最小限のものとする趣旨に基づき、本規約において『議決権を有する組

合員』とは、組合執行部に所属し、予め当組合より議決権を有するものと指定された者をいう。」

と規定されている。 

○  そして、Ｘ組合によると、現在、大会の議決及び役員選任に係る「議決権を有する組合員」は

わずか２名であり、この２名は、執行委員長及び書記長の役職に就く者である。また、規約上一

定の要件を満たした場合、一般の組合員も議決権を取得する旨の規定があるものの、大会の

開催に当たり、日程や議題等について議決権を有しない組合員に対しては周知を行っていな

いなど、事実上、議決権は組合執行部に所属する一部の組合員に制限されている。 

    このように、Ｘ組合においては、一般の組合員には議決権や役員選任の投票権はなく、一般

の組合員は組合の運営に関わっていない実態がある。 

○  また、Ｘ組合は平成２９年９月に規約を改正しているが、その際の改正手続は、執行部所属組

合員及び協力組合員で手分けして、組合員に電話連絡を行った上で規約改正の同意確認を

行い、組合員過半数の支持を得たとの方法によるとのことである。 

    労組法５条２項９号の規定によると、規約は組合員（全国的規模をもつ労働組合の場合は、

その組合員の直接無記名投票により選挙された代議員）の直接無記名投票による過半数の
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支持を得なければ改正しないこととされている。 

    上記改正手続は、直接無記名投票であるとは到底いえない。 

    このように、Ｘ組合は一部の幹部によって所定の手続を踏むこともなく規約を変更することが

でき、実態として、議決権や投票権を一部の者に限定して運営しているものと認められる。 

○  以上の状況を踏まえると、Ｘ組合は、実態として、公称組合員１１万人を有する組合の運営を

役員２名のみで行っており、組合の運営に対して、役員以外の一般の組合員の意思を反映させ

ることは困難であるといわざるを得ず、組合幹部など一部の者の独裁に対する関係で自主的

であるとはいえない。 

○  また、Ｘ組合の決算書（令和元年６月１日から令和２年５月３１日まで）をみると、組合の支出

は４０，０００円のみということになるが、Ｘ組合は、不足する経費は、有志や各組合員の寄付等の

負担によって維持されているとして、決算書に記載がないと主張する。また、Ｘ組合は、組合事務

所についても、組合の活動に賛同する個人や企業から最小限の事務所スペースを無償で提供

されていると主張する。 

    そうすると、実際には、組合の運営に当たって決算書よりも多くの経費が必要であるにもかか

わらず、決算書からは組合の会計の実態が明らかではなく、結局、外部の者を含む一部の者の

出捐によりその経費が賄われていたものと認められる。このように、多くの支出を外部の者を含

む一部の者の出捐によっている組合財政は、外部の者や組合幹部の多大な影響を受けるもの

であり、外部の者の支配干渉を排除しているものとは認められず、組合幹部など一部の者の独

裁に対する関係で自主的であるとはいえない。 

    したがって、Ｘ組合は、労働者が自主的に組織する団体とは認められず、労組法２条の要件を

欠いているといわざるを得ない。 

○  上記のとおり、Ｘ組合は労組法２条の要件を欠いている。よって、同法５条２項の要件を検討

するまでもなく、組合が、労組法に規定する手続に参与し、同法による救済を受ける資格を有す

るものであると認めることはできない。 

 

イ 福岡労委令和２年（不）第６号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        Ｙ株式会社（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要     

・  Ｘ組合は、Ｙ社に対し、令和２年２月７日以降７回の団交申入れを行った。 

・  Ｙ社は、これに対し、新型コロナの感染状況に鑑み県をまたぐ移動はすべきでないなどとして

団交開催に応じなかった。 

    ● 判断の要旨 

       アと同じ 

 

 

２ 労働者性 

【該当事件】 

申立人の「労働者性」が争われた事件は、以下の１件であった。 

（１）  福岡労委令和５年（不）第３号事件は、被申立人会社と業務委託契約を締結して飲食店を運営



 

- 85 - 

 

していた申立人組合員らの勤務条件等に関する団交申入れに対し、被申立人会社が、申立人組

合員らは労組法上の労働者に該当しないとして応じなかったことについて、申立人組合員らが労

組法上の労働者といえるか否かが争いとなった。 

      当労委は、申立人組合員らについて、労組法上の労働者性を積極に解すべき「事業組織への組

入れ」、「契約内容の一方的・定型的決定」、「報酬の労務対価性」がいずれも強く認められる一方、

消極に解すべき「顕著な事業者性」は認められないため、被申立人会社との関係において労組法

上の労働者に該当すると判断した。 

 

【事件の概要等】 

（１）福岡労委令和５年（不）第３号事件 

  ● 申立人           Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

  ● 被申立人         株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

  ● 被申立人の業種   宿泊業、飲食サービス業 

  ● 事件の概要    

・  Ｙ社が経営する飲食店では、午前１１時から午後８時までの営業時間は、Ｙ社に雇用される従

業員によって運営されており（以下「１部営業」という。）、午後８時から店舗閉店時までの営業時

間は、Ｙ社が業務委託契約を締結した経営パートナーによって運営されている（以下「２部営業」

という。）。 

・  Ｙ社は、一つの店舗の２部営業について、二人一組の経営パートナーと委託契約（以下「パー

トナー契約」という。）を締結していた。 

・  申立時におけるＹ社の経営パートナーである組合員は、計７名であった。 

・  令和４年１１月３０日付けで、Ｘ組合はＹ社に対し、要求書を添えて団交を申し入れた。 

・  令和５年１月３０日付けで、Ｙ社はＸ組合に対し、書面を送付した。この書面には、「経営パート

ナーは組合法上の労働者には該当しませんが、当社は、経営パートナーとの話合いを拒否する

ものでもありません。（中略）要求書に記載された内容での契約変更を希望している経営パート

ナーから改めてご提案いただけると幸いです。」などと記載されていた。 

・  その後も、Ｙ社はＸ組合に対し、経営パートナーが労組法上の労働者とは認め難い旨伝えた。 

  ● 判断の要旨     

○  労組法３条は、同法により保護される「労働者」を定義するものであるが、労組法の趣旨・目

的に加え、「労働者」を「職業の種類を問わず」、「賃金、給料その他これに準ずる収入によって

生活する者」とする同条の文言に照らせば、同条にいう「労働者」は、労契法や労基法上の労

働契約によって労務を供給する者のみならず、労働契約に類する契約によって労務を供給して

収入を得る者で、労働契約下にある者と同様に使用者との交渉上の対等性を確保するための

労組法の保護を及ぼすことが必要かつ適切と認められる者をも含む、と解するのが相当である。 

○  労務の供給が業務委託等の労働契約以外の契約形式によってなされる場合であっても、実

質的に、①労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に

確保されているか、②契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一

方的・定型的に決定しているか、③労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類

するものとしての性格を有するか、という判断要素に照らし、団交の保護を及ぼすべき必要性と

適切性が認められる場合には、当該労務供給者は、労組法上の労働者に当たるというべきで

ある。 
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また、補充的に、④労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ず

べき関係にあるか、⑤労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の提供を行っていると広

い意味で解することができるか、労務の提供に当たり日時や場所について一定の拘束を受け

ているか、といった要素も考慮される。他方、⑥労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得す

る機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者とみられるなど、事業者性が顕著である場

合には、労組法上の労働者性は否定される。 

○ 本件における組合員らが労組法上の労働者に当たるか否かについては、上記の枠組みで判

断するのが相当である。 

① 事業組織への組入れについて 

○  パートナー契約については、組合員ら経営パートナー自身が業務を行うことを前提に締結さ

れたものであり、Ｙ社は、経営パートナーを労働力として期待し、これを確保する目的であったと

評価すべきである。 

○  ２部営業時間中において、経営パートナーが一人も店舗に出ずに雇用する従業員等に業務

を任せるということは許容されていなかったものである。そうすると、各店舗の２部営業において、

契約の目的とされた経営パートナー自身の労働力は、不可欠かつ枢要な役割を果たすものと

して位置付けられていたと評価すべきである。 

○  Ｙ社は、経営パートナー及び２部営業について、直営である１部営業と同一又は類似する一

定の管理を行っていたことがうかがわれ、経営パートナー及び２部営業について、店舗における

事業全体に組み入れられていることを消極に解すべき事情は見当たらない。 

○  Ｙ社の経営する飲食店では、１部営業と２部営業とは連続して行われており、２部営業におい

ても、経営パートナーを含めてＹ社が定めた制服を着用することとされ、実際に着用して業務が

行われていたものである。 

これらを含めて、Ｙ社が、第三者との関係でも、経営パートナー及び２部営業を、自己とは別

の組織・事業として表示・認識させ得るような事情は何ら存しない。 

○  組合員らにおいて、２部営業時間中か、それ以外かを問わず、実際にＹ社から受託している

業務以外の業務を行うことは困難であったといえる。 

○  以上のことから、パートナー契約は、飲食店の２部営業の運営業務の労働力を確保する目的

で締結されたものであり、また、組合員らは、実態としても、その労働力を、Ｙ社の事業遂行に不

可欠ないし枢要なものとして組織内に組み入れられ、確保されていたものと評価するのが相当

である。 

② 契約内容の一方的・定型的決定について 

○  Ｙ社と経営パートナーとの間には相当の交渉力格差が存し、一方的・定型的に締結された契

約内容について、経営パートナーである組合員らが、Ｙ社と対等の関係で、個別の交渉を行っ

て契約内容を変更することは、困難であった。 

③ 報酬の労務対価性について 

○  販売手数料は、２部営業の一月当たりの売上高がＹ社の定める基準に満たない場合でも、

組合員ら経営パートナーが店舗において労務提供を行ったことに対し、一定額を保証するもの

であったといえる。 

○  経営パートナーが２部営業を行わなかった場合は欠勤控除がなされ、２部営業を途中で中

止した場合は早退控除がなされていたことから、販売手数料は、組合員ら経営パートナーの労

務提供量に応じて支払われる側面があったといえる。 
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○  組合員らに対する販売手数料は、時間外手当や休日手当に相当するものがないことや、所

得税等の源泉徴収がされていないことを考慮しても、労務供給に対する対価又はそれに類する

ものとしての性格を有するとみるのが相当である。 

基本的判断要素（①ないし③）に関する小括 

○  組合員らについては、①Ｙ社の事業遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に組み

入れられ、確保されており、労働力の利用を巡り団交によって問題を解決すべき関係があるも

のと考えられること、②契約内容についてＹ社が一方的・定型的に決定し、Ｙ社との間で相当の

交渉力格差が存するものと考えられること、③報酬について労務に対する対価又はそれに類す

るものとしての性格が強いと考えられることが、いずれも認められるところである。 

そのため、組合員らについては、消極的判断要素である、⑥顕著な事業者性が認められない

限り、労組法上の労働者に当たると解するのが相当である。 

○ 念のため、本件において、補充的判断要素④及び⑤についても、検討を加えておくこととする。 

④ 業務の依頼に応ずべき関係について 

○  パートナー契約においては、一定の営業時間における、特定店舗での調理・接客・売上管理

等の業務全体について、経営パートナーにおいて自ら従事し、従業員を雇用して、実施すること

とされているものである。 

そうすると、そもそも、Ｙ社から個々の業務依頼があり、経営パートナーにおいてその都度に諾

否するとの関係にあるとは解し難いところである。 

○  パートナー契約第１６条では、経営パートナーがパートナー契約の条項の一つに違反したと

きやＹ社の計画・指示・命令に従わなかったときなどは、Ｙ社は契約期間であっても何らの通知・

催告を要せずパートナー契約を解除できるとされていたことが認められ、組合員らは、事実上、

Ｙ社からの指示や業務依頼に対する諾否の自由は乏しかったものと考えられる。 

⑤ 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束について 

○  Ｙ社は、経営パートナーである組合員らに対しても、Ｙ社の従業員に対して行うのと同様に、

売上の報告や勤務時間の記録等について詳細な指示・管理を行っていたことがうかがわれ、

組合員らは、Ｙ社の指揮監督の下に業務を行っていたと解することが可能である。 

○  ２部営業の営業時間について、パートナー契約第３条では、営業時間は午後８時から翌午前

５時までと規定されていた。 

         また、Ｙ社は少なくとも経営パートナーのうち必ず一人は店舗で業務に従事することを求めて

いたことから、組合員らは、時間的にも場所的にも相応の拘束を受けていたというべきところで

ある。 

補充的判断要素（④及び⑤）に関する小括 

○  組合員らは、補充的判断要素である④及び⑤についても、労組法上の労働者性を肯定する

ものであるといえる。 

⑥ 消極的判断要素である顕著な事業者性について 

○  経営パートナーは、契約上独自の営業活動等を行う裁量はなく、そのような実態もない。 

また、経営パートナーは、Ｙ社が仕入れた材料等によって、Ｙ社指定のメニュー・価格等によっ

て顧客に商品を提供するのみであり、売上高に応じて機械的に計算される販売手数料等を受

領するというものであって、事業によって生じる想定外の利益や損失を受けるという関係にない。 

機材・材料等の負担についても、各店舗の設備・材料等はＹ社に帰属し、経費分として、販売

手数料の計算の中で機械的に控除されるにすぎない。 



 

- 88 - 

 

○  パートナー契約第５条において、従業員の採用は経営パートナーの責任において行うこと、従

業員の雇用・労働に関する費用は経営パートナーが負担すること、１部営業の店長等が指示す

る適正人数を守り過少人員としてはならないことが規定されている。 

          実際にも、組合員らは従業員を雇用して２部営業を実施しており、従業員の採否や、時給等

の雇用条件の設定については、Ｙ社は関与しておらず、専ら経営パートナーである組合員らの

判断により行われていた事実が認められる。 

          このように、組合員ら経営パートナーは従業員を雇用でき、従業員の配置や教育についても

一定の裁量があったものと認められる。 

○  しかし、組合員ら経営パートナーにおいては、契約上だけでなく、実態上も、Ｙ社から受託した

業務について、完全に他人に代行させることはできず、他人労働力を自らの労働力に代替させ

ることには制約・限界が存し、組合員らが、他人労働力の利用によって、自らの自由な時間を確

保して、他の店舗を出店したり、別の事業を行ったりするなどして、独自に売上・収益を上げるこ

とができるような事情は認められない。 

○  経営パートナーにおいては、２部営業に関して、従業員の雇用に関する部分を除き、独自の活

動や運営を行う裁量はほとんど存しなかったところであり、また、Ｙ社から支給されるアルバイト

手当も限定的なものであって、従業員の雇用に関する裁量を活かして、店舗自身の売上・収益

を向上させ、利益を得ることができる関係にあったともおよそ考え難いものである。 

○  確かに、組合員らには、他人労働力の利用可能性があり、利用の実態もあるものの、自らの

労働力に代替し得るようなものでもなく、また、その余の点に照らしても、組合員らの労組法上

の労働者性の評価に当たって消極に解すべき、顕著な事業者性があるとは認められない。 

結論 

○  以上のとおり、組合員らについては、労組法上の労働者性について積極に解すべき、①事業

組織への組入れ、②契約内容の一方的・定型的決定、③報酬の労務対価性が、いずれも強く

認められる一方、消極に解すべき、⑥顕著な事業者性も認められないところである。 

これらのことから総合的に判断すると、組合員らは、Ｙ社との関係において労組法上の労働

者に該当するとみるのが相当というべきである。 

 

 

３ 使用者性 

【該当事件】 

被申立人の「使用者性」が争われたあるいは当労委の判断に当たり問題となった事件は、以下の３件

であった。 

（１）  福岡労委平成２７年（不）第２号事件は、組合員らが退職してから１４年以上経過した中で、被申

立人会社が申立人組合の団交申入れに応じるべき使用者といえるか否かが問題となった。 

      当労委は、団交が、組合員らの退職後社会通念上合理的といえる期間内になされたか否か等

を検討し、被申立人会社は団交を義務付けられる使用者には当たらないと判断した。 

（２）  福岡労委平成３０年（不）第７号事件は、Ｚ市から指定取消処分を受けた障がい者支援施設を元

運営法人から引き継いだ被申立人法人が、元運営法人から解雇された申立人組合員らの雇用に

ついての団交に応ずべき使用者か否かが争われた。  

      当労委は、申立人組合員らと元運営法人から引き継いだ被申立人法人との間に近い将来に労

働契約関係が成立する可能性があったか否か等を検討し、当該法人は申立人組合員らの労組法
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上の使用者には当たらないと判断した。  

（３）  福岡労委令和３年（不）第１２号事件は、派遣会社から介護職として派遣職員である申立人組合

員を受け入れた特別養護老人ホームを運営する被申立人法人が、申立人組合員の未払時間外勤

務手当に関する団交に応ずべき使用者か否かが争われた。 

      当労委は、申立人組合員と被申立人法人との間に未精算の労働関係上の問題が残存しており、

当該法人はこの問題を解決し得る立場にあるから労組法上の使用者に当たると判断した。 

 

【事件の概要等】 

（１）福岡労委平成２７年（不）第２号事件 

  ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

  ● 被申立人        Ｙ合同会社（以下「Ｙ社」という。） 

  ● 被申立人の業種  卸売・小売業 

  ● 事件の概要     

・  平成１２年１月３１日に組合員が退職し、以後Ｙ社に在籍する組合員はいなくなった。 

・  Ｘ組合は、平成１６年１０月４日付けから平成２７年２月２３日付けまでの間、計１１回の団交を

申し入れたが、Ｙ社は応じなかった。 

・  平成２７年３月５日、Ｘ組合は、Ｙ社の誠実団交応諾等を求めて救済申立てを行った。 

・  なお、平成１６年１０月４日付けから平成２２年７月３０日付けまでの６回の団交申入れにＹ社が

応じなかったことは、除斥期間の経過を理由として申立てを却下した（１５２頁参照）。 

  ● 判断の要旨     

○  使用者が団交を義務付けられる相手方は、原則として現に雇用している労働者であると解さ

れる。 

  もっとも、かつて存在した雇用関係から生じた労働条件を巡る紛争を適正に処理することが

可能であり、社会的に期待される場合を含むと解される。 

この認定に際しては、当該紛争が雇用関係と密接に関連して発生したこと、使用者が当該紛

争を処理することが可能かつ適切であること、団交申入れが雇用関係の終了から社会通念上

合理的であるといえる期間にされたことを要素として判断することが相当である。 

○  Ｘ組合が申し入れた８つの団交事項は、使用者が当該紛争を処理することが可能かつ適切

である、又は、団交申入れが雇用関係の終了から社会通念上合理的であるといえる期間にさ

れたとは認められない。 

○  平成２６年３月１０日付け以降の５回の団交要求について、Ｘ組合は、使用者が団交を義務付

けられる相手方に当たらず、Ｙ社が団交に応じなかったことは労組法７条２号の不当労働行為

に該当しない。 

 

（２）福岡労委平成３０年（不）第７号事件 

  ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

  ● 被申立人        社会福祉法人Ｙ１（以下「法人Ｙ１」という。） 

                     社会福祉法人Ｙ２（以下「法人Ｙ２」という。） 

  ● 被申立人の業種  医療、福祉 

  ● 事件の概要     

・  平成３０年７月１７日、法人Ｙ１は、法人Ｙ２と合併し、法人Ｙ１の事業が法人Ｙ２に承継される旨
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を法人Ｙ１の施設利用者等へ通知した。 

・  平成３０年８月８日、Ｚ市は、効力発生日を同年１０月１日として法人Ｙ１が運営する障がい者支

援施設等の指定を取り消す旨を公表した。 

・  平成３０年８月２７日以降、法人Ｙ１の一部の職員が、法人Ｙ２職員と名乗る者等と面談を行っ

た。職員の中には、面談の中で「法人Ｙ２で採用する、今後も我々と一緒に仕事を頑張ってほし

い。」などと告げられた職員がいた。 

・  平成３０年９月１９日、法人Ｙ１の職員２５名は、法人Ｙ１の全職員の雇用が法人Ｙ２に引き継が

れるとの期待に反して、退職合意書に署名するよう求められ、法人Ｙ２で雇用されない職員もい

る等の状況となっていることに不満を持ち、Ｘ組合に加入した。 

      ・  平成３０年９月２７日以降、Ｘ組合は、法人Ｙ１と２回団交を行った。 

団交の中で、法人Ｙ１の代表者は、法人Ｙ２側から「事業承継に当たっては、法人Ｙ１の職員全

員を引き継がない」と聞いた旨述べた。 

・  平成３０年１０月１日、法人Ｙ２は、法人Ｙ１の職員の約５０名のうち１４名ほどを雇用したが、雇

用された者はいずれも非組合員であった。同日、Ｘ組合は、法人Ｙ２へ団交を申し入れた。  

・  平成３０年１０月３日、法人Ｙ２は、上記団交申入れに対し、組合員とは雇用関係になく労組法

上の使用者ではないため団交は受けられないと回答した。その後も法人Ｙ２は、Ｘ組合の団交申

入れに応じなかった。 

  ● 判断の要旨    

○  雇用主以外の事業主であっても、当該労働者との間に、近い将来において労働関係が成立

する現実的かつ具体的な可能性が存在する者も労組法上の使用者と解し得る場合がある。 

○  法人Ｙ２は、１４名ほどの法人Ｙ１職員を採用したものの、法人Ｙ１の職員以外からの採用も少

なくなく、法人Ｙ２での就労を希望する者を法人Ｙ２が採用することが前提となっていたといえな

い。 

○  法人Ｙ２において採用に関する意思決定がなされた事実は認められず、労働契約締結に必

要な書面の交付等の事実もない。 

○  法人Ｙ２と組合員との間で近い将来において労働関係が成立する現実的かつ具体的な可

能性があったとは認めることができず、法人Ｙ２は、組合員の労組法上の使用者に該当しない。 

 

（３）福岡労委令和３年（不）第１２号事件 

● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

  ● 被申立人        社会福祉法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

  ● 被申立人の業種  医療、福祉 

  ● 事件の概要     

・  令和２年１０月２日、Ａは、派遣会社から法人Ｙへ派遣され、法人Ｙの運営する特別養護老人ホ

ームで介護職として就労した。 

・  法人Ｙでは、タイムシートで労働時間を管理しており、休憩を取った場合は、休憩時間を記入す

ることになっていた。 

・  Ａは、実際は休憩を取っていなかったが、令和２年１０月分のタイムシートには、各勤務日に休

憩１５０分と記入していた。一方、同年１１月及び同年１２月分のタイムシートには、休憩は取って

いなかったため、各勤務日に休憩０分と記入していた。 

・  令和２年１２月３１日、Ａの法人Ｙへの派遣が終了した。 
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・  令和３年１月５日、Ａは、Ｘ組合に加入した。 

同月１９日、Ｘ組合は、法人Ｙに対し、Ａの休憩時間労働等について団交を申し入れた。 

・  法人Ｙが団交に応じなかったため、Ｘ組合が当労委へ不当労働行為の救済を申し立てた（福

岡労委令和３年（不）第５号事件）ところ、法人Ｙが団交に応じるとしたため、Ｘ組合は当該申立

てを取り下げた。 

・  令和３年７月８日、団交が開催され、その中で法人Ｙは、時間外勤務手当を支払う根拠がない、

派遣会社と話せばいいなどと述べた。 

  ● 判断の要旨    

○  雇用主以外の者であっても、例えば当該労働者の基本的な労働条件等に対して、雇用主と

部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有している者も雇用主と同視

できる者であり労組法上の使用者と解すべきである。 

○  Ａの時間外勤務手当の算定基礎となる休憩時間労働を確認することは、派遣元会社で行う

ことはできず法人Ｙで対応すべきものであり、かつ対応可能な事項であるといえる。 

○  労働者派遣法４４条２項により、派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみ

を派遣中の労働者を使用する事業とみなして労基法３２条及び３６条１項が適用されることを

併せ考えれば、法人Ｙはタイムシート訂正のための休憩時間労働の確認を行う責任があり、そ

の限りにおいて、法人ＹはＡとの関係で、基本的な労働条件等に対して、雇用主と部分的とはい

え同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあったということ

ができる。 

      ○  よって、法人Ｙは、「Ａの休憩時間労働」の議題について団交に応ずべき使用者に当たる。 

 

 

４ 救済申立ての対象行為 

（１）雇用契約の終了 

【該当事件】 

救済申立ての対象行為のうち、労組法７条１号の不利益取扱いとして「雇用契約の終了」が争われ

た事件のうち特徴的な事例は以下の５件であった。 

ア  福岡労委平成２９年（不）第５号事件は、被申立人農協が、被申立人農協の訪問介護事業所に

サービス提供責任者として勤務していた申立人組合員に対し、平成２９年３月３１日付けで雇止め

を行ったことが不当労働行為に該当するか否かが争点の一つとなった事件である。 

当労委は、申立人組合員の労働契約は、継続勤務が期待される有期労働契約であり、形式的

な更新手続であったことから、雇止めは不利益な取扱いに当たり、被申立人農協が主張する雇

止め理由は不合理で、組合活動の弱体化を図る不当労働行為意思が推認され、不当労働行為

に該当すると判断した。 

イ  福岡労委平成２９年（不）第６号事件は、被申立人会社が、申立人組合員を、平成２９年８月２５

日付けでセクハラ行為及び暴力行為を理由に解雇したことが不当労働行為に該当するか否か

が争点の一つとなった事件である。 

当労委は、本件解雇に至る経緯、これまでの労使関係及び本件解雇が相当性に欠けることを

併せ考慮すると、本件解雇は、被申立人会社が、労働条件の交渉において容易に譲歩しようとし

ない申立人組合を嫌悪して行ったものといえ、不当労働行為に該当すると判断した。  
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ウ  福岡労委平成２９年（不）第８号事件は、被申立人会社が、平成２９年５月３１日、申立人組合の

執行委員長を雇止めしたことが不当労働行為に該当するか否かが争点の一つとなった事件で

ある。 

        当労委は、本件雇止めは、被申立人会社が組合活動の中心的存在である執行委員長を嫌悪

してなされた不利益取扱いと認められ、不当労働行為に該当すると判断した。 

エ  福岡労委令和４年（不）第５号事件は、被申立人会社が、申立人組合員を、被申立人会社が定

めた保険営業の成績の基準を達成できなかったとして解雇又は雇用契約の終了としたことが不

当労働行為に該当するか否かが争点となった事件である。 

        当労委は、本件退職取扱いは、被申立人会社が定めた資格選考基準に申立人組合員の営業

成績が達しなかったことを理由としてなされたものであり、被申立人会社の不当労働行為意思に

基づき行われたものとはいえないとして、不当労働行為に該当しないと判断した。 

オ  福岡労委令和６年（不）第５号事件は、被申立人法人が、申立人組合員を令和６年７月７日付

けで解雇したことが、不当労働行為に該当するか否かが争点の一つとなった事件である。 

        当労委は、本件解雇は、組合員であるが故に行われたといえ、被申立人法人が解雇事由と主

張する事由が直ちに事実として認められない又は直ちに就業規則の解雇事由に該当するとはい

えないとして、不当労働行為に該当すると判断した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委平成２９年（不）第５号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        Ｙ農業協同組合（以下「Ｙ農協」という。） 

    ● 被申立人の業種  複合サービス事業 

    ● 事件の概要    

      ・  Ａ１は、平成２６年９月１６日、訪問介護事業等を行うＹ農協との間で平成２７年３月３１日まで

の有期労働契約を締結し、サービス提供責任者（以下「サ責」という。）としてＹ農協のヘルパー

ステーション（以下「本件事業所」という。）に勤務した。その後、Ａ１の労働契約は、同年４月１日

及び平成２８年４月１日に契約期間を１年間としてそれぞれ採用時と同じ契約内容で更新された。

契約更新手続は、課長から一斉に配布される契約書に、本人及び保証人が署名捺印し、同課長

に提出するというもので、更新に際しての面談等は行われず、Ａ１は勤務態度等の問題を指摘さ

れることはなかった。 

      ・ 本件事業所には、Ａ１のほかにサ責として、Ｂ１が勤務しており、Ａ１とＢ１が、それぞれ利用者の

半数ずつを担当して業務を行っていた。介護保険法に基づき訪問介護事業所に配置する必要

があるとされているサ責の職務の主なものは、訪問介護計画の作成、ホームヘルパーの手配や

利用者の状況確認等であったが、Ａ１はそれらのほか、ホームヘルパーとしての業務を行うことも

あった。 

・  Ａ１は傷病により平成２８年８月１１日から同年１１月２４日まで欠勤した。同月２６日の夕方、Ｙ

農協の部長と課長がＡ１の自宅を訪問し、Ａ１の欠勤によりＢ１が二人分のサ責の業務全てを行

うこととなり、同人の業務負担が大きくなっていることを伝えた。 

・  Ｙ農協は平成２８年１０月１日にサ責としてＢ２を採用した。 

      ・  平成２８年１１月７日、Ａ１は、Ａ２及びＡ３とともにⅩ組合に加入し、介護福祉分会長となった。 

同日、Ｘ組合は、Ｙ農協がＡ１へ退職勧奨行為を行っているとして団交を申し入れた。団交は同
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年１２月１５日に開催され、Ｙ農協は退職勧奨を行っていないと回答し、同人の契約更新や雇止

め、勤務態度や能力不足等については、話題に上がらなかった。 

      ・  平成２８年１１月２５日、Ａ１は職場に復帰した。サ責の業務については、Ａ１とＢ２がそれぞれ利

用者の半数を担当し、Ｂ１がＢ２を補助する体制となった。 

      ・  平成２９年２月８日、Ｙ農協は、Ａ１に対し、同年３月３１日付けで雇止めを行うこと（以下「本件

雇止め」という。）を通知した。同年３月３１日、Ｙ農協は、Ａ１との有期労働契約は契約期間が満

了したとして、更新しなかった。 

         本件雇止めに当たり、Ｙ農協は、Ａ１の契約を更新しない理由として１３の事由を挙げた。これ

らの事由のうち、Ａ１が管理者である課長から直接注意や指導を受けていたのは２つの事由のみ

であった。 

      ・  Ｘ組合は、平成２９年２月１０日、同年３月２日、同年４月３日及び同月２７日に本件雇止めの撤

回を要求する団交申入れを行ったのに対し、Ｙ農協はこれらに対する回答書を同年２月１６日及

び同年４月５日に送付した。なお、団交は開催されなかった。 

      ・  平成２９年３月１５日、部長はＡ１、Ａ２及びＡ３を呼び出し、３名同席の場で面談を行った。この

面談で、部長は、Ａ２とＡ３に対し、「Ｘ組合を脱退してほしい。」と発言し、その後、両名はＸ組合を

脱退した。同年４月１日、Ａ２及びＡ３の労働契約は更新された。 

      ・  Ｙ農協の平成２８年度の「損益計算書」には、農協の全事業の「事業利益」として３億３，４００

万円余が計上されていたが、介護福祉事業は、平成２４年度から平成２８年度まで毎年１，０００

万円を超える赤字を計上していた。以上のような事情から、Ｙ農協の総務企画専門委員会にお

いては、介護福祉事業の休止が検討されており、平成２９年１１月２８日、Ｙ農協の理事会で本件

事業所等を休止することが決定された。 

    ● 判断の要旨 

○  Ａ１の業務は、訪問介護事業所において、利用者に対し訪問介護サービスを提供する業務で、

継続が見込まれており、また、Ａ１の労働契約に係る手続等に関して、更新手続は形骸化してい

たことなどが認められることから、Ａ１が自身の労働契約の更新を期待することには相当な理由

があったと認められ、本件雇止めは、「不利益な取扱い」といえる。 

○  Ｙ農協は、本件雇止めは、介護福祉部門の経営状況の不振、サ責３名の業務状況等及びＡ１

の勤務態度等を総合的に考慮して決定したものであって、Ａ１の組合加入や組合活動を理由と

するものではないと主張する。しかしながら、Ａ１の本件雇止めの時点で、事業の休止の時期が

具体的に決定されていたものでもなく、サ責３名の中でＡ１の業務の遂行が特に劣っていると

考えた事情は見当たらず、Ａ１の勤務態度等について業務に重大な支障が生じたと認めること

はできないのであるから、雇止めの理由として合理的なものとは認められない。 

○  Ｙ農協はＡ１のＸ組合加入前から本件雇止めを検討していたと主張するが、そのような事情は

見当らず、また、Ｙ農協が本件雇止めに関する団交申入れに応じていないなどの事実から、Ｙ農

協は、Ａ１がＡ２、Ａ３とともにＸ組合の分会を結成し、自らが分会長となって、団交等を通じて職

場環境の改善等を積極的に主張してきたことについて、強い嫌悪感を抱いたと推認される。 特

に、Ｙ農協が、本件雇止めを通知した後はＸ組合からの団交申入れに応じず、本件雇止めの理

由をＸ組合に直に説明することを避ける姿勢を取ったこと、Ａ１の契約期間終了直前になって他

の組合員に対しＸ組合からの脱退を強く勧めたことからは、Ｙ農協が、本件雇止めを契機として

事業所内における組合活動が弱まることを意図していたものと推認される。 

○  以上のとおり、本件雇止めは、Ａ１が組合員であること又は同人が組合活動を行ったことを理
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由としてなされた不利益な取扱いと認められ、労組法７条１号に該当する。 

 

イ 福岡労委平成２９年（不）第６号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        株式会社 Y（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  生活関連サービス業、娯楽業 

    ● 事件の概要    

      ・  平成２８年５月１８日、Ｙ社とＡは、短時間勤務者の勤務形態の一つである「１日の所定労働時

間５時間、週５日勤務」とする内容で雇用契約を締結し、Ａは同年６月６日に入社後、Ｙ社が運営

する葬儀場「Ｂ会館」（以下「本件会館」という。）にマイクロバスの運転手として勤務した。 

      ・  Ａは、平成２８年１０月１日の雇用契約の変更に伴い雇用保険適用外となったが、これについ

て納得できる説明が得られなかったとして、同年１２月２８日にＸ組合に加入した。 

      ・  平成２９年２月１０日、Ｘ組合とＹ社は第１回団交を行い、同年３月１日から、Ａは雇用保険適用

の雇用形態に変更された。 

・  平成２９年３月１日から同月１４日までの間にＡの勤務日は１０日あったが、そのうちの５日につ

いて、Ａは、本件会館の支配人から勤務時間短縮が指示され、同指示に従った。 

・  平成２９年４月１３日、Ｘ組合は、支配人の指示によりＡの勤務時間が短くなったこと及び労働

条件の改善を求め、第２回団交を行った。 

・  団交後、Ｘ組合とＹ社は、平成２９年４月２４日、同年５月１０日及び同月２５日に文書のやり取り

を行い、同年８月４日に話合いを行ったが、Ｘ組合が退勤指示に係る賃金保障及び確認書の締

結について質したことに対し、Ｙ社から回答はなかった。 

      ・  平成２９年３月頃から、Ａは同僚女性パート従業員に対し、性的な発言や身体に触れる行為を

繰り返し行った。 

・  平成２９年８月１６日、Ｙ社は、Ａから上記行為を受けた女性パート従業員から相談を受け、同

月２５日、賞罰委員会として会議を開催し、Ａを普通解雇とすることを決定した。同会議の出席者

は常務取締役、部長、室長等の経営者ないしＹ社側担当者としてＡの処分に関わってきた者であ

った。 

賞罰委員会に関しては、正社員を除いた短時間勤務者に適用される就業規則（以下「就業

規則」という。）及び賞罰規程に規定があり、就業規則第８０条第５項では、該当する従業員に弁

明の機会を与えることとされており、賞罰規程第２０条では、賞罰委員会の構成員に従業員側３

名が入ることとされていた。 

・  平成２９年８月２５日、Ｙ社はこの決定についてＸ組合に通告し、Ａに対し同日付けで解雇するこ

と（以下「本件解雇」という。）を通知する旨の解雇通知書を読み上げ、同文書を渡した。同文書

には、解雇事由として、大要、セクハラ行為を繰り返し行ったこと、注意されたにもかかわらず暴

力行為を行ったこと、休憩室で他の従業員に対し威圧的な態度を取り職場の風紀を乱したこと

等が、根拠規定として就業規則第２３条（解雇）第２項、第７項、第９項、第２４条（解雇予告）第１

項、第３９条（遵守事項）第１４項、第５０条（セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントの禁止）

第１項から第３項及び第８４条（懲戒解雇）と記載されていた。なお、Ｙ社は、本件解雇に当たり、

Ａに対する事情聴取は行わなかった。 

・  就業規則第８４条（懲戒解雇）第２項第４号には「誹謗中傷やハラスメント行為等により、相手

を正常な業務に就けない状態に至らしめた者」、同第５号には「職務怠慢・素行不良により、職
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場の風紀・秩序を大いに乱し、会社の正常な運営を妨げた者」は懲戒解雇に処する旨規定され

ていた。 

・  Ｙ社が懲戒処分を検討したセクハラに関する事案のうち、セクハラの行為者と被害者が同じ

職位にある事案は２件であったが、２件とも行為者被害者両者から事情聴取を行っており、自主

退職として取り扱っていた。 

    ● 判断の要旨 

      ○  解雇の相当性について、Ｙ社が挙げるＡの解雇理由は、悪質性が高いとはいえないなど懲戒

解雇事由としてはいずれも不十分なものであって、同人に対しては、他の懲戒処分を考慮する

余地が相当にあると考えられる。また、この点は、Ｙ社のいうように普通解雇をもって懲戒解雇に

代えたとしても、同解雇は、やはり重きに過ぎて相当性に欠ける措置であるといわざるを得ない

ものである。 

      ○  Ｙ社はＡに対し事情聴取を行っておらず、本件解雇に至る手続について、賞罰委員会に関し

てもその構成員やＡに弁明の機会は設けられなかったなどの瑕疵が見られる。加えて、本件解

雇は、Ｙ社がＡの言動の事実を知ったわずか９日後に行われており、本件解雇に至る手続は、極

めて異例であり、性急なものであったといえる。 

〇  労働条件について労使間に大きな対立があり、Ｙ社は誠実に解決しようとする姿勢が見られ

ず、Ａが組合活動を積極的に行っていることを認識した上で、Ａの解雇後の同人の解雇に係る

団交申入れに一切応じていない。 

○  本件解雇に至る経緯、これまでの労使関係及び本件解雇が相当性に欠けることを併せ考慮

すると、本件解雇は、Ｙ社が、労働条件の交渉において容易に譲歩しようとしないＸ組合を嫌悪

して行ったものといえ、労組法７条１号に該当する。 

        

ウ 福岡労委平成２９年（不）第８号事件 

  ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        株式会社 Y（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

  ● 事件の概要    

      ・  Ａは、平成９年７月１２日から、Ｙ社で正社員のタクシー乗務員として勤務し、平成２８年５月３１

日に満６０歳で定年退職し、翌６月１日に嘱託再雇用された。Ｙ社の嘱託規程には、定年到達後、

再雇用を希望する従業員については、希望者全員を嘱託職員として満６５歳まで再雇用する旨

規定されていた。また、嘱託再雇用契約の締結及び更新の際に、面談や審査は行われておらず、

Ｙ社は従業員に対し、乗務員労働契約書（嘱託）及び誓約書に署名押印させた上で、同誓約書

をＹ社に提出させていた。 

・  平成１９年から平成２８年５月３１日までの間に、Ｙ社がＡに対し懲戒処分を行った事案、乗客

からの苦情や事故の報告により、Ａが運行管理者から指導を受け、指導票や始末書等を提出し

た事案が１７件あったが、Ｙ社は、嘱託再雇用契約締結に際し、それらを踏まえた注意や雇止め

等に係る警告等は行っていない。 

      ・  Ａは、平成２０年９月にＸ組合の執行委員長に選任されて以降、本件結審時（平成３０年７月３

１日）まで継続して再任されている。 

・  平成２８年１２月３日、Ｙ社は、同日のＡの接客上の問題について乗客から苦情の連絡を受け

た。また、同月８日、Ａはタクシー乗車中、脇見運転により前を走行中の車両に追突した。同月２０
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日、Ｙ社の部長及び課長は上記について、Ａに指導を行い、Ａは指導票の改善欄に「今後、この

様なことが無い様にします。」などと自書及び署名するとともに始末書を提出した。 

・  平成２９年１月１日、Ａはタクシー乗車中、一般車とトラブルになった。同月１１日、Ｙ社の部長及

び課長は、Ａに対し、このトラブルに関し、安全運行及び運転マナーについて指導を行ったところ、

Ａは指導票に「一部分かりました」と記入した。 

・  平成２９年４月２９日、ＡはＹ社内の車庫で、車両を停車中の別のタクシー車両に追突させた。 

・  平成２９年５月３日、Ａは乗客に対し、「『お前』とは言うな。」と数回叫ぶなどしたため、Ｙ社は

乗客から苦情の連絡を受けた。その後、Ｙ社はＡに対する指導、処分等について検討を始めた。

なお、Ｙ社はこれ以前に、Ａの解雇又は雇止めを検討したことはなかった。 

・  Ｙ社は、弁護士に相談し、社長、部長及び課長の三者で協議し、平成２９年５月３１日をもってＡ

を雇止めとすること（以下「本件雇止め」という。）を決定した。 

・  嘱託再雇用された乗務員の賃金は、運賃収入月額の基準額を基に支給され、基準額に達し

ない場合、法定最低賃金額を下回ることがあり得た。Ｘ組合はこれを問題視し、平成２９年５月５

日、Ｙ社に対し、春闘要求において回答を求めた。 

・  平成２９年５月１７日、部長と課長は同月３日の苦情についてＡに対し指導を行った。Ａは始末

書を提出する一方で指導書の改善欄への自書を拒否した。同日、Ｙ社はＡに対し、５月３日のＡの

行為は就業規則第６７条第１項「旅客の扱いに適切を欠く行為があったとき」等に該当し、４日

間の出勤停止処分とする懲戒処分通知書及び本件雇止め通知書を手交した。Ａが本件雇止め

の理由を尋ねたところ、部長が、この半年間の状況を見て決めた旨を説明した。 

・  平成２７年６月及び平成２９年５月にＹ社の非組合員の乗務員が非違行為を行ったが、Ｙ社は

それぞれ出勤停止処分及びけん責処分としたにとどまり、その後嘱託雇用契約を更新した。 

・  本件雇止め後の平成２９年６月２４日から同年１２月２５日までの間に、Ｘ組合はＹ社に対し、本

件雇止めを団交事項に含む団交申入れを７回行ったが、Ｙ社から回答はなかった。 

    ● 判断の要旨 

      ○  Ｙ社における定年後の再雇用制度では、就業を希望する者全員を満６５歳まで再雇用すると

されているにもかかわらず、Ａについて、嘱託再雇用契約の更新を拒絶したことは、「不利益な

取扱い」といえる。 

      ○  Ｙ社は、Ａのタクシー乗務員としての不適格性、Ａの非違行為及びＹ社の指導に対するＡの態

度を理由として雇止めをしたと主張するが、嘱託再雇用前のトラブル等の事実について、平成

２２年以降は重大な事案はなく、同人が嘱託再雇用される際に、Ｙ社から何ら注意喚起される

こともないまま雇用が継続されたことに鑑みれば、Ｙ社はＡの不適格性が同人の雇用を終了さ

せるほど重大なものと認識していなかったことが認められる。嘱託再雇用後から本件雇止めま

での半年間のＡに対する苦情、事故及びトラブルは、懲戒処分を行ったものでも４日間の出勤

停止処分にとどまっており、これらをもって雇止めの理由とすることは困難である。 

○  さらに、Ｙ社はＡの態度を理由に挙げているが、一部を除き、概ね指導を受け入れており、上

司からの指導効果がないことが明らかであるとまではいえないとともに、Ａの態度をもって、雇

止めの正当な理由とは認めがたい。 

          以上のとおり、Ｙ社の本件雇止め理由に関する主張については、嘱託再雇用以前の事実を

併せ考慮したとしても、正当なものとは認められない。 

      ○  他方、Ａが組合活動の中心人物であったこと、本件雇止めを性急に決定したこと、Ａに対する

本件雇止め以外に雇止めの事例がないこと、Ｘ組合はＹ社に、労働時間に応じた賃金を保障
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するよう強く求めていたこと、Ｙ社が７回もの団交申入れに応じないなど団交拒否の強い意思

を有していたこと等の事実から、本件雇止めは、Ｙ社がＸ組合の執行委員長であるＡを嫌悪し、

同人をＹ社外に放逐することにより、組合活動を困難にさせることを企図して行われたものと十

分推認できる。 

      ○  以上のとおり、本件雇止めは、組合活動の中心的な存在であるＡを嫌悪してなされた不利益

取扱いと認められ、同時に、組合活動を萎縮させるものであるから、労組法７条１号及び３号に

該当する不当労働行為である。 

 

エ 福岡労委令和４年（不）第５号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        Ｙ相互会社（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  金融業、保険業 

    ● 事件の概要    

・  令和元年７月１日、Ａは保険営業職員としてＹ社に入社し、期間の定めのない雇用契約を締結

した。入社時の雇用契約書には、営業職員がＹ社の定める資格選考基準を達成できない場合、

雇用契約が終了する旨が明記されていた。 

・  Ｙ社の営業職員就業規則には、営業職員の資格選考において、本人の活動成果等が一般拠

点営業職員規程その他の規程に定める基準に達しない場合には、選考月の前月末をもって営

業職員としての資格を失い、Ｙ社と営業職員の締結する雇用契約が終了すると規定されていた。 

      ・  Ａは入社後、職員の育成を担う人材育成リーダーであるＢリーダーのチームに配属されたが、

令和２年１２月頃、ＡはＢリーダーからパワハラを受けたとＸ組合に相談し、同年１２月１４日、Ｘ組

合に加入した。Ｘ組合とＹ社は令和３年１月１９日にＡへのパワハラに関する団交を行った。 

      ・  その後、Ｙ社はパワハラに関する社内調査を実施し、令和３年３月１６日の団交において、Ｘ組

合に対し、Ｂリーダーの不適切な言動を認め、謝罪するとともに、パワハラ再発防止に関する社内

研修を実施して職員の意識を変えていく考えを説明し、Ｂリーダーは異動の予定である旨述べた。 

      ・  Ｙ社は、Ｂリーダーの異動に伴うチーム再編に当たり、通常、営業職員へ人材育成リーダーの

希望等の確認を行わないが、Ａに対し人材育成リーダーの希望を事前に確認した上で、チーム

の再編成を行った。 

      ・  Ａの令和４年１月を選考月とする資格選考の査定期間は令和３年６月ないし同年１１月（以下

「本件査定期間」という。）であり、営業職員としての資格を保持するためには、成績基準としてい

る保険契約件数などから算出される数値（以下「件数」という。）が少なくとも６件以上である必

要があった。 

      ・  Ｙ社は、Ａに対し、Ａの上司による営業の同行支援の提案や、上司による面談で資格選考基準

の達成状況の確認等を行うなどの支援を継続的に行った。 

・  本件査定期間におけるＡの営業成績は、件数が４．６件であったことによりＹ社の定める資格

選考基準を達成できなかったため、令和３年１２月３１日、Ｙ社は、本件雇用契約を終了とした（以

下「本件退職取扱い」という。）。 

    ● 判断の要旨 

      ○  本件退職取扱いは、Ａの営業成績が「雇用契約終了に関する資格選考基準」に達しないこ

とを理由として、Ａの意思に反して一方的に雇用終了と取り扱い、営業職員としての資格を失わ

せるものであるから、労組法７条１号の「不利益な取扱い」に当たる。 
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      ○  本件退職取扱いは、Ａの営業成績が資格選考基準を達成していないことに基づきなされた

ものと認められる。 

○  Ｘ組合は、不当労働行為意思を推認させる事情として、Ｙ社による資格選考基準の恣意的取

扱いがあったなどと主張するが、具体的事実の疎明もなされていない。 

○  その他、Ｘ組合は、Ｙ社の不当労働行為意思を推認させる事実を縷々主張するが、いずれの

主張も採用できない。 

      ○  以上の事実を併せ考えるに、本件退職取扱いは、Ｙ社が定めた営業職員に対する資格選考

基準にＡの営業成績が達しなかったことを理由としてなされたものであり、Ｙ社の不当労働行為

意思に基づき行われたものと認めることはできない。 

      ○  本件退職取扱いは、労組法７条１号の不利益取扱いに該当しない。 

 

オ 福岡労委令和６年（不）第５号事件 

  ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        学校法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  教育、学習支援業 

    ● 事件の概要 

      ・  令和元年１１月２６日、Ａは、法人Ｙの事務局職員としての就労を開始した。 

      ・  令和２年１２月２４日、Ａは、事務長代理に就任し、令和３年４月１日、事務長に就任した。 

      ・  令和５年９月２５日、Ａは、事務長を解任されて事務長代理となり、令和６年４月１日、事務長代

理を解任された。 

・  令和６年４月３日、Ａは、Ｘ組合に加入した。同年５月７日、Ｘ組合は、法人Ｙに対し、Ａの組合加

入通知及び団交申入れを行った。 

・  令和６年５月１０日から同月２２日にかけて、法人Ｙは、Ａに対し、席の移動指示、Ａにだけ与えて

いた木製本棚の使用禁止、通勤用として貸与していたＥＴＣカード返却指示等の対応を行った。 

      ・  Ａの組合加入通知後、法人ＹのＢ理事長は、組合対応を経験した者に連絡し、情報収集を行っ

た。 

      ・  令和６年５月２５日、Ｂ理事長は、理事長室で複数名の教職員らに対し、Ａの組合加入を伝え

た。 

      ・  令和６年５月２９日、Ｘ組合と法人Ｙは、予備折衝を行った。同年６月３日、Ｂ理事長は、法人Ｙの

代理人弁護士（以下「代理人弁護士」という。）から、予備折衝においてＡが法人Ｙの不当労働

行為等を主張したことについて報告を受けると、Ａを置いておけないなどと発言した。同日、Ｂ理

事長は、代理人弁護士に対し、Ａの解雇通知書の作成を依頼した。 

      ・  令和６年６月６日午前、Ｘ組合は、代理人弁護士に対し、団交を申し入れた。同日夕方、法人Ｙ

は、Ａに対し、同日付けの解雇通知書を交付し、同年７月７日付けで解雇する旨（以下「本件解雇」

という。）を予告した。 

      ・  令和６年７月７日、法人Ｙは、Ａを解雇した。なお、法人Ｙは、３４件の事由（以下「本件事由」と

いう。）をＡの解雇事由としている。 

    ● 判断の要旨 

○  法人Ｙは、Ａの組合加入通知前に本件解雇の検討を開始したと主張する。しかし、法人Ｙから

本件解雇の検討の方法や内容についての疎明がないこと、法人Ｙが同通知よりも前に本件解

雇に関する事務局職員への意見聴取や代理人弁護士への相談等を行った事実がないこと、同
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通知後も本件解雇の検討を行っていたと認めるに足る疎明がないことからすると、この主張は

直ちに採用できない。 

○  法人Ｙは、令和６年５月１０日から同月２２日にかけてのＡに対する席の移動指示等の対応は、

Ａが事務長でなくなったための措置であると主張する。しかし、Ａの事務長解任は令和５年９月

２５日であったのに、なぜＡの組合加入通知直後にこれらの対応が行われたのか疎明がないこ

とからすると、対応時期として不自然であるといえ、法人Ｙは、Ａの組合加入に対する報復ないし

牽制として、これらの対応を行ったとみるのが相当である。そして、Ａの組合加入通知後、Ｂ理事

長が、組合に関する情報収集を行ったことや、教職員らに対しわざわざＡの組合加入を伝えた

ことも併せ考えると、法人Ｙは、ＡのＸ組合加入に対し嫌悪感を抱いていたとみられる。 

○  Ｂ理事長が、予備折衝におけるＡの発言を報告した代理人弁護士に対し、Ａを置いておけな

いと述べ、Ａの解雇通知書の作成を依頼したことからすると、Ａが正当な組合活動としての予備

折衝を通じて法人Ｙの不当労働行為等を主張したことに対し、Ｂ理事長は、嫌悪感を抱いてい

たと認められる。また、Ｘ組合が法人Ｙの代理人弁護士に対し団交を申し入れた日の夕方に、法

人ＹがＡに対し本件解雇を予告したのは、Ａの組合加入通知後の経緯や、令和６年６月６日付け

解雇予告の時期が団交申入れ当日であることからすると、法人Ｙが組合嫌悪の意思をもって

本件解雇を行ったからであるといわざるを得ない。 

○  以上のことからすると、法人Ｙは、これまで本件解雇を具体的に検討していなかったものの、A

がＸ組合に加入したことから嫌悪感を抱き始め、正当な組合活動としての予備折衝に組合員と

して参加したＡの発言をきっかけに、本件解雇を決断したといえる。よって、法人Ｙは、Ａが組合

員であるが故に本件解雇を行ったといえる。 

○  法人Ｙは、本件事由３４件が就業規則の解雇事由に該当すると主張するが、うち１６件の本件

事由は、直ちにこれらの行為があったとは認められず、また、うち１８件の本件事由は、直ちに就

業規則の解雇事由に該当するとはいえない。 

○  以上のとおり、本件解雇は、労組法７条１号の不利益取扱いに該当する。 

 

（２）配置転換 

【該当事件】 

救済申立ての対象行為のうち、労組法７条１号の不利益取扱いとして配置転換（以下「配転」とい

う。）が争われた事件のうち特徴的な事件は以下の１件であった。 

ア  福岡労委平成２８年（不）第４号事件は、被申立人法人が、申立人組合員を平成２８年２月１日

付けで、育成課から総務課（営繕業務）へ配転を行ったことが不当労働行為に該当するか否か

が争点の一つとなった事件である。 

       当労委は、当該組合員の組合加入を知る前に本件配転を決めていたのであるから、本件配転

は、同人が組合員であるが故に行われたとは認められず、不当労働行為に該当しないと判断した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委平成２８年（不）第４号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        社会福祉法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  医療、福祉 

    ● 事件の概要    
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      ・  平成２０年３月１５日、医療型障がい児入所施設及び療養介護事業所である施設Ｂ１園を運

営する法人Ｙは、Ａを雇用した。同日法人ＹがＡに対し提示した労働条件通知書には、従事すべき

業務の内容として「育成部業務全般」と記載されており、同人は、育成課に配置された。なお、当

時の法人Ｙの就業規則第８条には、職員の異動について、「職員は業務の都合により職種の変

更を命ぜられた場合は、直ちにこれに応じ、正当な理由なくして拒むことはできない。」と規定さ

れていた。 

      ・  Ａは入職後、利用者の時計の紛失や牛乳誤配、遅刻、利用者の固定保護を怠るなどの業務上

の問題行為を複数回起こし、戒告処分を受けていた。平成２４年３月２２日には、Ａが床を濡れた

モップで拭き、乾拭きせずに放置したことで、Ａ自身が転倒し負傷、労災認定を受け、同年４月１

日から休職した。 

      ・  Ａは、平成２４年９月２０日頃、法人Ｙに対し職場復帰可能と報告したが、同月２９日、法人Ｙの

理事長は、Ａとの面談において、育成課の職員らから同人を復職させないでほしいと要望された

旨を説明し、復職せず同年１０月末で退職するよう勧奨した。Ａは、同年１０月１日以降出勤して

いない。 

      ・  平成２４年１０月２１日、Ａは、法人Ｙに対し、退職勧奨には応じない旨を通知した。 

Ａは、平成２４年１１月分以降の賃金支給を受けられなかった。 

・  平成２５年５月２４日、法人Ｙは、Ａに対し、就業規則の解雇事由に該当する行為があったとして、

平成２４年９月２９日に遡及して懲戒解雇にした旨通知した。 

・  平成２５年６月１９日、Ａは、福岡地裁に対し、雇用契約の確認及び確定判決までの賃金支払

等を求める訴訟（以下「本件訴訟」という。）を提起した。平成２７年９月１８日、福岡地裁は、Ａの

遅刻等の各行為が職務上の怠慢と認定した上で、懲戒解雇事由には当たらないとして、Ａと法

人Ｙとの間での雇用契約を確認する旨及び賃金の支払を命じる旨等の判決を言い渡した。法人

Ｙは控訴せず、同判決は確定した。 

      ・  平成２７年１０月８日、法人Ｙは、本件訴訟のＡの代理人であった弁護士に対し、Ａが同じ職場

に復帰した場合は利用者を再び危険な目に遭わせる可能性が非常に高いとして、「介護職」で

はなく利用者に直接接しない業務に配置することを決断した旨を記載した報告文書を送付した。 

      ・  平成２７年１１月１日、ＡはＸ組合に加入した。 

・  平成２７年１１月１０日、法人Ｙは、本件訴訟におけるＡの代理人である弁護士に対し、Ａの復職

日を同年１２月１日とし、総務課へ出勤するようファクシミリを送付した。 翌１１日、 法人Ｙは、職

員に対しメールで、 Ａは総務課で営繕業務に従事する旨を周知した。   

・  平成２７年１１月１９日、Ｘ組合は、法人Ｙに対し、Ａの組合加入を通知するとともに団交を申し

入れた。  

      ・  平成２７年１２月１１日、団交が開催された。Ｘ組合は、Ａを育成課へ復職させること等を求めた

が、法人Ｙは困難であると回答した。 

・  平成２８年２月１日、法人Ｙは、出勤してきたＡに対し、同日付けで総務課営繕業務を命じる（以

下「本件配転」という。）辞令を交付した。 

● 判断の要旨     

○  育成課で勤務すれば特殊勤務手当等が支給されるが、総務課勤務では同手当等が支給さ

れないため、賃金は減額となる。よって、本件配転には不利益性が認められる。 

○  本件配転について、法人Ｙが、平成２７年１０月８日までにＡを育成課には配置しない方針を

決め、遅くとも同年１１月１１日までに同人の復職後の配置先を総務課（営繕業務）とすること
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を決めていたものと認められる。 

○  一方、Ｘ組合が法人Ｙに対し、ＡのＸ組合加入を通知したのは、平成２７年１１月１９日であり、

同日以前に法人Ｙが同人のＸ組合加入を知っていたとは認められない。 

○  以上のように、法人Ｙは、ＡのＸ組合加入を知る前に本件配転を決めていたのであるから、そ

の余を判断するまでもなく、本件配転は、同人が組合員であるが故に行われたとは認められず、

労組法７条１号に該当しない。 

 

（３）懲戒処分 

【該当事件】 

救済申立ての対象行為のうち、労組法７条１号の不利益取扱いとして「懲戒処分」が争われた事件

のうち特徴的な事例は以下の１件であった。 

ア  福岡労委令和２年（不）第８号事件は、被申立人会社が、申立人組合員に対し、減給処分や出

勤停止処分を行ったことが、不当労働行為に該当するか否かが争点の一つとなった事件である。 

       当労委は、減給処分については、客観的に合理的な理由があって社会通念上相当なものであ

り、被申立人会社の不当労働行為意思も認められないとし、また、出勤停止処分については、当

該組合員のみに対し不当に重い処分を課したとはいえず、他に被申立人会社の不当労働行為意

思を推認させる事実も認められないとして、いずれも労組法７条１号の不利益取扱いに該当しな

いと判断した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委令和２年（不）第８号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        Ｙ株式会社（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要    

      ・  Ａは、一般貨物運送業を主たる業務とするＹ社のＢ１営業所に、高圧ガスの液体をタンクローリ

ー車で運搬する運転手（以下「ローリー運転手」という。）として勤務していたが、平成２３年１０

月、Ｘ組合に加入し、分会を結成した。 

      ・  令和２年３月３１日、Ｙ社は、同年４月１日のＢ１営業所の全乗務員へ周知する文書（以下「２年

４月１日通知書」という。）について、説明会を実施した。２年４月１日通知書において、合理性の

あるルートを走行し故意に遠回りを行う等しないこと、道路状況等によって迂回する等、合理性の

あるルートを外れて走行する場合は事前に配車責任者へ連絡を行うこと等についての注意喚起

がなされた。また、Ｙ社は、同通知書の中で、指導や処分は前例にかかわらず、本通知以降はこ

の通知の趣旨に則って実施することを定めた。 

         Ｙ社は、説明会の最後に、新たな事項で質問もあると思われるため、通知書はずっと掲示する

ので、質問があれば労働組合代表が質問票に記入の上所定ボックスに投函するよう伝えた。そ

の後、Ｘ組合以外の労働組合から質問票の提出があったが、Ｘ組合からは質問票の提出はなか

った。 

      ・  Ｙ社では、重大事故防止のため、タンクローリー車のタンク（容器）へのガス充填時の監視業

務を、業務の中でも最重要項目の一つに位置付け、保安講習会の項目として年１回は議題とし

て取り上げ、過積載防止対策及び計量業務の手順を改めて各ローリー運転手に説明し注意喚
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起を行っていた。平成３１年２月２０日にも、Ｙ社は、ローリー運転手に対し、液面計、自重計、検液

弁の３つのうち、最も早い条件をもって充填終了することなどの過積載防止対策、計量業務につ

いて講習を行った。 

      ・  令和２年５月１９日、Ａは、仕入先ガス製造基地からタンクローリー車のタンクにガス充填する

際、過充填を起こした（以下「５．１９過充填」という。）。 

・  令和２年５月２０日、Ｂ２所長はＡに対し、５．１９過充填についての事情聴取を行った。Ａは、空

車重量を搭乗表に書き写す際に書き間違え、過充填になったと説明した。また、ＡはＢ２所長から

液面計（タンクローリー車のタンクに充填されたガスの体積を量る計器）の監視をしていたか問

われた際、液面計は当てにできない旨を説明していた。 

同日、Ｂ２所長はＡに対し、５．１９過充填について経緯書を提出するよう指示した。 

      ・  令和２年５月２８日、Ａは、走行ルートを遠回りしたが、このことをＢ３配車責任者に報告しなか

った（以下「５．２８遠回り」という。）。荷主から連絡を受け、Ｂ２所長は、Ａに事情聴取を行ったとこ

ろ、Ａは、渋滞のため遠回りをしたと説明した。しかし、その後のＹ社の調査で、同日に当該走行ル

ートは渋滞していなかったことが判明した。 

      ・  令和２年５月３０日、ＡはＢ２所長に、５．１９過充填についての経緯書を提出した。 

・  令和２年６月２日、Ｂ２所長はＡに対し、業務命令であることを伝えた上で、５．２８遠回りの理由

について書面の提出を指示した。これに対し、Ａは、書面を提出させるなら今後は搬送道路を指

定するべきであるとして、このことを何度も強く要求し回答を求めた。そのため、Ｂ２所長はＡとの

やり取りを打ち切り、それ以上理由書の提出は求めなかった。なお、Ａは、その後理由書の提出を

行わなかった。 

・  令和２年６月１５日、Ｂ２所長は弁護士同席の上で、５．１９過充填についてＡに再度事情聴取を

行った。液面計の監視を怠っていたかという質問に対し、Ａは、液面計は当てにならないから見て

も意味がない旨の説明を行った。 

      ・  令和２年６月１５日、Ｙ社はＡに対し、５．２８遠回りについて、就業規則に基づく減給処分を行い、

同日付けの懲戒処分通知書を交付した。 

         なお、Ｙ社においては、２年４月１日通知書が発行されて以降、Ａ以外の乗務員では、合理性の

ないルートを走行し、そのことを配車責任者へ報告しなかった事例はなかった。 

      ・  令和２年６月１６日、Ｂ２所長は、Ａの乗務した車両の液面計の確認のため、Ａが過充填を起こ

した仕入先へ、Ａの乗務した車両が仕入れに入る際に同行し、充填作業を確認した。Ｂ２所長は、

当日充填を行ったローリー運転手から、当該車両には問題がないとの説明を受けた。 

         また、Ｂ２所長は、他のローリー運転手へ個別に面談し聴き取り調査を行った。その結果、他の

ローリー運転手からは、液面計が当てにならないような話はなく、充填の際には液面計を監視す

る必要があるとの説明を受けた。 

・  令和２年６月２５日、Ｙ社はＡに対し、５．１９過充填について、就業規則に基づく５日間の出勤停

止処分を行い、同日付けの懲戒処分通知書を交付した。 

      ・  ５．１９過充填及び５．２８遠回りについての懲戒処分以外で、Ａが平成２３年以降にＹ社から受

けた処分等は、顛末書提出が４件、口頭注意が７件、始末書提出が１件、出勤停止が１件であっ

た。このうち過充填に係る監視業務違反は下記の３件であった。 

       （ⅰ）平成２３年２月３日、Ａは、客先の担当者から充填の際に監視業務を怠っているところを写

真撮影され、Ｙ社はＡに顛末書を提出させた。 

       （ⅱ）平成２３年３月２５日、Ａは、仕入れの際に１３０キログラムの過充填を起こし、Ｙ社はＡに顛末
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書を提出させた。 

       （ⅲ）平成３０年１２月１８日、Ａは、客先の保安責任者から、充填の際に監視業務を怠り、私物の

スマートフォンを長時間操作しているところを写真撮影され出入り禁止となり、Ｙ社はＡに始末

書を提出させるとともに出勤停止９日の懲戒処分を行った。 

・  令和２年６月２９日、ＡはＹ社に対し、５．１９過充填と５．２８遠回りの始末書をそれぞれ提出し

た。 

５．１９過充填についての始末書には、経緯書と同様に書き間違いと自重計の不具合を理由

とする説明が記載されていた。また、５．２８遠回りについての始末書には、遠回りになったことに

ついて、通り過ぎた後に車が多かったのだろうと思い込んでいたと記載されていた。 

    ● 判断の要旨 

     ① 減給処分について 

○  使用者が労働者に対して行う懲戒処分は、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性

質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である

と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とされる（労契法１５条）。 

○  Ａに対する減給処分が不当労働行為に該当するか否かの判断に当たり、当該行為の懲戒事

由該当性及び処分の合理性、相当性について考慮するのが相当であるので、処分事由ごとに

検討する。減給処分の処分事由は、（ⅰ）遠回りを行ったこと、（ⅱ）遠回りを行ったことについ

て配車責任者へ報告を怠ったこと及び（ⅲ）遠回りを行ったことについて虚偽の説明を行い、

理由書の提出を命じられたにもかかわらずこれに従わなかったことの３つである。 

○  （ⅰ）について、Ａは正当な理由なく遠回りを行ったものであり、荷主からも指摘を受けている

ことから、就業規則の減給処分事由に該当する。 

（ⅱ）については、就業規則の諭旨退職又は懲戒解雇の懲戒事由に該当し、減給処分の事

由には該当しない。しかし、これは、諭旨退職又は懲戒解雇の懲戒事由の存在を前提に、処分

を軽減して減給処分としたものであると解することもできる。したがって、減給処分の事由に該

当しないとはいえない。 

（ⅲ）について、車が多かったとするＡの説明及び業務命令としての理由書の提出指示に対

して、これに応じる条件としてＡが搬送道路の指定を一方的に提示し、結局は理由書を提出し

なかったことは、就業規則の諭旨退職又は懲戒解雇の懲戒事由に該当するが、（ⅱ）と同様、こ

のことをもって直ちに減給処分の事由に該当しないとはいえない。 

○  以上のとおり、Ａに対する減給処分理由のうち、処分理由（ⅰ）は、就業規則に定める減給処

分の懲戒事由に該当し、処分理由（ⅱ）及び（ⅲ）についても、懲戒すべき事由に該当するもの

と認められる。 

○  Ｙ社は、２年４月１日通知書で全乗務員に対し、遠回りをしないことを周知しており、Ｙ社が違

反に対し厳しい態度で臨むのは仕方がないことであるといえる。また、Ａの行為に対し、これま

でのＡへの処分歴からしても減給処分はやむを得なかったものといえる。したがって、Ａに対す

る減給処分は社会通念上相当であるとは認められないとはいえない。 

○  Ｘ組合は、従来は遠回りをしたことの理由を聞かれたことはなく、理由書の提出をしていなか

ったので、組合員を差別的に取り扱っている旨主張する。 

しかしながら、Ａに対する減給処分は、２年４月１日通知書発行後の行為が対象であるから、

Ｘ組合の主張は採用できない。 

また、２年４月１日通知書は、前述のとおり全乗務員一律に通知され、その後はＡと同様の行



 

- 104 - 

 

為を行った者がいないので、本件減給処分と同様の事案は発生していないが、このことをもっ

て直ちに組合員を狙い撃ちした不当な処分であるとはいえない。 

よって、Ｙ社に不当労働行為意思があったとは認められない。 

○  以上のとおり、Ｙ社のＡに対する減給処分は、客観的に合理的な理由があって社会通念上相

当なものであり、Ｙ社の不当労働行為意思も認められない。 

○  したがって、Ｙ社がＡに対し令和２年６月１５日付けで減給処分を行ったことは、労組法７条１

号の不利益取扱いに該当しない。 

     ② 出勤停止処分について 

○  Ａに対する出勤停止処分が不当労働行為に該当するか否かの判断に当たり、減給処分と同

様、当該行為の懲戒事由該当性及び処分の合理性、相当性について考慮するのが相当であ

る。 

○  Ａが５．１９過充填を起こしたことについて、まずＹ社の事情聴取でのＡの弁明内容を見ると、

液面計は当てにできない、見ても意味がない旨を説明していたことが認められる。次に、ＡがＹ

社に提出した経緯書の弁明内容を見ると、空車重量の書き間違えとし、始末書の弁明内容も、

空車重量の書き間違えと自重計の不具合が過充填の理由としており、液面計については何も

触れられていなかったことが認められる。 

    また、Ｙ社は、Ａが過充填を起こした車両で実地検証を行い、車両自体に問題がないことを確

認したほか、乗務員への聴き取り調査でも液面計が当てにならないといった事実は確認されて

いなかったことが認められる。 

    これらのことや当労委に提出された証拠及び弁論の趣旨から見ても、Ａは、過充填を防ぐべ

く注意深く監視する必要があるとされる液面計、自重計、検液弁の３点のうち液面計について、

当てにならないという独自の判断の下、十分な監視を行わなかった結果、過充填を引き起こし

たものといわざるを得ない。 

○  したがって、Ａが、適切な監視を怠った結果、過充填を引き起こし、仕入先の担当者から通報

を受けたことは、就業規則の出勤停止処分事由に該当する。 

○  また、Ｙ社は、重大な事故等を引き起こす可能性もある液体ガスの過積載を防止するため、

ガス充填時の監視業務を最重要項目の一つとして毎年講習を行っており、Ａが引き起こした過

充填は、こうしたＹ社の講習に従わなかった結果であるので、このことも就業規則の出勤停止

処分事由に該当する。 

○  Ａは、過去にも過充填を起こしているほか、Ｙ社は、液体ガス充填時の監視業務を最重要項

目として、保安講習会において繰り返し乗務員に注意喚起していたところ、平成３０年１２月にも、

Ａは、計器の監視を怠ったために客先から通報され出勤停止処分を受けている。これらのこと

からすると、今回のＡに対する出勤停止処分が過重であるとはいえない。また、Ａのこれまでの

処分歴からしても出勤停止処分はやむを得なかったものといえる。したがって、Ａに対する出勤

停止処分が社会通念上相当であると認められないとはいえない。 

○  Ｙ社が処分した理由は、Ｘ組合の主張するような過充填の量によるものではなく、また、Ａは過

去、過充填に関し懲戒処分を受けていたのであるから、Ｙ社が、Ａのみに対し不当に重い処分を

課したとはいえず、ほかにＹ社の不当労働行為意思を推認させる事実も認められないので、Ｙ

社に不当労働行為意思があったとはいえない。 

○  以上のとおり、Ｙ社のＡに対する出勤停止処分は、客観的に合理的な理由があって社会通念

上相当なものであり、Ｙ社の不当労働行為意思も認められないため、Ｙ社がＡに対し令和２年６
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月２５日付けの出勤停止処分を行ったことは、労組法７条１号の不利益取扱いに該当しない。 

 

（４）賞与不支給 

【該当事件】 

救済申立ての対象行為のうち、労組法７条１号の不利益取扱いとして「賞与不支給」が争われた事

件のうち特徴的な事例は以下の２件であった。 

ア  福岡労委平成２８年（不）第４号事件は、被申立人法人が、申立人組合員の賞与を不支給とし

たことが、不当労働行為に該当するか否かが争点の一つとなった事件である。 

       当労委は、当該組合員に対する賞与不支給について、被申立人法人が、支給対象期間の就労

の有無により賞与の支給を決めていたと認められ、このような取扱いは、申立人組合加入の前後

を問わず一貫しており、同人の申立人組合加入によって対応を異にしたとは認められないとして、

不当労働行為に該当しないと判断した。  

イ  福岡労委令和６年（不）第５号事件は、被申立人法人が、申立人組合員に対し、①賞与を通常

の支給日に支給しなかったこと及び②賞与を何の説明もなく前年度よりも減額して支給したこと

が、不当労働行為に該当するか否かが争点の一つとなった事件である。 

       当労委は、①賞与を通常の支給日に支給しなかったことについて、被申立人法人が主張する

理由が不合理であり、組合員であるが故に行われたとみるのが相当であること、②賞与減額に

ついては、合理的な理由がなく、不当労働行為意思に基づかなかったとする事情が見当たらない

ことから、いずれも不当労働行為に該当すると判断した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委平成２８年（不）第４号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        社会福祉法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  医療、福祉 

    ● 事件の概要    

      ・  平成２０年３月１５日、医療型障がい児入所施設及び療養介護事業所である施設を運営する

法人Ｙは、Ａを雇用した。 

      ・  Ａは入職後、利用者の時計の紛失や牛乳誤配、遅刻、利用者の固定保護を怠るなどの業務上

の問題行為を複数回起こし、戒告処分を受けていた。平成２４年３月２２日には、Ａが床を濡れた

モップで拭き、乾拭きせずに放置したことで、Ａ自身が転倒し負傷、労災認定を受け、同年４月１

日から休職した。 

      ・  Ａは、平成２４年９月２０日頃、法人Ｙに対し職場復帰可能と報告したが、同月２９日、法人Ｙの

理事長は、Ａとの面談において、育成課の職員らから同人を復職させないでほしいと要望された

旨を説明し、復職せず同年１０月末で退職するよう勧奨した。Ａは、同年１０月１日以降、後記平成

２８年２月１日まで出勤していない。 

      ・  平成２４年１０月２１日、Ａは、法人Ｙに対し、退職勧奨には応じない旨を通知した。 

Ａは、平成２４年１１月分以降の賃金支給を受けられなかった。 

・  平成２５年５月２４日、法人Ｙは、Ａに対し、就業規則の解雇事由に該当する行為があったとして、

平成２４年９月２９日に遡及して懲戒解雇にした旨通知した。 

・  平成２５年６月１９日、Ａは、福岡地裁に対し、雇用契約の確認及び確定判決までの賃金支払
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等を求める訴訟（以下「本件訴訟」という。）を提起した。平成２７年９月１８日、福岡地裁は、Ａと

法人Ｙとの間での雇用契約を確認する旨及び賃金の支払を命じる旨等の判決を言い渡した。法

人Ｙは控訴せず、同判決は確定した。 

      ・  平成２７年１１月１日、ＡはＸ組合に加入した。 

・  平成２７年１１月１０日、法人Ｙは、本件訴訟におけるＡの代理人である弁護士に対し、Ａの復職

日を同年１２月１日とし、総務課へ出勤するようファクシミリを送付した。  

・  平成２７年１１月１９日、Ｘ組合は、法人Ｙに対し、Ａの組合加入を通知するとともに団交を申し

入れた。 

 ・  平成２７年１２月１０日、法人ＹはＡを除く職員に対し、冬季賞与を支給した。なお、法人Ｙは、夏

季及び冬季賞与を欠勤がない限りどの職員に対しても同じ支給率で支給していたが、Ａには、

平成２４年冬季以降平成２７年冬季までの各賞与を支給しなかった。      

      ・  平成２７年１２月１１日、団交において、Ｘ組合は、Ａの平成２７年冬季賞与の支給等を求めたが、

法人Ｙは賞与の支給については、理事長がその支給率を決めると給与規程に定めており、自宅

待機の間の賞与は支給しない旨理事長が決定していると回答した。 

      ・  平成２８年２月１日、Ａは総務課に復職した。 

      ・  平成２８年６月３０日、法人Ｙは、Ａを含めた全職員に対し、同一の支給率で夏季賞与を支給し

た。 

    ● 判断の要旨     

○  法人Ｙは、Ａ以外の職員に対しては、平成２７年１２月１０日に冬季賞与を支給しており、同人

に対する不支給には不利益性が認められる。 

○  平成２７年冬季賞与の支給対象期間は、裁判により無効とされた解雇期間及び会社の都合

による自宅待機期間に当たることから、Ａの同賞与を不支給とした法人Ｙの判断に疑問がない

とはいえない。 

○  しかしながら、Ａは、労災の期間が終了した平成２４年１０月１日から平成２８年１月３１日まで

就労しておらず、法人Ｙは、Ａに対し、平成２７年９月１８日の本件訴訟の判決までの期間がその

支給対象期間に含まれる平成２４年冬季、平成２５年夏季、平成２５年冬季、平成２６年夏季、平

成２６年冬季及び平成２７年夏季の各賞与を支給せず、本件訴訟の判決においてＡの解雇が

無効とされた後も、平成２７年６月１日から同年１１月３０日までを支給対象期間とする平成２７

年冬季賞与を支給していない。他方、Ａが復職した平成２８年２月１日以降が支給対象期間に

含まれる平成２８年夏季賞与について、Ｙ法人は、Ａに対し同年６月３０日、他の職員と同一の支

給率で支給している。 

○  これらの経過を見ると、法人Ｙは、支給対象期間における就労の有無により賞与の支給を決

めていたと認められ、このような取扱いは、Ａの組合加入の前後を問わず一貫しており、Ａの組

合加入によってその対応を異にしたとまでは認められない。 

○  以上のように、法人ＹがＡに平成２７年冬季賞与を支給しなかったことは、同人が組合員であ

ることを理由としたものとは認められないから、Ａへの平成２７年冬季賞与の不支給は、労組法

７条１号に該当しない。 

 

イ 福岡労委令和６年（不）第５号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        学校法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 
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    ● 被申立人の業種  教育、学習支援業 

    ● 事件の概要 

      ・  令和元年１１月２６日、Ａは、法人Ｙの事務局職員としての就労を開始した。 

      ・  令和２年１２月２４日、Ａは、事務長代理に就任し、令和３年４月１日、事務長に就任した。 

      ・  令和５年９月２５日、Ａは、事務長を解任されて事務長代理となり、令和６年４月１日、事務長代

理を解任された。 

      ・  令和６年４月３日、Ａは、Ｘ組合に加入した。同年５月７日、Ｘ組合は、法人Ｙに対し、Ａの組合加

入通知及び団交申入れを行った。 

      ・  令和６年５月１０日から同月２２日にかけて、法人Ｙは、Ａに対し、席の移動指示等の対応を行っ

た。 

・  令和６年６月６日、法人Ｙは、Ａに対し、同日付けの解雇通知書を交付し、同年７月７日付けで

解雇すること（以下「本件解雇」という。）を予告した。 

 ・  令和６年６月１５日頃、法人ＹのＢ理事長がＡの令和６年度夏期賞与について査定を行った結

果、査定額ゼロとなった。なお、Ｂ理事長による事務局職員の賞与の査定については、客観的な

基準や評価項目等は設定されておらず、正式な記録もなかった。 

      ・  令和６年７月７日、法人Ｙは、Ａを解雇した。なお、法人Ｙは、３４件の事由（以下「本件事由」と

いう。）をＡの解雇事由としている。 

      ・  令和６年度夏期賞与の支給日である令和６年７月１５日頃、法人Ｙは、Ａに対し、同賞与を支給

しなかった。 

      ・  令和６年８月１日付けで、Ａは、法人Ｙに対し、賃金支払請求通告書を送付し、令和６年度夏期

賞与の支払を催告した。同通告書には、６月１日在職の職員に対し賞与を支給する旨給与規程

に明記されていること、夏期賞与の支給がない場合は労基署に通告すること等が記載されてい

た。 

      ・  上記の催告を受け、法人Ｙは、再度査定を行った上で、令和６年８月１６日、Ａに対し、令和６年

度夏期賞与として２０，０００円を支給した。法人Ｙは、同賞与の支給に当たり、Ａに対し、説明を行

わなかった。 

      ・  Ａの夏期賞与は、令和４年度に４８０，０００円、令和５年度に４５０，０００円が支給されていた。な

お、令和４年度、令和５年度及び令和６年度夏期賞与の査定期間内に本件事由が発生したとさ

れ、令和６年度夏期賞与の査定に当たっては、本件事由が考慮された。 

      ・  法人Ｙにおける過去の賞与減額事例として、教職員が、始末書提出事案及び業務指示不服

従を理由に、令和５年度夏期賞与を前年度よりも８５，０００円減額して支給されたことがあった。

なお、法人において、教職員と事務局職員は、賞与の査定方法が異なっていた。 

    ● 判断の要旨 

     ① 賞与を通常の支給日に支給しなかったこと 

○  労組法７条１号の「不利益な取扱い」には、労働者の地位の得喪に関する不利益、人事上の

不利益、精神的な不利益や生活上の不利益も含まれると解され、経済的な不利益についても

当然に含まれるものである。 

本件において、Ａは、通常の支給日である令和６年７月１５日頃から、同年８月１６日までの間、

賞与の不支給という、労働者の生活に直結する最も重要な給与面において経済的な不利益を

被ったといえる。よって、法人Ｙが、Ａに対し、令和６年度夏期賞与を通常の支給日に支給しなか

ったことは、労組法７条１号にいう「不利益な取扱い」であると認められる。 
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○  法人Ｙは、Ａの令和６年度夏期賞与が支給額ゼロとなったのは、Ａが仕事をしないなど、勤務

態度が悪く査定ができなかったためと主張する。しかし、いつのどのような状態をもってＡが仕

事をしていなかったと法人Ｙが判断したのか疎明がないこと、Ａの勤務態度が悪かったと評価

された他の事実も具体的に示されていないことからすると、法人Ｙは、その事実を客観的かつ具

体的に特定し数量的にも把握することなく、Ａが仕事をしていなかったなどと主観により決め付

けたといわざるを得ない。また、Ｂ理事長による事務局職員の賞与の査定については客観的な

基準や正式な記録がなく、客観的な評価結果の疎明もない。   

以上のことからすると、法人Ｙは、具体的な事実を特定した上でＡの勤務態度が悪かったと

評価したとはいい難く、査定ができなかったというよりも、Ｂ理事長が客観的な評価に基づかず、

Ａの令和６年度夏期賞与を支給額ゼロと判断したといえる。 

○  Ａの令和６年度夏期賞与の査定において、本件事由を考慮していたとしても、令和４年度夏

期賞与から令和５年度夏期賞与の３０，０００円の減額程度にとどまらず支給額ゼロとなるほど、

Ａの言動に問題があったとはいい難く、相当性に欠けるといわざるを得ない。 

○  以上のことを併せ考えると、法人Ｙが、Ａの令和６年度夏期賞与を支給額ゼロとしたことにつ

いて、Ａの勤務態度が悪く査定ができなかったということは、合理的な理由であるとはいえない。 

○  本件解雇は、法人Ｙの不当労働行為意思により行われた労組法７条１号の不当労働行為に

該当するものであり、令和６年６月６日付け解雇通知も、当然に法人Ｙの不当労働行為意思に

基づくものであるといえる中、これに極めて近接した同月１５日頃の令和６年度夏期賞与の査

定において、法人ＹがＡの同賞与を支給額ゼロとしたことが、不当労働行為意思に基づかなか

ったとする事情は見当たらない。また、Ａの組合加入通知後の法人Ｙの対応から、法人ＹがＡの

組合加入に対し嫌悪感を抱いていたとみられることからも、法人Ｙは、Ａが組合員であるが故に

Ａの令和６年度夏期賞与を支給額ゼロとしたとみるのが相当である。 

○  以上のとおり、法人Ｙが、Ａに対し、令和６年度夏期賞与を通常の支給日に支給しなかったこ

とは、労組法７条１号の不利益取扱いに該当する。 

     ② 賞与減額 

      ○  Ａは、令和４年度夏期賞与は４８０，０００円、令和５年度夏期賞与は４５０，０００円が支給され

た中で、令和６年度夏期賞与の支給額が２０，０００円となったのであるから、給与面における経

済的な不利益を被ったといえる。よって、法人Ｙが、Ａに対し、令和６年度夏期賞与を何の説明も

なく前年度よりも減額して支給したことは、労組法７条１号にいう「不利益な取扱い」であると認

められる。 

      ○  法人Ｙは、Ａの令和６年度夏期賞与を前年度よりも減額したのは、Ａの仕事量、進捗状況、勤

務態度等を総合的に評価して査定を行い、支給額を２０，０００円としたためと主張する。しかし、

法人ＹはもともとＡの令和６年度夏期賞与を支給額ゼロとしていたのに、再度査定を行うとなぜ

２０，０００円の支給額となるのか、また、再査定のきっかけがＡからの夏期賞与がない場合は労

基署に通告する旨の催告であったという点からしても、極めて不自然であるといわざるを得な

い。これらのことからすると、法人は、Ａに対し令和６年度夏期賞与を支給しなかったことに違法

性があるかもしれないと考え、労基署の介入を避けるために、とりあえず支給額を２０，０００円と

したといわざるを得ない。 

      ○  法人Ｙにおける過去の賞与減額の事例では、教職員が、始末書提出事案及び業務指示不

服従という明らかな非違行為を理由に、前年度から８５，０００円の減額支給となっている。一方、

Ａの令和６年度夏期賞与については、確かに査定期間中に本件事由が発生したとされている
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が、これらの本件事由は、おおよそ就業規則の解雇事由に該当するとはいえないものである。そ

うすると、これらの減額の状況を比較しても、教職員と事務局職員は査定方法が異なるとはい

え、明らかにＡの夏期賞与の前年度からの減額規模の方が大きく、相当性を見出し難い。 

      ○  以上のことを併せ考えると、法人Ｙが、再査定の結果、Ａの令和６年度夏期賞与の支給額を２

０，０００円としたことについては、客観的な評価に基づいていたとはいえない。 

よって、法人Ｙが、Ａの令和６年度夏期賞与を前年度よりも減額したことには、合理的な理由

がないといえる。 

      ○  上記２つの不当労働行為（①法人Ｙが本件解雇を行ったこと及び②Ａに対し令和６年度夏

期賞与を通常の支給日に支給しなかったこと）と、法人ＹがＡの同賞与を減額して支給した行

為との時期が近接しており、この間の労使関係に特段の変化は見当たらない。 

          このことからすると、法人ＹがＡの令和６年度夏期賞与を減額したことが、不当労働行為意思

に基づかなかったとする事情は見当たらない。 

      ○  以上のとおり、法人Ｙが、Ａに対し、令和６年度夏期賞与を何の説明もなく前年度よりも減額

して支給したことは、労組法７条１号の不利益取扱いに該当する。 

 

（５）配車差別・残業差別 

【該当事件】 

救済申立ての対象行為のうち、労組法７条１号の不利益取扱いとして「配車差別・残業差別」が対

象行為となった事件のうち特徴的な事例は以下の４件であった。 

ア  福岡労委平成２９年（不）第３号事件は、被申立人会社が、申立人組合員について、①平成２８

年６月以降、残業指示について非組合員と差別する取扱いを行い、同人の給与を減少させたこと、

②平成２９年５月分以降の給与支給に当たって、業績時間外手当４万円の支給を停止したことが、

不当労働行為に該当するか否かが争点となった事件である。 

当労委は、①被申立人会社の申立人組合員に対する残業指示の差別的取扱いとこれによる

残業の減少は、同人が組合員であること故の不利益取扱いであり、②申立人組合員に対する業

績時間外手当の支給停止は、同人の正当な組合活動を理由とする不利益取扱いであるとして、

いずれも不当労働行為に該当すると判断した。  

イ  福岡労委令和元年（不）第７号事件は、被申立人会社が、申立人組合員らに対し、平成３１年２

月以降、残業指示について他の乗務員と異なる取扱いを行い、同人らの給与を減少させたことが

不当労働行為に該当するか否かが争点となった事件である。 

当労委は、被申立人会社が申立人組合員らに対し、平成３１年２月以降、本件措置を行い、同

人らの給与を減少させ、経済的に大きな打撃を与えたことは、同人らが組合に加入したこと故の

不利益取扱いであり、不当労働行為に該当すると判断した。 

ウ  福岡労委令和２年（不）第８号事件は、被申立人会社が、①始業前の残業手当として申立人組

合員ら以外の乗務員には２年間分を支払い、申立人組合員らには１年間分だけしか支払わなか

ったこと、②申立人組合員らに対し、同人らと同じ営業所の他の従業員と比較して普通残業手当、

深夜残業手当、距離手当及び乗換手当を平等になるよう配車しなかったことが不当労働行為に

該当するか否かが争点の一つとなった事件である。 

        当労委は、①組合員であること又は組合の正当な行為を理由としてなされたものとは認められ

ず、不利益取扱いには当たらないこと、②申立人組合員らに対し、各手当を他の乗務員と平等に

なるように配車しなかったと認められず、不利益取扱いには当たらないことから、いずれも不当労
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働行為に該当しないと判断した。 

エ  福岡労委令和４年（不）第３号事件は、被申立人会社が、申立人組合員らに対し、令和４年１月

６日以降、就業規則第４３条に基づく時間外及び休日勤務を命じない勤務とし、同人らの給与を

減少させたことが不当労働行為に該当するか否かが争点となった事件である。 

        当労委は、本件配車措置を行い、申立人組合員らの給与を減少させたことは、組合員であるこ

と若しくは組合の正当な行為をしたことを理由として行われた不利益取扱いと認められ、不当労

働行為に該当すると判断した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委平成２９年（不）第３号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  生活関連サービス業、娯楽業 

    ● 事件の概要    

      ・  Ａは、平成２７年５月５日付けでＹ社に採用され、同年８月からは正社員となり、工場内でのクリ

ーニング業務や得意先への配送・集荷業務に従事していた。Ａの同年８月から平成２８年４月ま

での１か月当たりの残業時間は、連続して１００時間を超えていた。 

・  平成２８年４月中旬、Ａは業務における問題点を上司に指摘したところ、同年５月初めから、配

送業務から外され、工場での作業のみに従事することとなったことで勤務時間が減少し、「普通

残業手当」の金額も減少した。なお、Ｙ社の賃金規程において、月に見込まれる時間外・休日労

働を想定して「業績時間外手当」を支給することがあること、実際に従事した時間外・休日労働

について計算した額が「業績時間外手当」を超える場合には、その差額を別途支給すること等が

規定されており、同人には「業績時間外手当」として４万円が支給され、上記の差額が「普通残

業手当」、「深夜残業手当」等として支給されていた。  

・  平成２７年８月から平成２８年４月までの９か月間、Ａの１か月当たりの残業時間は連続して１０

０時間を超えており、例えば、同人の平成２８年４月分給与（支給日は同年５月２０日）では、「業

績時間外手当」の４万円に加え、「普通残業手当」が１０８，４５８円、「深夜残業手当」が５６１円

支給された。 

・  平成２８年５月１７日、Ｙ社はＡに対し、同年６月１７日付けで解雇する旨の解雇予告通知書を

交付した。ＡはＸ組合に加入し、Ｘ組合は、Ｙ社に対し同年５月３０日付けで同人の組合加入を通

知するとともに、解雇撤回や労働条件等の改善を求めて団交を申し入れた。同年６月９日、第１

回団交が開催された。 

・  平成２８年６月１５日、Ｙ社から委任を受けた代理人弁護士は、同日付けでＡの解雇を撤回する

こと及び団交を代理人弁護士の事務所で受けることを通知した。 

・  平成２８年６月１７日に開催された第２回団交において、出席したＹ社の代理人弁護士は、職場

復帰までの給与は「払いません。」、「ノーワークノーペイの原則である。」、「裁判でも何でもして

ください。」、「あなたたちを納得させる義務なんてないんですよ我々は。」などと発言した。 

・  平成２８年６月１８日、Ａは職場に復帰したが、Ｙ社は同人を工場作業のみに従事させ、残業は

最大１８時までとする指示を出した。 

・  平成２８年１１月２４日の第３回団交において、両者の主張は対立したまま終了し、同年１２月１

日、Ｘ組合は当労委への救済申立てを行い（福岡労委平成２８年（不）第９号事件）、平成２９年
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３月１４日、Ａは福岡地裁へ労働審判の申立てを行った。 

・  平成２９年５月頃から、Ｙ社はＡに残業を一切しないよう度々指示した。このため、Ａは、概ね１７

時前後に退勤するようになったが、他の従業員はＡが退勤する際にも業務を続けていた。 

・  平成２９年６月５日、Ｙ社はＡに対し、同人については「残業した分につき、そのとおりの時間で

残業代を計算し、支給する」との方式にするため、業績時間外手当の支給を打ち切る旨通告した。 

・  Ａに対する平成２９年６月２２日支給の同年５月分給与では、基本給が１３３，０００円であり、

「業績時間外手当」は支給されず、平成２８年６月分給与以降支給されていなかった「普通残業

手当」が２時間分として１，９１４円支給された。また、Ａに対する平成２９年７月２１日支給の６月分

給与でも、基本給が１３３，０００円であり、「業績時間外手当」は支給されず、「普通残業手当」が

０．５時間分として４７９円支給された。 

・  平成２９年８月９日、Ｘ組合は、本件申立てを行った。 

・  平成２９年８月３０日、当労委は、福岡労委平成２８年（不）第９号事件について、一部救済命

令を発し、Ｙ社は、同命令を不服として福岡地裁に対しその取消しを求める行政訴訟を提起した

が、Ｙ社の請求は棄却され、判決の確定により同命令は確定した。 

・  平成２９年９月１２日、Ａは解雇された。 

    ● 判断の要旨 

     ① 残業指示の差別的取扱い 

○  残業指示に関し非組合員と異なる差別的取扱いが行われたかについて、平成２８年６月以

降、全員の残業量を減らすような取組を示したりするなどの具体的な動きがあったとは認めら

れない。また、他の従業員は残業をしないよう指示を受けておらず、Ａが退勤する際にも業務を

続けていたことが認められる。したがって、Ｙ社はＡに対し、残業指示について非組合員と異なる

差別的取扱いを行ったものといえる。 

      ○  平成２８年５月分給与以降、残業時間の減少に伴い、「普通残業手当」の金額が減少し、同

年６月分以降は、同残業手当は支給されず、Ａの給与額は大幅に減少しており、残業時間の減

少は労組法７条１号にいう「不利益な取扱い」であったと認められる。 

○  残業手当が従業員の賃金において相当の比率を占めているという労働事情の下において

は、長期間継続して残業を指示されないことは従業員にとって経済的に大きな打撃となる。第２

回団交とその後の経緯からは、Ｙ社のＸ組合に対する強い嫌悪の意思が認められるものであり、

Ａに対する残業指示の差別的取扱いとこれによる残業の減少は、同人が組合員であること、及

びＸ組合が正当な組合活動をしたことを理由とした不利益取扱いというべきである。 

○  以上のように、Ａに対する残業指示の差別的取扱いとこれによる残業の減少は、同人が組合

員であること故の不利益取扱いであり、労組法７条１号の不当労働行為に該当する。 

     ② 業績時間外手当の支給停止 

○  業績時間外手当の支給停止について、そもそも「業績時間外手当」は、賃金規程で定められ、

Ａの賃金の一部を構成するものであり、その支給を一方的に停止することは、労組法７条１号に

いう「不利益な取扱い」であったと認められる。 

○  Ｙ社は、Ａに対する平成２９年５月分給与以降の「業績時間外手当」の支給を停止したが、こ

のＹ社の行為は、積極的に組合活動を行うＡに対して、それまでは行っていた残業指示をしない

ことで「普通残業手当」の支給を受けられないという経済的不利益を与えることに加え、さらに

「業績時間外手当」を支給しないことで困窮させようとする意図で行われたものと解さざるを

得ないのであり、Ｙ社は、Ａのこのような組合活動を嫌悪した上で「不利益取扱い」を行ったも
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のといえる。 

○  以上のように、Ａに対する業績時間外手当の支給停止は、同人の正当な組合活動を理由と

する不利益取扱いであり、労組法７条１号の不当労働行為に該当する。 

 

イ 福岡労委令和元年（不）第７号事件 

    ● 申立人          個人Ｘ１、個人Ｘ２ 

    ● 被申立人        株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要    

      ・  申立外Ｂ１労働組合（以下「Ｂ１組合」という。）は、Ｙ社の従業員で組織され、Ｙ社とユニオンシ

ョップ協定を結んでいた。平成３１年２月１日時点において、Ｙ社のＢ２専務理事はＢ１組合の執行

委員を兼ねており、同組合のＢ３執行委員長は、Ｙ社の運行管理者でもあった。Ｙ社が設立され

た当時、Ｂ１組合は、Ａ１連合福岡地方連合会（以下「Ａ１福岡地連」という。）に加盟していた。 

      ・  Ｙ社のタクシー乗務員は、運賃収入を確保するため、所定労働時間の午後１１時を超えて残業

をするのが通常となっており、Ｘ１及びＸ２（以下「Ｘ１ら」という。）についても、Ｘ１らに対し、残業

指示について他の乗務員と異なる取扱い（以下「本件措置」という。）が行われる以前は、ほぼ

毎日残業をして明け方までタクシーに乗務していた。 

      ・  平成２９年１月１５日、Ｂ１組合は、Ａ１福岡地連の役員選挙において、同組合からの推薦を受

けずに個人で立候補したＡ２に対し、統制違反に当たるとして、６か月の権利停止処分を決定し

た。その後、Ａ２はＢ１組合を脱退し、Ａ１福岡地連の加盟団体であるＡ３組合に加盟した。 

      ・  Ｂ１組合は、Ａ１福岡地連から平成２９年８月２０日の臨時大会において、除名された。 

      ・  平成３０年２月頃、Ａ２は雇止めにより、Ｙ社の従業員でなくなり、同年１２月１３日、Ａ２はＹ社を

被告として、勤務期間中の時間外手当に関する未払賃金等の支払を求める訴えを福岡地裁に

提起した。 

      ・  Ｘ１らは、Ｙ社の賃金体系が不明確であるとして、Ｙ社に対し未払賃金請求を行うことを検討し

たが、Ｙ社とＢ１組合の関係性を鑑み、Ｂ１組合からは協力を得られそうにないと考えたこと等か

ら、平成３１年１月３１日をもって、同組合を脱退し、Ａ３組合の支部に加入した。同日付けで、Ｘ１ら

はＢ１組合に対し、同組合を脱退する旨通知した。 

      ・  平成３１年２月１日午前中、Ａ３組合はＹ社に対し、Ｘ１らが同組合の支部に加入した旨を通知

した。これを受け、Ｙ社の理事会は、本件措置を行うことを決定し、同日午前中、Ｘ１らに対する「通

告書」がＹ社のＣ営業所内の休憩室に掲示された。「通告書」には、Ｙ社は、Ａ３組合に加盟のＡ２

が提起した訴訟により大変な被害を被っており、そのようなＡ３組合に加入したＸ１らは、所定労

働時間内の勤務にするよう記載されていた。同日午前中、Ｙ社のＣ営業所長はＸ１に対し、残業せ

ず帰るよう伝えた。同日午後、Ｘ１らはＹ社に対し、「催告書」を送付した。催告書には、勤務期間

中の時間外手当が一切支払われておらず、本書面をもって催告する旨記載されていたが、具体

的な金額の記載はなかった。同月２日、Ｂ１組合のＢ３執行委員長は、理事会に相談の上、Ｘ２に

対し、同組合に戻れば残業させるので脱退を止めるよう説得した。 

      ・  平成３１年２月１日以降、Ｘ１らは午前８時から午後１１時の所定労働時間外に勤務することは

なく、また、Ｘ１は、平成３１年４月から令和元年６月までの約３か月間、乗務する日はほぼ毎日、Ｙ

社で決められた退社時間の６時間前に退社したため、この間は、所定労働時間外に勤務しなか

ったことによる給与の減少以上に給与が減少した。 
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・  平成３１年３月２６日開催の団交において、Ａ３組合は、Ｙ社に対し、Ｘ１らに対する残業指示を

他の乗務員と同じ取扱いとするよう求めたところ、Ｙ社は、Ｘ１らがＹ社に対し法外な割増賃金を

請求している間は残業をさせないと述べた。 

    ● 判断の要旨 

     ○  一般に、使用者には従業員に残業を指示する義務はないものの、時間外手当が従業員の給

与において相当の比率を占めているという労働事情の下においては、長期間継続して残業を指

示されないことは従業員にとって経済的に大きな打撃となり、労組法７条１号にいう「不利益な

取扱い」に該当し得る。Ｘ１らが残業を禁止され、その結果、給与が減少し経済的に大きな打撃

を受けたことは、労組法７条１号にいう「不利益な取扱い」であったと認められる。 

     ○  Ｙ社の平成３１年２月１日付け「通告書」には、Ｘ１らの組合加入を理由として本件措置を行っ

たことが文言上に表れている。また、本件措置に至った経緯を見ると、Ｙ社は、Ｘ１らから加入通

知を受けるや即座に本件措置を決定していることが認められ、かかる経緯も、Ｘ１らの組合加入

を理由として本件措置を行ったことを示している。 以上のことから、Ｙ社が、Ｘ１らの組合加入を

理由として本件措置を行ったことは明らかである。 

     ○  Ｙ社の主張する、Ｘ１らが法外な未払割増賃金を請求する訴訟を提起するという懸念には理由

がなく、また、Ｙ社とＢ１組合の関係やＹ社の設立の経緯等を考慮すれば、Ｘ１らがＢ１組合に対

立する組合に加入したことについて、Ｙ社が強い嫌悪感を抱いたことは十分推認でき、組合加

入を理由とするものではないとするＹ社の主張は首肯できない。 

     ○  以上のように、Ｙ社が組合員であるＸ１らに対し、平成３１年２月以降、本件措置を行い、同人ら

の給与を減少させ、経済的に大きな打撃を与えたことは、同人らが組合に加入したこと故の不

利益取扱いであり、労組法７条１号の不当労働行為に該当する。 

 

ウ 福岡労委令和２年（不）第８号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        株式会社 Y（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要    

     ① 残業手当の差について 

      ・  Ａ１及びＡ２（以下「Ａ１ら」という。）は、高圧ガスの液体をタンクローリー車で運搬する運転手

（以下「ローリー運転手」という。）として、一般貨物運送業を主たる業務とするＹ社のＢ営業所に

勤務しており、平成２３年１０月、Ａ１はＸ組合に加入し、分会を結成した。Ｂ営業所のＸ組合の分会

員は、Ａ１ら及び高圧ガスが充填されたボンベを運搬する運転手（以下「バラ瓶運転手」という。）

のＡ３及びＡ４の４名であった。 

・  Ｙ社においては、従前終業時刻前に業務を終了することを認める代わりに、始業時刻前に点

検点呼等の業務をしても残業代は発生しない取扱いをしていた。Ｘ組合は、他の乗務員が始業

時刻前の業務を行っていることについて、労基法違反と主張し、始業時刻前の業務を止めるよう

Ｙ社に解決を申し入れていた。 

・  令和元年９月６日開催の団交において、Ａ１は、Ａ１らが平成３０年６月７日以降は始業時刻に

なってから点検点呼等の業務を始業後にやるようになった旨を発言した。 

      ・  令和元年９月、Ａ１らを含むＢ営業所の組合員４名は、Ｙ社が残業代を支払わないことについ

て、労基署に労基法違反の申告を行った。Ｙ社は、同年１２月１２日、労基署から是正勧告を受け
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たため、平成２９年６月２１日以降の始業時刻前の業務について、組合員に対し遡及して未払残

業代を支払うこととした。 

      ・  令和２年１月１０日、Ｙ社は、上記のＡ１らが平成３０年６月７日以降は始業時刻前の業務を行っ

ていないという団交での発言を受けて、平成２９年６月２１日から平成３０年６月２０日までの１年

間の始業時刻前の業務に対する未払残業代を支払った。 

      ・  Ａ１ら以外のローリー運転手については、始業時刻前の業務をしていなかったという事実は認

められなかったため、平成２９年１２月２１日から令和元年１２月２０日までの２年間分の未払残業

代を支払った。また、バラ瓶運転手のＡ３及びＡ４については、始業時刻前の業務を平成２９年６

月２１日から令和元年６月２０日までの２年間行っていたことが確認できたことから、この期間の

未払残業代を支払った。 

② 配車差別について 

      ・  Ｙ社における乗務員への配車指示は、Ｂ営業所の配車責任者が予め貼り出した休暇表へ乗

務員に休暇希望日を記入させ、この休暇希望日以外の日に配車を組んでいた。 

      ・  ローリー運転手の定期的な配送業務のうち、深夜配送の多い業務は、２か所の納入先の液体

炭酸ガスの納入業務（以下「炭酸納入業務」という。）のほか、Ｃ離島の２か所の病院への配送

業務（以下「Ｃ行き」という。）があった。 

      ・  それぞれの健康上の問題を理由として、Ａ１はＣ行きの担当を拒否し、A２も炭酸納入業務を拒

否していた。 

・  定期的な配送業務以外に、突発的に荷主から依頼が入る配送業務を指示するスポット指示

があり、このうち深夜残業が発生するスポット指示は、年間３０件ほどであった。配車責任者は、

累計残業時間が少ない乗務員を優先し、出勤希望日にスポット指示を割り当てていた。 

・  令和元年及び２年における普通残業手当及び深夜残業手当の合計については、令和元年は

Ａ１らへの平均支給金額が他のローリー運転手への平均支給金額を２２，０００円余上回ってお

り、令和２年は差がなかった。 

・  令和元年及び２年における距離手当（走行距離に支給単価を乗じて算出するもの）について

は、令和元年はＡ１らへの平均支給金額が他のローリー運転手への平均支給金額を１６，０００

円余下回り、令和２年はほぼ差がなかった。 

・  令和元年及び２年における乗換手当（乗換回数に支給単価を乗じて算出するもの）について

は、Ａ１らへの平均支給金額はいずれの年も他のローリー運転手への平均支給額との差がなか

った。 

      ・  平成３１年２月、Ｙ社は、Ａ１らの深夜残業時間が多かったため、両名に対し同年３月に調整を

行った（このような調整のことを以下「削減調整」という。）。このことについて、Ｘ組合は、Ｙ社に

対して、翌月に削減調整をされると生活が厳しくなるとしてその改善を要求した。なお、Ｙ社では、

残業時間が多い月の翌月の削減調整は、他の乗務員についても行われていた。 

・  Ａ１らは、複数の土曜日について配車責任者から出勤交渉を受けるも、これらの担当を拒否し

た。また、A１らは、配車責任者から複数回スポット指示を受けるも、削減調整をしないことの確

認がとれていないこと等を理由にこれらの担当を拒否した。 

・  A１らは、土曜日の出勤を拒否し、日曜日出勤をしないなどの行為を繰り返し、令和２年度に日

祝日の出勤を均等化するルールが創設される前は、ほとんど土日に出勤希望を出さなかったた

め、配車責任者は土日のスポット指示ができなかった。 

    ● 判断の要旨 
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     ① 残業手当の差について 

○  Ｙ社は、始業前の時間外勤務について、Ａ１らに平成２９年６月２１日からの１年間分、他のロ

ーリー運転手には、同年１２月２１日からの２年間分の未払残業代を支給しており、支払対象と

なる期間に差があることから支給額にも差が生じ、一見すると不利益な取扱いであったと認め

られる。 

○  Ａ１らの未払残業代の対象期間の起点を平成２９年６月２１日としているのは、労基署から勧

告された是正すべき期間が同日以降とされているので、合理的な措置と思料する。また、Ａ１ら

の支払対象期間を１年間としたことは、両名が平成３０年６月７日以降に点検点呼等の始業開

始前の業務を行っていなかったことをＹ社が把握したためであること、Ａ１ら以外のローリー運転

手に対しては、労基署の是正勧告を受けたのが令和元年１２月であるので、当月から２年間遡

及したものと認められる。これらのことからすると、Ｙ社の対応は、組合員であること又は組合の

正当な行為を理由としてなされたものとは認められないので、労組法７条１号の不利益取扱い

に該当しない。 

     ② 配車差別について 

      ○  Ａ１らに対し、他のローリー運転手と比較して配車に差があるのかについて、残業手当、距離

手当及び乗換手当の３つの手当の総支給額を比較した場合、著しく差が生じているとはいえず、

各手当の支給総額では配車に差がないように実質的に調整されていたものと評価できる。また、

各手当の平均支給金額について比較すると、残業手当、乗換手当及び令和２年度の距離手当

は、ほぼ同額あるいはＡ１らの平均支給金額が他のローリー運転手のそれを上回る支給金額を

受けていたこと等から、Ａ１らに対する配車に差があったとはいえない。 

      ○  一方、令和元年度の距離手当及び残業手当のうち深夜残業手当の支給金額に、Ａ１らと他

のローリー運転手との間に差があるのは、専らＡ１らが深夜残業を多く含む炭酸納入業務やＣ

行きを拒否したこと、スポット指示を拒否したこと及び土日出勤も拒否したことに起因するもの

である。したがって、Ｙ社はＡ１らに対し、Ｂ営業所の他のローリー運転手と比較して、距離手当及

び深夜残業手当を平等となるように配車しなかったとは認められない。 

      ○  以上のとおり、Ｙ社は、Ａ１らに対し、普通残業手当、深夜残業手当、距離手当及び乗換手当

を他の乗務員と平等になるように配車していないとはいえないため、その余の点を判断するまで

もなく、Ｙ社のＡ１らに対する配車は、労組法７条１号の不利益取扱いに該当しない。 

 

エ 福岡労委令和４年（不）第３号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ⅹ組合」という。） 

    ● 被申立人        Ｙ株式会社（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要    

      ・  Ｙ社の乗務員の業務は、顧客から運送依頼があったシンナーやトルエン等の化学薬品を指定

された化学工場等へ運送することであり、乗務は、２日行程以上の日数で走行距離が５００キロ

メートル以上の「長距離」乗務と、これ以外の「地場」乗務とがあった。 

・  Ａ１は、Ｙ社に対し給与形態の変更及び早出出勤や残業についての手当等の支払を求めて、

「〔乗務員の待遇改善〕に関する要望書」を乗務員一同名で提出したり、給与に関する待遇改善

の要望を行ったりしたが、Ｙ社は、要望に対応しなかった。 

      ・  令和３年１２月１７日、Ａ１、Ａ２及びＡ３（以下、３名を併せて「Ａ１ら」という。）はＸ組合に加入し、
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同月１８日、Ｙ社には、Ｘ組合から同人らの組合加入の通知及び団交申入れとともに、令和元年１

１月２５日支払分から令和３年１０月２５日支払分までの未払賃金を請求する「支払い催告書」

が届いた。 

令和３年１２月２０日から同月２４日頃までの間に、Ｙ社はＡ１らに対し、令和４年１月から就業

規則４３条に基づく時間外及び休日勤務を命じない勤務（以下「本件配車措置」という。）を行う

ことを決定した。 

      ・  令和４年１月５日、Ｙ社はＡ１ら対し、同月６日以降、本件配車措置とする旨告げた。同月６日以

降、本件配車措置により、Ａ１らはいずれも、これまで受けていた「長距離」乗務の配車指示及び

休日出勤の指示を受けなくなった。 

      ・  Ｙ社の本件配車措置以降、令和４年２月から全ての月において、Ａ１らの「長距離」乗務におけ

る走行距離がゼロとなった。Ｙ社の本件配車措置により、同月から全ての月において、「長距離」

乗務の配車指示及び休日出勤の指示を受けなくなった乗務員は、Ａ１ら３名のみであった。 

      ・  Ｙ社の給与は、乗務員へ定額を支給する固定給と、走行距離や乗務回数等により支給額が変

動する変動給とがある。変動給には、走行距離に応じて支給額が算定される乗務手当や、「長距

離」乗務につき定額支給する宿泊補助手当及び食事手当、「長距離」乗務で帰り荷を積んだ場

合、定額支給する複合手当等がある。 

      ・  Ｙ社の本件配車措置以降、令和４年２月から全ての月において、Ａ１らの乗務手当、宿泊補助

手当、食事手当及び複合手当の支給がなくなった。また、Ｙ社は休日出勤を指示しなくなったた

め、Ａ１らに対する休日出勤手当の支給がなくなった。支給がなくなったこれらの手当は、本件配

車措置前のＡ１らの給与支給総額のおよそ３割を占めていた。 

      ・  令和４年１月１４日、団交が行われた。Ｘ組合の執行委員長が、Ａ１らが他の乗務員と違う勤務

体制になっているとして、誰の指示なのかと質したのに対し、Ｙ社側は「支払い催告書」の問題が

解決するまではこの体制をとる旨回答した。また、Ｙ社側が「時間外、休日労働をしない訳ですか

らその分は（給与は）下がる」と述べたのに対し、Ｘ組合の執行委員長は、Ａ１らが仕事をしないと

表明しているわけではないと答えた。 

    ● 判断の要旨 

      ○  労組法７条１号の「不利益な取扱い」には、労働者としての地位の得喪に関する不利益及び

人事上の不利益のほか、精神的不利益や生活上の不利益も含まれるものと解され、経済的不

利益についても当然に含まれるものである。 

 ○  令和４年１月６日以降、Ｙ社はＡ１らに対し、本件配車措置を行ったことが認められる。本件配

車措置後におけるＡ１らが乗務により走行した距離は、本件配車措置前のそれと比較すると大

幅に減少し、変動給であるＡ１らの乗務手当、宿泊補助手当、食事手当、複合手当及び休日出

勤手当の支給がなくなり、本件配車措置後のＡ１らに支給された給与の額は大幅に減少してい

るため、経済的不利益が認められる。 

○  以上のことから、令和４年１月６日以降、Ｙ社がＡ１らに対し本件配車措置を行ったことは、労

組法７条１号にいう「不利益な取扱い」であると認められる。 

○  Ｙ社の本件配車措置により「長距離」乗務の配車指示及び休日出勤の指示を受けなくなっ

た乗務員はＡ１ら３名のみであり、非組合員であるＹ社の他の乗務員に対し本件配車措置が行

われた事実はない。よって、本件配車措置は、Ａ１らに対する差別的取扱いであるといえる。 

○  Ｙ社は、Ａ１らによる未払賃金の請求額が極めて高額でありどのような労働時間の計算をし

ているのか見当がつかなかったことを理由として本件配車措置を行ったと主張するが、Ｙ社は、
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未払賃金請求について計算方法の確認や協議等の対応をしておらず、また、本来自由である

賃金請求を理由に組合員であるＡ１らと非組合員である乗務員の取扱いを異にしていること、

さらに、本件配車措置後、Ａ１らは明らかに経済的な不利益を被り、時間外勤務を拒否している

わけではないことからＹ社が行った本件配車措置について、合理性があるとは認められない。 

○  Ｙ社は、Ｘ組合に加入したＡ１らが未払賃金を請求し、それを要求事項として含むＸ組合から

の団交申入れを契機に、本件配車措置を行ったものであるといえる。 

○  Ａ１らがＸ組合に加入し、未払賃金を請求するや、Ｙ社は本件配車措置を行っていること、本

件配車措置後のＡ１らの給与支給総額の減少は、本件配車措置によってＡ１らがこれまで受け

ていた配車指示及び休日出勤の指示を受けなくなったことに起因するものであること、本件配

車措置により給与支給総額が減少することは、Ｙ社にとって容易に想像できたにもかかわらず

本件配車措置を継続していることから、本件配車措置は、組合員であるＡ１らを狙い撃ちにし、

経済的打撃を与えるものであったと評価でき、Ｙ社のＸ組合（員）に対する嫌悪意思も認められ

る。 

○  以上から、Ｙ社が本件配車措置を行ったことについて合理性は認められず、本件配車措置は、

Ｘ組合に加入したＡ１らが未払賃金を請求し、それを要求事項として含むＸ組合の団交申入れ

を契機に行われたものであるといえる。また、Ｙ社のＸ組合（員）に対する嫌悪意思も認められる

ことから、本件配車措置は、Ｙ社の不当労働行為意思によって行われたものと認められる。 

○  Ｙ社が、令和４年１月６日以降、Ａ１らに対し行った本件配車措置は、労組法７条１号の不当労

働行為に該当する配車差別である。 

 

（６）時季変更権の行使 

【該当事件】 

救済申立ての対象行為のうち、労組法７条１号の不利益取扱いとして「時季変更権の行使」が争わ

れた事件のうち特徴的な事例は以下の１件であった。 

ア  福岡労委令和２年（不）第８号事件は、被申立人会社が、申立人組合員に対し、時季変更権を

行使し、年次有給休暇申請日の年休を認めなかったことが、不当労働行為に該当するか否かが

争点の一つとなった事件である。 

       当労委は、被申立人会社は組合員４名の年休申請について、年休を取得できるよう納入先の

日程調整等を行った上で、うち２名についてやむを得ず時季変更権を行使したものといえ、不当

労働行為意思が認められず、被申立人会社が組合員らの年休取得申請日の年休の一部を認め

なかったことは、労組法７条１号の不利益取扱いに該当しないと判断した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委令和２年（不）第８号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        Ｙ株式会社（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要    

      ・  Ａ１は、高圧ガスの液体をタンクローリー車で運搬する運転手（以下「ローリー運転手」という。）

として、Ａ２は、高圧ガスが充填されたボンベを運搬する運転手（以下「バラ瓶運転手」という。）

として、一般貨物運送業を主たる業務とするＹ社のＢ営業所に勤務しており、いずれも平成２３年
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１０月に結成されたＸ組合の分会の分会員である。Ｂ営業所には、Ａ１及びＡ２を含め、４名の分会

員（以下「組合員４名」という。）がいた。 

      ・  Ｙ社における配車指示については、休暇希望のない日を出勤日として配車を組んでおり、乗務

の増加により、休暇予定としていた乗務員に出勤を依頼することもあった。 

      ・  乗務員は他の乗務員の予定を見ることができるため、相互に年休取得申請日を調整すること

もあった。Ｙ社は、従前、乗務員の年休取得申請に対し時季変更権を行使したことはなかった。 

・  また、Ｙ社は、乗務員の年休取得申請を認めるために、その調整として、同じ営業所や他の営

業所の休日予定の乗務員へ出勤要請することは行っていなかった。なお、平成２９年７月４日、Ｘ

組合はＹ社との間で、年休代休取得に当たって日程調整が困難な場合には、他の営業所から応

援を行うこと等を定めた協定を締結した。 

・  令和２年７月２９日、組合員４名は、同年８月６日と同月７日について年休取得申請を行った。 

令和２年７月３１日、Ｙ社は、Ａ２が年休取得申請した同年８月７日について、時季変更権を行

使し、変更を求めた。また、同月３日、Ｙ社は、Ａ１が年休取得申請した同月７日について、時季変

更権を行使し、変更を求めた。 

・  令和２年９月１日、組合員４名は、同月９日と同月１０日について年休取得申請を行った。 

令和２年９月１日、Ｙ社は、Ａ１が年休取得申請した同月１０日について、時季変更権を行使し、

変更を求めた。また、同月３日、Ｙ社は、Ａ２が年休取得申請した同月１０日について、時季変更権

を行使し、変更を求めた。 

・  Ｙ社は、Ａ１が年休取得申請した令和２年８月６日と同年９月９日については、納入先と日程調

整を行うことができたが、同年８月７日と同年９月１０日については、納入先との日程調整ができ

なかったほか、多忙のため他の営業所から応援を得ることができなかった。 

・  また、Ｙ社は、Ａ２が年休取得申請した令和２年８月６日と同年９月９日については、当時点呼

係をしていた元バラ瓶運転手に勤務を依頼し、年休取得申請を認めることができたが、同人は

高齢でバラ瓶輸送は身体的負担が大きいため、安全配慮上の理由で２日連続での乗務を行わ

せなかった。さらに、Ｙ社は、納入先との日程調整ができなかったほか、当時多忙により他の社員

に交代させることもできず、他の営業所からの応援も得ることができなかった。 

・  Ｂ営業所の乗務員は当時１２名のうち１名が令和２年８月から９月まで入院中であった。そして、

他の営業所においても、乗務員１名が同年８月から１１月まで入院中であった。 

また、令和２年８月６日、同月７日、同年９月９日、同月１０日の各営業所の出勤者数は同じ月

の他の日と同程度かそれよりも下回っていた。 

    ● 判断の要旨     

○  Ａ１及びＡ２は、Ｙ社の時季変更権行使によって、希望どおりに休暇を取ることができなくなっ

たことから、その点については不利益性がある。 

○  Ｙ社が時季変更権を行使してＡ１及びＡ２の年休を認めなかったことについて、以下の経緯

が認められる。 

  ①  令和２年７月２９日、Ｙ社は、組合員４名から同年８月６日及び同月７日について年休取得

申請を受け、同月６日については全員認め、同月７日についてＡ１とＡ２に対し、時季変更権を

行使したこと 

  ②  令和２年９月１日、Ｙ社は、組合員４名から同月９日及び同月１０日について年休取得申請

を受け、同月９日については全員認め、同月１０日についてＡ１とＡ２に対し、時季変更権を行

使したこと 
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  ③  年休取得申請が出された時期は、Ｂ営業所に１名、その他の営業所に１名長期入院中の

乗務員がいたこと 

  ④  令和２年８月７日と同年９月１０日についても、Ｙ社は、納入先と日程調整を行っていること 

  ⑤  令和２年８月７日と同年９月１０日についても、Ｙ社は、他の営業所に応援を求めていること 

  ⑥  バラ瓶輸送に関しては、令和２年８月７日と同年９月１０日については、Ｙ社は、点呼係をし

ていた元バラ瓶運転手に乗務を行わせることができなかったこと 

○  これらのことからは、次のことがいえる。 

  ①  組合員４名の年休取得申請は取得日が１週間程度先のものであった。 

  ②  Ｂ営業所においては、乗務員が計１２名いる中、組合員４名の年休取得申請を認めると、長

期入院中の者も含めて５名が欠けることとなり、当時の出勤者数ベースで見ると、およそ稼働

乗務員数が半減する。 

  ③  Ｙ社は、組合員４名のうち２名については、申請された全ての年休取得を認めたほか、残り

２名についても連続する２日のうち１日については年休取得を認めた。 

  ④  Ｙ社は、納入先と日程調整を行い、バラ瓶輸送について点呼係に対応させ、他の営業所へ

の応援要請を行う等の調整の結果、上記③のように年休取得申請の全部又は一部につい

て認めた。 

○  上記のことからすると、Ｙ社は組合員４名の年休申請について、年休を取得できるよう納入先

の日程調整等を行った上で、うち２名についてやむを得ず時季変更権を行使したものといえる。 

○  以上のとおり、Ｙ社がＡ１とＡ２に対し時季変更権を行使したことには不当労働行為意思が認

められず、Ｙ社が組合員らの年休取得申請日の年休の一部を認めなかったことは、労組法７条

１号の不利益取扱いに該当しない。 

 

（７）定年退職者の再雇用に関する条件 

【該当事件】 

救済申立ての対象行為のうち、労組法７条１号の不利益取扱いとして「定年退職者の再雇用に関す

る条件」が争われた事件は以下の１件であった。 

ア  福岡労委平成２７年（不）第５号事件は、被申立人法人が、同法人を定年退職予定である申立

人組合員に対し示した労働条件が、不当労働行為に該当するか否かが争点となった事件である。 

当労委は、被申立人法人が、申立人組合員に対して、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１

日まで、「短時間嘱託」として継続雇用するとして、「週１０時間の勤務形態」、「基本賃金月額 ８

４,６００円」、「賞与 無」、「社会保険加入 無」、「雇用保険適用 無」とする労働条件を提示した

ことは、ほかの継続雇用された教職員の雇用条件と比べて、経済的に不利益な取扱いであること

は否定できないが、学校の運営上合理的な理由が認められ、組合員であること又は組合の正当

な行為を理由としてなされたものとは認められないことから、労組法７条１号には該当しないと判

断した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委平成２７年（不）第５号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        学校法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  教育、学習支援業 
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    ● 事件の概要    

      ・  Ａ１は、昭和５３年４月１日、全日制課程の総合学科、自動車科等を有する高等学校（以下「高

校」という。）を経営する法人Ｙに採用され、社会科と福祉の講座の授業を担当した。Ａ２は、昭和

５６年４月１日、法人Ｙに採用され、国語科の授業を担当した。平成２４年８月７日、Ａ１及びＡ２（以

下「Ａ１ら」という。）はＸ組合に加入し、分会を結成した。 

      ・  平成２３年４月１日、法人Ｙは、平成１６年６月１１日に改正された高年齢者等の雇用の安定等

に関する法律（以下、「１６年改正高年法」という。）第９条第１項２号に基づく継続雇用制度を導

入することとし、就業規則及び嘱託職員就業規程を改定した。 

      ・  平成２５年２月２５日、法人Ｙは、法人Ｙの労働者代表者と「継続雇用制度の選定基準に関する

協定書」（以下「選定基準協定書」という。）を締結した。同年４月１日、法人Ｙは、選定基準協定

書の内容を踏まえて改正した就業規則及び嘱託職員就業規程を施行した。 

      ・  １６年改正高年法が施行されて以降、本件結審（平成２８年１月１５日）に至るまでの間に、法

人Ｙでは、Ａ１らを除き６名の教職員が定年に達したが、そのうち継続雇用を希望したのは３名で、

国語科のＣ１教員、Ｂ校長及びＣ２事務員（以下、「Ｃ１ら」という。）であった。 

      ・  Ｃ１教員の場合、平成１９年度末に定年退職が決まっていたが、平成２０年度に向け国語科教

員が新たに採用されなかったため、平成２０年度の１年間は常勤嘱託職員として勤務し、平成２１

年度に新たに国語科教員が１名採用されたことにより、平成２１年度から平成２３年度は非常勤

講師（嘱託職員あるいは短時間嘱託）として契約を更新した。常勤嘱託職員の労働条件は、定

年退職前と比較して月額賃金が減額となり、賞与は減額されたものの支給され、社会保険や雇

用保険は適用された。非常勤講師の労働条件は、常勤嘱託職員のときよりも賃金が減額され賞

与は不支給となり、社会保険及び雇用保険は適用されなかった。 

      ・  平成２４年度末に定年退職したＢ校長は、役職及び職務内容を変更せず、常勤嘱託として法

人Ｙとの雇用契約を本件申立時までに３回更新しており、定年退職後のＢ校長の労働条件は、賞

与は支給され（平成２７年度分は不明）、社会保険及び雇用保険は適用された。 

      ・  平成２４年度末に定年退職したＣ２事務員は、職務内容を変更せず、常勤嘱託として法人Ｙと

の雇用契約を本件申立時までに３回更新しており、定年退職後の同事務員の労働条件は、賞与

は支給され（平成２７年度分は不明）、社会保険及び雇用保険は適用された。 

      ・  Ｘ組合は、継続雇用制度等について複数回団交申入れを行ったが、平成２５年１０月１１日の

団交以降、平成２６年１２月８日まで団交は開催されなかった。 

      ・  平成２５年１月頃、Ａ２が、家庭の事情から授業を休みがちになったため、Ａ２の同意の下、同人

は授業を外れ、同年４月１日、退学防止研究室室長に就任した。Ａ２の賃金や勤務時間は、それま

でと同じであった。なお、Ａ２はこれ以降定年退職するときまで授業を受け持たず、国語科の授業

に復帰したいとの希望も出さなかった。 

      ・  高校では、特別選択授業として週に２時間程度、複数の講座から生徒が希望するものを受講

できることとしていた。Ａ１は特別選択授業として、福祉の講座を担当していた。高校は、平成２５

年度から、福祉の講座を介護職の初任者研修講座に変更した。同講座の受講生は、平成２５年

度は１０名、平成２６年度は１５名であった。 

      ・  平成２６年４月頃、法人Ｙは、Ａ１らに対し、平成２７年４月１日以降の継続雇用の希望の有無を

法人に提出するよう依頼し、平成２６年５月１４日、Ａ１らは、「平成２７年４月１日以降の再雇用を

希望する」として、法人Ｙに文書を提出した。 

      ・  平成２６年１０月１４日、法人Ｙは、Ａ１らに対して、「再雇用の条件に付いて」と題する文書及び
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「雇用契約書」（以下「本件雇用契約書」という。）を提示した。Ａ１らの再雇用の条件は、基本賃

金額が定年退職前の約２１パーセントに当たり、賞与も支給されないことから、年収額では定年

退職前の約１７パーセント相当となるものであった。また、文書には、赤字経営であるためこれ以

上の授業時間は考えていない旨記載されていた。なお、法人Ｙは、平成１４年度以降赤字を計上

していた。 

      ・  平成２６年１２月、法人Ｙは、特別選択授業で、平成２７年度には福祉の講座を行わないことを

決定し、教科書の発注を取り消した。 

      ・  平成２６年１２月８日以降、Ｘ組合と法人Ｙは、Ａ１らの継続雇用等を議題とする団交を３回開催

し、Ｘ組合は、賃金の改善、賞与の支給等を要求したが、法人ＹはＡ１らに対し、提示した労働条

件は変更しないと折り合わなかった。団交後、法人Ｙは、本件雇用契約書の内容についての諾否

を回答するよう文書で求めたが、Ａ１らは、回答しなかった。 

    ● 判断の要旨 

○  法人Ｙが、Ａ１らに対して、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで、「短時間嘱託」と

して継続雇用するとして、「週１０時間の勤務形態」、「基本賃金月額 ８４,６００円」、「賞与 無」、

「社会保険加入 無」、「雇用保険適用 無」とする労働条件（以下「本件継続雇用条件」とい

う。）を提示したことは、ほかの継続雇用された教職員の雇用条件と比べて、経済的に不利益な

取扱いであることは否定できない。 

○  しかしながら、法人Ｙが本件継続雇用条件を提示したことには、学校の運営上合理的な理由

が認められ、また、非組合員であるＣ１教員が本件継続雇用条件と同一の条件で雇用された

事例がある。さらに、Ｂ校長及びＣ２事務員については、定年退職を機に、それまでの業務量が

著しく減少するとは考えられないことからすると、教員とは異なり、勤務時間や日数を定年前と

同様の取扱いとすることに一定の合理性が認められる。 

○  以上のことを併せ考えると、法人Ｙが、Ａ１らに対し本件継続雇用条件を提示したことは、組合

員であること又は組合の正当な行為を理由としてなされたものとは認められないから、労組法

７条１号には該当しない。 

 

（８）団交拒否 

   【該当事件】 

団交拒否を不当労働行為として申し立てられた事件のうち特徴的な事例は、以下の１件であった。 

ア  福岡労委令和４年（不）第６号事件は、被申立人会社が申立人組合による団交申入れに応じ

なかったことが労組法７条２号の不当労働行為に該当するかが問題となった。 

当労委は、申立人組合が申し入れた団交事項は、一部を除き義務的団交事項に該当し、被申

立人会社は団交申入れに正当な理由なく応じなかったことが認められるから、被申立人会社の

行為は労組法７条２号の不当労働行為に該当すると判断した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委令和４年（不）第６号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  宿泊業、飲食サービス業 

    ● 事件の概要     
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・  Ｘ組合は、令和４年１０月１１日付けで、Ｙ社に対し、組合員Ａに関する①未払賃金の支払、②解

雇予告手当の支払、③時間外手当の支払、④上記①から③までの債務の履行に当たり代表取

締役が連帯保証人となること及び⑤Ｙ社店舗のＳＮＳ上のＡに関する投稿の削除と謝罪の投稿

掲載を求めて団交を申し入れたが、回答期限までにＹ社からの回答はなかった。 

・  Ｘ組合は、同月２８日付けで、上記①から⑤までの事項について再度団交を申し入れたが、Ｙ

社はこれに回答しなかった。 

・  その後、Ｘ組合は、令和４年１１月２１日付け及び同年１２月９日付けで、上記①から⑤までの事

項について再度団交を申し入れたが、Ｙ社は、いずれの申入れに対しても、団交には応じない旨

文書で回答した。 

    ● 判断の要旨     

○  使用者による団交拒否が労組法７条２号の不当労働行為と認定されるためには、団交事項

が労組法上の使用者に団交応諾を義務付けられている事項（義務的団交事項）でなければな

らない。 

○  Ｘ組合がＹ社に申し入れた団交事項のうち、①から③までは義務的団交事項に当たることは

明らかである。 

○  ⑤についても、投稿内容はＡの退職に係る労働問題を含んだものであることが認められ、投

稿の削除や謝罪についても義務的団交事項に当たると解される。 

○  ④については、Ｙ社が使用者としての立場で決定できるものとはいえず、義務的団交事項に

当たらないと解される。 

○  Ｙ社は、団交申入れに応じない理由をＸ組合へ示しておらず、単に書面で団交拒否を表明し

ているにすぎないと認められる。 

○  Ｙ社は、義務的団交事項である①、②、③及び⑤に係るＸ組合からの団交申入れに対し、正

当な理由なく応じなかったことが認められる。 

 

（９）不誠実団交 

【該当事件】 

不誠実団交を不当労働行為として申し立てられた事件のうち特徴的な事例は、以下の４事件であっ

た。 

ア  代理人弁護士のみの出席 

福岡労委平成２８年（不）第９号事件は、被申立人会社が団交に代理人弁護士及び被申立人

会社と雇用関係にない顧問のみを出席させ、被申立人会社の取締役ないしは被申立人会社と雇

用関係にある者を出席させなかったことが不誠実団交に該当するか否かが争いとなった。 

当労委は、代理人弁護士が被申立人会社の事情をほとんど把握していない者であったか否か

等を検討し、被申立人会社の取締役ないしは被申立人会社と雇用関係にある者を出席させなか

ったことが不誠実団交に該当するとまではいえないと判断した。  

イ  団交開催の遅滞 

（ア） 福岡労委平成３０年（不）第２号事件は、被申立人法人が、申立人組合からの平成２９年９月

１７日付け及び平成３０年１月１０日付けの団交申入れに対し、平成３０年４月１７日の団交に至

るまでの間、団交開催に応じなかったことが、不誠実団交に該当するか否かが争いとなった。  

当労委は、平成２９年９月１７日付けの団交申入れ後に被申立人法人と申立人組合が第１回

事務折衝を行ったことを考慮した上で、結果として平成２９年９月１７日付けの団交申入れから
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平成３０年４月１７日の団交の開催までに７か月もの期間を要することとなった被申立人法人の

対応は、不誠実なものであったといわざるを得ないと判断した。 

（イ） 福岡労委令和５年（不）第１号事件は、令和４年２月から令和５年４月にかけての１０件の団

交申入れに対し、被申立人法人が団交の開催を遅延させたといえるか否かが問題となった。 

当労委は、被申立人法人が団交開催の日程を正当な理由なく遅らせたか等を検討し、 １０

件中２件の団交申入れに対しては、被申立人法人が団交の開催を遅延させたといえると判断

した。  

ウ 組合からの資料要求への対応 

（ア） 福岡労委平成２６年（不）第１０号事件は、団交において申立人組合が財務関係の資料の提

出を要求したところ、被申立人法人が要求資料の一部しか提示しなかったことが、不誠実団交

に該当するか否かが問題となった。 

当労委は、被申立人法人が提示した資料で、申立人組合が被申立人法人提案の具体的な

内容を検討するための資料を提示したということができること、申立人組合の要求資料の一部

を作成できないとの被申立人法人の判断には相当な理由があること等を考慮し、被申立人法

人の交渉態度が不誠実であるとまでは認められないと判断した。   

（イ） 福岡労委令和５年（不）第１号事件は、令和４年２月から令和５年３月までの期間に開催され

た１４回の団交において、被申立人法人が財務資料等経営状況に関する資料を提示しなかっ

たといえるか否かが問題となった。 

当労委は、一連の交渉過程において、被申立人法人は自らの見解を根拠付けるに必要な程

度の資料の提示を行っていないとはいえず、また、被申立人法人が各団交で提示した資料は

一概に不当であると評価することはできないことから、被申立人法人は、財務資料等経営状況

に関する資料を提示しなかったとはいえないと判断した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委平成２８年（不）第９号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  生活関連サービス業、娯楽業 

    ● 事件の概要     

・  平成２８年１１月２４日、Ｘ組合とＹ社との間で団交（以下「本件団交」という。）が行われた。 

・  本件団交のＸ組合側の出席者は、Ａ書記長ほか３名であった。また、Ｙ社側の出席者は、同社

の代理人弁護士（以下「Ｂ弁護士」という。）及び顧問（Ｙ社と雇用関係にない者）であった。 

・  本件団交の場で、Ｂ弁護士は、Ｘ組合から質問があった、従業員の休日の決め方や工場長が

早出を指示する根拠等について回答した。 

・  Ｘ組合は、Ｙ社は労働条件の明示をしていないのではないかと質した。 

これに対し、Ｂ弁護士は、労働条件は就業規則に書いており明示はしていると答えた。 

・  Ｘ組合が、就業規則の周知方法について引き続き質したところ、Ｂ弁護士は、「だからいつでも

言えば見せます。それで十分だと言ってるでしょ。」などと反論し、「明示してないとおっしゃるなら

裁判やってください。」と発言した。 

    ● 判断の要旨     

○  使用者側の団交出席者は、使用者が団交事項に応じて自ら定めるべき事項であるから、使
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用者が団交出席者を代理人弁護士のみとしたとしても、そのことから直ちに使用者の対応が不

誠実となるものではない。 

○  しかしながら、会社の事情をほとんど把握していない代理人弁護士のみが団交に出席し、そ

のため団交に支障を来したというような特別の事情がある場合は、使用者の対応が不誠実で

あると評価されると考えられる。 

○  本件団交においては、Ｂ弁護士は、労働条件の明示に関連して、Ｘ組合が就業規則の具体的

な備付場所を尋ねたのに対して具体的に答えていないが、この点を除けば、Ｂ弁護士がＹ社の

事情についてほとんど知らなかったというまでの事実は認められない。 

○  使用者には、組合からの要求事項に関連する事柄についての事実関係の確認に対応できる

者を常に団交に出席させなければならないというまでの義務があるとはいえない。 

○  Ｂ弁護士がＸ組合の事実確認に対応ができなかったのは本件団交が初めてであり、同弁護

士のみが団交に出席したことによって直ちに団交に支障を来したとまではいえない。 

○  本件団交において、Ｙ社が代理人弁護士のみを出席させ、Ｙ社の取締役ないしはＹ社と雇用

関係にある者を出席させなかったことが不誠実団交に該当するとまではいえない。 

 

イ（ア） 福岡労委平成３０年（不）第２号事件 

● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

  ● 被申立人        学校法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  教育、学習支援業 

    ● 事件の概要    

・  平成２９年９月１７日、Ｘ組合は、ハラスメント防止規程改正案の内容、教職員の昇進・昇格・降

格等の内容・手続等を協議事項として、法人Ｙに対し団交を申し入れた。 

・  平成２９年１０月初旬頃、法人Ｙの担当者Ｂ１は、Ⅹ組合の執行委員長Ａ（以下「Ａ委員長」とい

う。）に対し、担当理事Ｂ２（以下「Ｂ２理事」という。）が長期入院中のため、当面は団交を開催で

きないとして、事務折衝を行うことを電話で提案した。 

・  平成２９年１１月１７日、Ａ委員長は、Ｂ１に対し、事務折衝に応じる旨連絡した。 

・  平成２９年１２月６日、Ｘ組合と法人Ｙは、第１回事務折衝を実施した。 

団交について、Ｘ組合が平成３０年１月後半での開催を求めると、法人Ｙは、Ｂ２理事が入退院

を繰り返しており調整は困難ではあるが、試みる旨述べた。 

・  Ｘ組合は、平成３０年１月１０日付けの「団体交渉内容変更申入書」と題する文書により、団交

議題を追加し、同年２月末までに団交を開催することを求めた。 

・  平成３０年１月２７日、法人ＹとＣ労働組合（以下「Ｃ組合」という。）は、団交を実施した。この団

交には、Ｂ２理事の代理として、総務担当理事が出席していた。 

・  平成３０年２月１１日、Ａ委員長は、Ｂ１に対し、Ｂ２理事が入院中のため団交に出席できないと

しても、理事長は団交に参加できるはずであるとして、同月末までの団交開催を要請し、これ以

上団交開催が遅れるようであれば、労働委員会への不当労働行為救済申立てを検討せざるを

得なくなる旨連絡した。 

・  平成３０年３月２２日、Ａ委員長は、Ｂ１に対し、理事長又は総務担当理事との面談を申し入れ

た。 

これに対し、同月２３日、Ｂ１は、Ｂ２理事の体調不良のため、迅速に団交ができない状況であ

るが、事務折衝であれば対応はできる旨回答した。 
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・  平成３０年３月２９日、Ａ委員長は、Ｂ１に対し、法人Ｙと他の労働組合が代理の理事出席のもと

団交を開催しているとして、Ｂ２理事が出席できないのであれば、理事長又は代理の理事出席の

上、団交に速やかに応じるよう求めた。 

         その後の調整の結果、代理の理事出席の上、同年４月１７日に団交を行うこととなった。 

・  平成３０年４月１７日、Ｘ組合と法人Ｙは団交（以下「４．１７団交」という。）を実施した。 

    ● 判断の要旨    

○  Ｘ組合と法人Ｙは、平成２９年１２月６日に第１回事務折衝を行っていることから、平成２９年９

月１７日の団交申入れから第１回事務折衝までの法人Ｙの対応と、第１回事務折衝から４．１７

団交までの法人Ｙの対応とに分けて、以下検討する。 

○  平成２９年９月１７日の団交申入れから第１回事務折衝までの法人Ｙの対応については、同

年３月頃から、Ｂ２理事が体調不良であり、福岡への移動が困難であったことを考えれば、法人

Ｙが、事務折衝の実施を提案し、第１回事務折衝を実施したことは、やむを得ない対応であった

と考えられる。 

○  第１回事務折衝から４．１７団交までの法人Ｙの対応については、法人Ｙは、第１回事務折衝

で、Ｘ組合から団交開催を求められていたにもかかわらず、Ｘ組合の平成３０年１月１０日付け

団交議題の追加申入れ、また同年２月１１日に団交開催を求めたことに対しても何ら回答せず、

さらに同年３月２２日の面談申入れに対しても事務折衝の提案を行うのみで、同月２９日にＸ組

合からの抗議を受けて、ようやく団交日程の調整を始めているのであり、このような法人Ｙの対

応は、不誠実なものといわざるを得ない。 

○  なお、法人Ｙは、平成３０年１月２７日、Ｃ組合とは総務担当理事をＢ２理事の代理として出席

させて団交を実施していることなどからすれば、Ｘ組合との団交についても、Ｂ２理事の代理を

出席させるなどして、早期の開催を図るべきであったと考えられる。 

○  以上のとおり、法人Ｙが、Ｂ２理事の体調不良を理由として、Ｘ組合からの平成２９年９月１７日

の団交申入れに即座に応じることができず、同年１２月６日に第１回事務折衝を実施したことは

やむを得ない対応であったとしても、その第１回事務折衝から更に約３か月もの間、団交が開

催できない理由についても何ら説明せず、結果として団交申入れから４．１７団交の開催までに

７か月もの期間を要することとなった法人Ｙの対応は、不誠実なものであったといわざるを得な

い。 

 

イ（イ） 福岡労委令和５年（不）第１号事件 

● 申立人          Ｘ１労働組合（以下「Ｘ１組合」という。） 

                   Ｘ２労働組合（Ⅹ１組合の上部団体） 

    ● 被申立人        学校法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  教育、学習支援業 

    ● 事件の概要   

・  令和４年２月１４日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、同月１７日を開催日として団交を申し入れ

た。法人Ｙは、同月１７日付けで、理事長及び理事の都合がつかないとして開催日を同年３月８

日とする回答を行った。同年３月９日、団交が開催された。 

・  令和４年３月１６日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、同月２３日を開催日として団交を申し入れ

た。団交申入書には、定期昇給の実施及び一時金の支給に関して、このままでは年度内の実現

が難しいため緊急の申入れである旨記載されていた。 
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法人Ｙは、同年４月８日付けで、同月１３日、２０日又は２１日のいずれかに開催したい旨回答し

たが、Ｘ１組合の申し入れた期日に開催できない理由は明らかにしなかった。 

         同月２０日、団交が開催された。 

・  令和４年５月１１日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、同月１８日又は１９日を開催日として団交

を申し入れた。 

法人Ｙは、同月１６日付けで、都合がつかないとして、同月２６日又は３１日のいずれかに開催

したい旨回答した。 

同月 26日、団交が開催された。 

・  令和４年６月１８日付けで、Ｘ１組合は、同月２２日、２３日又は２４日を開催日として団交を申し

入れた。 

法人Ｙは、同月２０日付けで、都合がつかないとして、同年７月５日、６日又は８日のいずれかに

開催したい旨回答した。 

同月８日、団交が開催された。 

・  令和４年８月１０日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、同月１９日を開催日として団交を申し入れ

た。 

法人Ｙは、同月１８日付けで、都合がつかないとして、同月２６日又は２９日のいずれかに開催

したい旨回答した。 

同年９月７日、団交が開催された。 

・  令和４年９月２７日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、同月２９日を開催日として団交を申し入れ

た。団交申入書には、同月中に職員を募集したいとの法人Ｙの意向を踏まえ、遅くとも同月末に

は団交を開催する必要性がある旨が記されていた。 

法人Ｙは、同月２９日付けで、急な日時指定のため都合がつかないとして、同年１０月６日又は

７日のいずれかに開催したい旨回答した。 

同月６日、団交が開催され、Ｘ１組合と法人Ｙは確認書を締結した。 

・  令和４年１１月１日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、同月８日を開催日として団交を申し入れ

た。 

法人Ｙは、同月４日付けで、都合がつかないとして、同月１０日又は１４日のいずれかに開催し

たい旨回答した。 

同月１４日、団交が開催された。 

・  令和４年１２月１２日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、同月２０日を開催日として団交を申し入

れた。 

法人Ｙは、同月１７日付け文書で、「貴組合より令和４年１２月２０日の団体交渉申し入れがあ

りましたが、ご希望に添えず申し訳ございません。改めて開催可能な日時をお知らせいたします

ので、ご容赦いただきますようお願い申し上げます。」と回答した。 

法人Ｙは、令和５年１月１０日付けで、令和４年１２月１２日付け団交申入れに対し、令和５年１

月２６日又は２７日のいずれかに開催したい旨回答した。 

同月２７日、団交が開催された。 

・  令和５年３月８日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、同月１５日を開催日として団交を申し入れ

た。 

法人Ｙは、同月１７日付け文書で、同月２９日の開催を希望する旨回答した。 

同月２９日、団交が開催された。 
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・  令和５年３月３０日付けで、法人ＹはＸ１組合に対し、同年４月２０日を開催日として、団交を申

し入れた。その際、Ｙは団交の議題として「Ｃ１（以下「議題Ｃ１」という。）」を指定した。 

・  令和５年４月６日付けで、Ｘ１組合は、法人Ｙの同年３月３０日付けの申入れに対し、団交の期

日については了承するが、議題Ｃ１については団交の議題としない旨回答した。 

法人Ｙは、同年４月１４日付け文書で、同年５月２日を開催日とし、議題Ｃ１を唯一の議題とする

団交を申し入れた。また、同年４月２１日付けで、法人ＹはＸ１組合に対し、同年５月２日を開催日

として、「Ｃ２（以下「議題Ｃ２」という。）」を議題とする団交を申し入れた。 

同年４月２２日付けで、Ｘ１組合は、法人Ｙからの同月１４日付け団交申入れに対し、意図的に

団交を引き延ばすものであると抗議した。また、Ｘ１組合は、同月２４日付けで、法人Ｙからの同月

２１日付け団交申入れに対し、議題Ｃ２については必要不可欠の追加議題として受諾するが、校

長がＸ１組合との団交において議題Ｃ２についての合意を経る前に議題Ｃ２に関する職員説明会

を行う旨を通告したことに抗議した。 

同年５月１日付けで、法人ＹはＸ１組合に対し、議題Ｃ２を議題とする団交を同月２４日に開催

する旨を通知した。 

同月２４日、団交が開催された。 

    ● 判断の要旨     

○  労使間における団交の交渉過程において、使用者が交渉開催の日程を正当な理由なく遅ら

せるなどした場合は、誠実交渉義務違反を基礎付ける事情とされ得ると解される。 

○  令和４年２月１４日付け団交申入れに対し、法人Ｙは、Ｘ１組合が求める団交開催日に応じら

れない理由として、理事長及び理事の都合がつかないことを挙げているが、当該申入れは申入

れからわずか３日後の団交開催を求めるものであることに加え、団交においては、これまでも理

事長又は理事が基本的に出席していたことからすると、法人Ｙ側の出席者の日程調整に一定

の期間を要することが推測され、これについては正当な理由がないとはいえない。 

○  令和４年３月１６日付け団交申入れに対し、法人Ｙは、同年４月８日付けで、団交開催日を同

月１３日、２０日又は２１日のいずれかとしたい旨回答し、Ｘ１組合が申し入れた期日に応じられ

ない理由は明らかにしなかったことが認められる。 

Ｘ１組合が令和３年度内の定期昇給の実施及び一時金の支給に向けて、令和４年３月２３日

の団交開催を法人Ｙへ求めたにもかかわらず、法人Ｙは、同月中にはＸ１組合へ何ら回答するこ

となく、年度が明けた同年４月８日になってようやく同月中の日程を回答し、Ｘ１組合が申し入れ

た期日に団交を開催できない理由も示していない。 

法人Ｙは、団交での協議を経ることなく一方的に定期昇給を実施した上、その後の同月２０日

の団交において、その旨を事後的に説明したものであり、この法人Ｙの対応は、団交開催の日

程を遅滞させることにより、定期昇給に関するＸ１組合との協議を避けたものであると評価でき

る。 

これらのことからすると、Ｘ１組合の同年３月１６日付け団交申入れについて、法人Ｙが団交開

催の日程を正当な理由なく遅滞させたといえる。 

○  令和４年５月１１日付け団交申入れに対し、法人Ｙは、Ｘ１組合が求める団交開催日に応じら

れない理由として、当該日は都合がつかないことを挙げているが、Ｘ１組合の申入日から７日後

ないし８日後の団交開催が求められていることからすれば、そのような短期間で団交に応じら

れないとしても不合理であるとはいえない。 

○  令和４年６月１８日付け団交申入れに対し、法人Ｙは、Ｘ１組合が求める団交開催日に応じら



 

- 128 - 

 

れない理由として、当該日は都合がつかないことを挙げているが、Ｘ１組合の申入日から４日後

ないし６日後の団交開催が求められていることからすれば、そのような短期間で団交に応じら

れないとしても不合理であるとはいえない。 

○  令和４年８月１０日付け団交申入れに対し、法人Ｙは、Ｘ１組合が求める団交開催日に応じら

れない理由として、当該日は都合がつかないことを挙げているが、Ｘ１組合の申入日から９日後

の開催が求められていることからすれば、そのような短期間で団交に応じられないとしても不合

理であるとはいえない。 

○  令和４年９月２７日付け団交申入れに対し、法人Ｙは、Ｘ１組合が求める団交開催日に応じら

れない理由として、急な日時指定のため都合がつかないことを挙げているが、Ｘ１組合の申入

日から２日後の団交開催が求められていることからすれば、そのような短期間で団交に応じら

れないとしても不合理であるとはいえない。 

法人Ｙは団交開催日の代替案として複数の候補日を提示していること、Ｘ１組合の申入れか

ら９日後の同年１０月６日に開催された団交において、予定されていた団交事項について協議

し、確認書を締結していることから、法人Ｙが、都合がつかないとしてＸ１組合が申し入れた団交

開催日とは別の期日を指定したことをもって直ちに団交開催の日程を遅滞させたとはいえない。 

○  令和４年１１月１日付け団交申入れに対し、法人Ｙは、Ｘ１組合が求める団交開催日に応じら

れない理由として、当該日は都合がつかないことを挙げているが、Ｘ１組合の申入日から７日後

の開催が求められていることからすれば、そのような短期間で団交に応じられないとしても不合

理であるとはいえない。 

○  令和４年１２月１２日付け団交申入れに対し、法人Ｙは、同月１７日付け文書により、日程調整

ができなかったため、令和５年１月に延期する旨通知し、その後、令和５年１月１０日付けで、団

交開催日を同月２６日又は２７日のいずれかとしたい旨回答していることが認められる。 

確かに、日程調整ができなかったという理由のみにより、Ｘ１組合が申し入れた団交開催日

から１か月を超える期日を団交開催日として示すことは、使用者側の対応として不合理である

といえなくはない。 

しかしながら、法人Ｙは、まず令和５年１月に延期する旨回答を行い、その後、団交開催日の

代替案として複数の候補日を提示していること、同月２７日に開催された団交において、予定さ

れていた団交事項について協議していることから、法人Ｙが、日程調整ができないとしてＸ１組

合が申し入れた団交開催日とは別の期日を指定したことをもって直ちに団交開催の日程を遅

滞させたとはいえない。 

○  令和５年３月８日付け団交申入れに対し、法人Ｙは、Ｘ１組合が求める団交開催日に応じられ

ない理由を説明していないが、Ｘ１組合の申入日から７日後の開催が求められていることから

すれば、そのような短期間で団交に応じられないとしても不合理であるとはいえない。 

○  令和５年４月６日付け団交申入れに関するＸ１組合と法人Ｙのやり取りからすると、法人Ｙが

議題Ｃ１に固執したことにより、団交の開催はＸ１組合が申し入れた期日よりも遅れたことが認

められる。 

また、法人Ｙは、Ｘ１組合が同月２０日の団交開催について了承しているにもかかわらず、同

年５月２日、さらには同月２４日へと、特段の理由を示すことなく、団交開催日を先延ばしした。 

これらのことからすると、Ｘ１組合の同年４月６日付け団交申入れについて、法人Ｙが団交開

催の日程を正当な理由なく遅滞させたといえる。 

○  以上のことから、Ｘ１組合の令和４年３月１６日付け及び令和５年４月６日付けの団交申入れ
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については、法人Ｙが団交開催の日程を正当な理由なく遅滞させたといえる。 

上記２件の団交申入れ以外の８件の団交申入れについては、法人Ｙは、団交開催の日程を

正当な理由なく遅滞させたとはいえない。  

 

ウ（ア） 福岡労委平成２６年（不）第１０号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        国立大学法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  教育、学習支援業 

    ● 事件の概要     

・  平成２６年１０月２３日、Ｘ組合は、法人Ｙに対し、消費税率引上げに伴う賃上げ等を議題とする

「団体交渉申入書」を法人Ｙ側の交渉窓口である人事企画課長に手渡し、団交開催の事前協

議に関する日程調整を申し入れた。同課長は、事前協議において、法人Ｙの人事院勧告への対

応についてＸ組合に説明したいと伝えた。 

・  平成２６年１０月３０日、法人Ｙは、給与改定案に関する文書を法人Ｙのイントラネット上に公開

した。当該文書の主な内容は、人事院勧告に準拠した給与改定（以下「平成２６年度給与改定」

という。）と給与制度の総合的な見直し（以下「総合的見直し」という。）であった。 

・  平成２６年１１月６日、Ｘ組合と法人Ｙは、団交に係る事前協議を行い、第１回団交を同月１４日

に開催することを合意した。 

この事前協議において、法人Ｙは、給与改定案について説明を行い、Ｘ組合は、①人件費に関

する将来の複数年度にわたるシミュレーション資料及び②法人Ｙの財政状況が将来の複数年度

にわたってどのように変動するのかを表す財務シミュレーション資料等財務関係の資料を作成

の上、その資料を提示するよう求めた。 

なお、法人Ｙは、大学公式ウェブサイトにおいて、例年、法人Ｙの決算後の財務諸表等を公開し

ている。 

・  平成２６年１１月１４日、Ｘ組合と法人Ｙは、第１回団交を実施した。 

法人Ｙは、事前協議でＸ組合が法人Ｙに提出を要求した①の資料に対応するものを提示して

説明を行った。 

Ｘ組合は、事前協議で法人Ｙに提出を要求した②の財務シミュレーション資料について尋ねた

が、法人Ｙは、国からの運営費交付金に収入の大半を依存している状況の中で持続的な運営を

行う前提として人事院勧告に準拠することとしていること、及び平成２８年度から始まる第３期中

期目標期間の運営費交付金については国から示されていないことなどを説明した。 

その後、Ⅹ組合と法人Ｙは、交渉を継続することを確認して、第１回団交は終了した。 

・  平成２６年１１月１７日、Ｘ組合のＡ書記長は、法人Ｙに対し、財務シミュレーションの作成に時間

を要するのであれば、以下のａ及びｂの人件費のシミュレーションだけでも先に提示するよう求め

た。 

ａ 平成２６年度以降最低５年間の総人件費に関するシミュレーション（次の３つの場合に分けた

もの） 

① 現行のまま（以下「ａ①資料」という。） 

② 給与改定案のうち、平成２６年度給与改定のみ実施した場合（以下「ａ②資料」という。） 

③ 給与改定案のうち、平成２６年度給与改定に加え総合的見直しも実施した場合（以下「ａ

③資料」という。） 
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ｂ 平成２６年度以降最低５年間の教職員（モデルケース）ごとの年収及び退職金反映額のシミ

ュレーション（次の３つの場合に分けたもの） 

① 現行のまま（以下「ｂ①資料」という。） 

② 給与改定案のうち、平成２６年度給与改定のみ実施した場合（以下「ｂ②資料」という。） 

③ 給与改定案のうち、平成２６年度給与改定に加え総合的見直しも実施した場合（以下「ｂ

③資料」という。） 

・  平成２６年１１月２１日、Ｘ組合と法人Ｙは、第２回団交を実施した。 

法人Ｙは、Ｘ組合の要求した上記資料のうち、ａ③資料及びｂ③資料のみ提示した。 

法人Ｙは、給与改定は人事院勧告に則り取り扱うこととしており、平成２６年度給与改定と総合

的見直しを区別する考えはなく、全ての組合資料要求に応じることは難しいと述べた。 

また、法人Ｙは、人事院勧告は社会情勢を反映して出されたものであり、それに準拠することは

合理的であると述べた。 

・  平成２６年１２月５日、Ｘ組合と法人Ｙは、第３回団交を実施した。 

Ｘ組合は、総合的見直しが不利益変更であると主張し、また、妥協点を探るためとして、平成２

６年度給与改定と総合的見直しを分けたシミュレーションを示すよう求めた。これに対し、法人Ｙ

は、人事院勧告に基づき給与改定を行うことが合理的であると考えていると回答した。 

Ｘ組合は、職員の給与水準の社会情勢への適合は、人事院勧告に準拠することではないとし

て、法人Ｙの人事院勧告準拠の姿勢を変更するよう求めた。法人Ｙは、社会情勢を把握する方法

として人事院勧告を中心とした国家公務員制度によることが適切であると考えており、人事院勧

告に準拠する方針を変更することは考えていないと答えた。 

    ● 判断の要旨     

○  一般に、使用者には誠実に団交に当たる義務があり、したがって、使用者は、自己の主張を

相手方が理解し、納得することを目指して誠意をもって団交に当たらなければならず、労働組

合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明し、必要な資料を提示す

るなどし、また、結局において労働組合の要求に対し譲歩することができないとしても、その論

拠を示して反論するなどの努力をすべき義務があるのであって、合意を求める労働組合の努

力に対して、誠実な対応を通じて合意達成の可能性を模索する義務がある。 

○  法人Ｙは、平成２６年度給与改定と平成２７年度以降の給与制度改定を一体のものとして提

案していることから、平成２６年度給与改定と総合的見直しを一体として実施した場合の資料

であるａ③資料及びｂ③資料を提示したことで、Ｘ組合が法人Ｙの提案内容についての財政面

からの必要性や不利益の程度の具体的な内容を検討するための資料を提示したものというこ

とができる。 

○  また、法人Ｙは、ａ①資料、ａ②資料、ｂ①資料及びｂ②資料を提示しない理由についても、平

成２６年１１月２１日及び同年１２月５日の団交で、人事院勧告に準拠するとの方針及び人事院

勧告による理由を説明した上で、平成２６年度給与改定と総合的見直しを区別する考え方は取

れないことを、提示しない理由として説明している。 

○  法人Ｙは、②の財務シミュレーション資料をＸ組合に提示していないが、運営費交付金への依

存度が高い法人Ｙにおいて、平成２６年１１月及び同年１２月の時点では、平成２８年度以降の

財務シミュレーションは作成できないとの判断には相応な理由があり、直近の法人Ｙの財務状

況が公開されていたことも考えると、②の財務シミュレーション資料を提示しなかったことをもっ

て、直ちに不誠実であるとまではいえない。 
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    ウ（イ） 福岡労委令和５年（不）第１号事件 

● 申立人          Ｘ１労働組合（以下「Ｘ１組合」という。） 

                   Ｘ２労働組合（Ｘ１組合の上部団体） 

    ● 被申立人        学校法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  教育、学習支援業 

    ● 事件の概要   

・  令和４年１月１８日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、定期昇給の実施、一時金の支給、職員採

用計画策定に当たってはＸ１組合と協議を行い合意の上で進めること（以下「人事計画に係る

協議」という。）及び給与規程等の改定案について白紙に戻しＸ１組合と協議を行うこと（以下

「給与規程等の改定案に係る協議」という。）などを交渉項目とする団交を申し入れた。 

・  令和４年２月７日、団交が開催された。本団交において、法人Ｙは資料として、①平成３０年度

から令和４年度までの生徒数の推移を記した「Ｂ１高校生徒数の予測」と題する資料、②福岡県

内の県立高校、私立学校及び法人Ｙの教職員の平均月給を年齢別に比較した「Ｂ１高校職員

年齢別給与（月）」と題するグラフ及び③「体育館概算建設費」と題する資料等を提供した。 

・  令和４年２月３日、法人Ｙは職員に対し、給与規程等の改定に関する職員説明会を実施する旨

通知した。同説明会は、同月９日、１０日及び１８日に開催された。 

・  令和４年２月１４日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、給与規程等の改定案に係る協議、定期昇

給の実施、一時金の支給及び人事計画に係る協議などを交渉項目とする団交を申し入れた。同

団交申入書には、給与規程等の改定に関して具体的な分析資料の提供を求める旨記載されて

いた。 

・  令和４年３月７日、法人Ｙは職員に対し、給与規程等の改定について同年４月１日からの適用

を見送る旨通知した。 

・  令和４年３月９日、団交が開催された。本団交において、法人Ｙから新たな資料の提示はなか

った。 

・  令和４年３月１６日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、給与規程等の改定案に係る協議、定期昇

給の実施及び一時金の支給などを交渉項目とする団交を申し入れた。同団交申入書には、「回

答に際しては具体的な財政資料等の提示を求めます」と記載されていた。 

・  令和４年４月２０日、団交が開催された。本団交において、法人Ｙから新たな資料の提示はな

かった。なお、団交申入書に記載された事項に加えて、経営再建特別委員会（以下「再建特別

委員会」という。）についても当該団交の団交事項に加えられた。 

Ｘ１組合は、定期昇給の実施及び一時金の支給について、今年度に実施できたからよいとす

るものではなく、法人Ｙが団交の開催を先延ばししたことが免罪されるわけではないと指摘した。 

・  令和４年５月１１日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、給与規程等の改定案に係る協議及び再

建特別委員会のメンバーにＸ１組合の代表を加えることを交渉項目とする団交を申し入れた。 

・  令和４年５月２６日、団交が開催された。本団交において、法人Ｙから新たな資料の提示はな

かった。 

Ｘ１組合が、給与規程等の改定案について、理事会でどのような提案をしたのか尋ねると、法

人Ｙは緊急案件があったので協議していないと答えた。Ｘ１組合は、労使の協力体制を念頭に置

き、同改定案についてＸ１組合と検討するよう要求している旨述べ、法人Ｙの将来構想にＸ１組合

を参加させてほしいと要求しているのもその一つである旨主張した。 
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また、Ｘ１組合は、法人Ｙは財源がないと主張していたにもかかわらず、法人Ｙの資料によると

黒字であるため一時金を支給できたのではないかと質し、説明を求めた。これに対し、法人Ｙは、

短期借入額を増やして対応することもできたが、それは負債となる旨、次年度については理事長

も検討している旨回答した。 

・  令和４年６月８日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、給与規程等の改定案に係る協議及び再建

特別委員会のメンバーにＸ１組合の代表を加えることなどを交渉項目とする団交を申し入れた。 

・  令和４年６月１０日、団交が開催された。本団交において、法人Ｙから新たな資料の提示はな

かった。 

給与規程等の改定案について、理事長は、理事会で数名の理事が保留とすると主張し、保留

とすることが決定された旨述べた。Ｘ１組合が、理事会ではどのような提案をしたのか尋ねると、

理事長は、理事会において自身は意見を出しておらず、同改定案の白紙撤回は認められないと

決定された旨答えた。 

Ｘ１組合は、法人Ｙの努力が見えないとして、同改定案を白紙撤回すべきである旨主張した。 

また、再建特別委員会について、Ｘ１組合は、法人Ｙの再建を労使で検討するよう求めている

のに、なぜ再建特別委員会に参加できないのかと質した。これに対し、理事長が返答しなかった

ため、Ｘ１組合は、理由はないものと受け止める旨述べた。 

・  令和４年６月１８日付けで、Ｘ１組合は団交を申し入れた。団交申入書には、令和４年度の年間

要求書が添付されており、その中に「具体的な資料に基づいた回答を行い、…こと。」との記載

があった。 

・  令和４年７月８日、団交が開催された。本団交は、Ｘ１組合が要求項目を読み上げ、法人Ｙが

それに答える形式で進行したが、主に①給与規程等の改定等について及び②次年度人事計画

について協議が行われた。本団交において、法人Ｙから新たな資料の提示はなかった。 

①給与規程等の改定案について、Ｘ１組合は、まずは白紙撤回するよう迫るとともに、一時金

の支給について説明を求めた。Ｘ１組合が協議をしたのか問うと、理事長は、これから協議する

予定である旨答えた。 

②次年度人事計画について、Ｘ１組合の主張に対する回答に際して理事長が校長に意見を

求めようとしたことについて、Ｘ１組合は、理事長は何も考えていないということではないかと述

べた。 

・  令和４年７月２５日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、令和４年６月１８日付け団交申入書と同様

の項目を要求項目とする団交を申し入れた 

・  令和４年７月２９日、団交が開催された。本団交では、①給与規程等の改定について、②一時

金の支給について及び③次年度人事計画についての事項が協議され、確認書が締結された。

本団交において、法人Ｙから新たな資料の提示はなかった。 

①給与規程等の改定について、理事長は、給与規程等の改定案について白紙に戻すつもりは

ないが、職員の意見を聞いて再検討する旨、理事会では保留とすることを決定している旨述べた。

Ｘ１組合が、同改定案を白紙撤回し、Ｘ１組合との協議の上で作成することを提案するよう求める

と、理事長は「理事会ではからせていただきます」と答えた。 

②一時金の支給について、Ｘ１組合が、一時金を支給できない具体的な根拠を示すよう求め

ると、理事長は、エアコンの修繕など設備投資を優先したい旨述べた。さらに、Ｘ１組合が、エアコ

ンの修繕に必要な見積額を尋ねると、理事長が査定中である旨答えたため、Ｘ１組合は、エアコ

ンの修繕を理由に支給しないのであれば、数字を示すよう求めるとともに、理事会で資金繰表
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及び補正予算等の資料に基づいて議論しているのかと問うと、理事長は「やってません」と答え

た。 

③次年度人事計画について、Ｘ１組合が、法人ＹがＸ１組合と協議しない理由を問うと、理事長

は、理由はないと述べ、「組合と協議した上でになると、すべての教職員の意見を聞かないといけ

ないと自分は思った」と答えた。これに対し、Ｘ１組合は、組合を有利にしたいという趣旨で主張し

ているのではない旨、理事長の発言は組合軽視であり、Ｘ１組合は公式な職員の代表機関であ

り窓口である旨主張した。 

・  令和４年８月１０日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、給与規程等の改定案に係る協議を要求

項目とする団交を申し入れた。 

・  令和４年９月７日、団交が開催され、団交申入書に記載された事項に加えて、次年度人事計

画についても協議が行われた。本団交において、法人Ｙから新たな資料の提示はなかった。 

給与規程等の改定案について、Ｘ１組合は一旦白紙撤回して再度検討する必要がある旨述

べた。法人Ｙの代理人弁護士（以下「Ｂ２弁護士」という。）は、同改定案の白紙撤回に関する方

向性を次回の団交で示す旨告げた。 

・  令和４年９月２７日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、次年度の人事採用について団交での協

議をするかどうかを法人Ｙ側で検討すること及び給与規程等の改定案の白紙撤回に関する方

向性を示すことを要求項目とする団交を申し入れた。 

・  令和４年１０月６日、団交が開催され、団交申入書記載の事項に加えて、一時金の支給につい

ても以下のような協議が行われた。本団交において、法人Ｙから新たな資料の提示はなかった。 

①次年度の人事採用について団交での協議をするかどうかを法人Ｙ側で検討することについ

て、Ｂ２弁護士は、人事は法人Ｙの専権事項である旨、決定に際してはＢ１高校の現場の意見を

聞いて行う旨述べた。 

②給与規程等の改定案の白紙撤回に関する方向性を示すことについて、Ｘ１組合が給与規程

等の改定案について報告を求めると、Ｂ２弁護士は、現在内容の精査をしており、新たに提示す

る旨告げた。 

・  令和４年１１月１日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、次年度人事採用について、給与規程等の

改定案の白紙撤回に関する方向性を示すこと、法人Ｙの将来構想及び再建状況についての説

明並びに賃金について、を要求項目とする団交を申し入れた。同団交申入書には、「回答に際し

ては具体的な財政資料等の提示を求めます」と記載されていた。 

・  令和４年１１月１４日、団交が開催され、①次年度の人事採用について、②給与規程等の改定

について、③法人Ｙの将来構想及び再建状況について及び④賃金について協議が行われた。

本団交において、法人Ｙから新たな資料の提示はなかった。 

①次年度の人事採用については、平成３０年度にＸ１組合と法人Ｙとの間で締結された確認

書の効力の有無について協議がなされた。 

②給与規程等の改定について、Ｘ１組合が、社会保険労務士に依頼している最中であるのか

尋ねると、Ｂ２弁護士は、詳細は答えられないと述べた。これに対し、Ｘ１組合は、精緻な財務分析

もなく給与規程等の改定を先行するなら昨年からの学びが一切ない旨、給与を削るのは何のた

めなのか説明がないことには理解できない旨主張した。 

③法人Ｙの将来構想及び再建状況について、Ｘ１組合が法人Ｙの再建構想について質問する

と、Ｂ２弁護士は、５か年計画を作成中であり、完成すれば全職員に可能な範囲で開示する旨述

べた。 
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④賃金については、（ⅰ）一時金の支給についてと（ⅱ）年齢給に達していない職員の是正措

置について協議がなされた。（ⅰ）一時金の支給について、Ｘ１組合がゼロなのかと問うと、法人

Ｙはゼロではないが、非常勤の教職員に対する支給は難しい状況で、常勤の教職員に対する支

給を優先したい旨述べた。（ⅱ）年齢給に達していない職員の是正措置について、B２弁護士が、

財源の確保が難しいと述べたところ、Ｘ１組合は、今年度当初に突然定期昇給した例を挙げ、何

度交渉しても駄目だったのに理事長の判断で実施できるならいつでも実施できると考えざるを

得ない旨述べ、財務資料の情報開示を求めた。 

この団交で、Ｘ１組合と法人Ｙは、「次回の団体交渉で、法人Ｙは、財政資料を添えて一時金に

ついての考えを示す。」との内容を含む確認書（以下「１１．１４確認書」という。）を締結した。 

・  令和４年１１月３０日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、一時金の支給及び年齢給に達していな

い職員の是正措置を要求項目とする団交を申し入れた。 

・  令和４年１２月６日、団交が開催され、団交申入書に記載された内容について協議が行われ

た。本団交において、法人Ｙは資料として、同日時点における「資金繰予定表（４年度）」、令和３

年度及び令和４年度の「福岡県私立学校経常費補助金変更交付申請書」を提供した。 

法人Ｙは、一時金の支給について交渉を開始する前に、上記資料をＸ１組合に提供し、冬季賞

与の金額は常勤の教職員が３万円、非常勤の教職員が１万円である旨告げた。そして、法人Ｙは、

公認会計士から翌年度への繰越額については３９００万円を維持するよう指示されており、資金

繰予定表ではそれを満たしていること、また、補助金の交付額が昨年度より３００万円程度しか

増えておらず、そこから一時金の財源として支給できるのは２００万円で、常勤の教職員が６０名

弱、非常勤の教職員が４０名弱であることに加え、Ｘ１組合の要求を考慮し、理事会でこの案が

承認されたことなどを説明した。Ｘ１組合は、この金額では妥結できない旨述べ、法人Ｙに対し、

「少しでもこちらの言ったことに回答ができる資料の準備をしてほしい」と発言した。 

この団交において、Ｘ１組合と法人Ｙは、「法人Ｙは、年内支給が可能な令和４年１２月２０日

（火）までに、団交を開くことを持ち帰り検討する。」という内容の確認書を締結した。 

・  令和４年１２月１２日付けで、Ｘ１組合は法人Ｙに対し、一時金の支給及び年齢給に達していな

い職員の是正措置を要求項目とする団交を申し入れた。同団交申入書には、「回答に際しては

具体的な財政資料等の提示を求めます」と記載されていた。 

・  令和５年１月２７日、団交が開催され、団交申入書に記載された内容について協議が行われ

た。本団交において、法人Ｙは資料として、法人Ｙと他の４校の学校法人との経費等を比較した

「法人Ｙ経費分析」と題する資料（以下「本件財務比較資料」という。）を提供した。 

一時金の支給及び年齢給に達していない職員の是正措置について、Ｂ３理事は、前回の団交

でＸ１組合に示した資金繰予定表により、これから将来に向けて、必要な支出の内容など法人Ｙ

の財務状況を把握できると主張した。続けて、Ｂ３理事は、建物の耐震に関する資料を示し、至急

校舎の耐震化工事の要否の診断を行う必要があること、生徒募集の広報についても見直してい

くことについて言及した上で、本件財務比較資料を配付し、同資料は学校法人に共通する財務

項目について抽出した資料であること、このままいくと今年度で６年連続の赤字となる可能性が

あることを説明し、職員の理解を得ながら人件費を削減する努力をしつつ、一方で、生徒数を増

やす方針である旨述べた。 

また、Ｘ１組合は、令和３年度の経常収支差額はマイナスとなっておらず、本件財務比較資料は

信用性に欠けるものである旨主張し、経常収支差額が一つの指標になるにもかかわらず、それ

を記載していない理由を説明するよう求めた。これに対し、Ｂ３理事は、他の学校法人と比較する
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ために同じ項目を抽出して作成した資料である旨再度説明した。さらに、年齢給に達していない

職員の是正措置について、Ｂ３理事は、「お金はないので、無理ですね」と述べ、再度、必要な資

料があれば書面で示すよう求めた。 

・  令和５年２月１０日付けで、Ⅹ１組合は法人Ｙに対し、一時金の支給及び体育館建設を含めた

再建計画について具体的資料を提示して説明することなどを要求項目とする団交を申し入れた。

同団交申入書には、「事前の具体的資料提供とそれに基づいた説明をお願いします」と記載さ

れていた。また、同日付けで、Ｘ１組合は「法人Ｙ資料提供申し入れ書」と題する文書により、①過

去５年分の財務三表（平成２９年以降）、②耐震化調査結果の文書並びに③令和３年以降の理

事会及び再建特別委員会に提出した財務資料を、次回団交の１週間前までに提供するよう求

めた。 

・  令和５年２月２０日、法人ＹはＸ１組合に対し、財務資料として、平成２９年度から令和３年度ま

での「資金収支計算書」、「人件費支出内訳表」、「活動区分資金収支計算書」、「事業活動収

支計算書」、「貸借対照表」、「固定資産明細表」、「借入金明細表」、「基本金明細表」（以下、こ

れらの８つの書類を総称し「本件計算書類」という。）、「建築物耐震診断等概要表（本館分）」、

「建築物耐震診断等概要表（体育館分）」及び同日時点における「資金繰予定表（４年度）」を

提供した。 

・  令和５年２月２８日、団交が開催された。 

法人Ｙの再建計画について、Ｂ３理事は、具体的な資料を準備して説明する予定である旨述

べた。Ｘ１組合が、これまでに再建特別委員会で提示された資料を明らかにするよう求めたとこ

ろ、Ｂ３理事は、同月１３日の同委員会において資料はなく、役割や今後のスケジュールを決定し

たのみである旨、同委員会での協議内容については、委員には守秘義務が課されているため言

えない旨答えた。 

一時金の支給について、Ｂ３理事は、提供した資料に示されているとおり資金がないことから、

令和４年１２月に支給した以外に支給できる余力はない旨説明した。 

また、 Ｂ３理事が、Ｘ１組合の要求する資料は提供しており、これ以上の資料はない旨述べた

のに対し、Ｘ１組合は、令和５年２月１０日付け「法人Ｙ資料提供申し入れ書」により求めた資料は、

団交で使うとは言っておらず、自分たちの勉強のために求めたものであり、団交の場で回答する

ときに具体的な資料を提供するのは法人Ｙの義務である旨述べた。これに対し、Ｂ３理事は、本日

の団交で提供した資料をもとに協議するのが当然であり、Ｘ１組合の要求に応じた資料は提供

していると反論した。 

・  令和５年３月８日付けで、Ｘ１組合は、①一時金について、具体的資料を提示して説明すること、

②体育館建設を含めた法人Ｙの再建計画、③令和５年度人事、④残業時間の対策及び⑤残業

承認届の趣旨や変更点を団交事項として団交を申し入れた。 

同月１３日付けで、法人Ｙは、上記申入れに対し、①就業時間内における労働組合員の爆睡問

題（以下「組合員の爆睡問題」という。）、②一時金について、具体的資料を提示して説明するこ

と、③令和５年度労働組合員の人事及び④残業時間の対策を団交事項とする旨回答を行った。 

・  令和５年３月２９日、団交が開催された。本団交において、法人Ｙから新たな資料の提示はな

かった。 

本団交の議題が、Ｘ１組合が申し入れた議題から変更されていることについて、Ｘ１組合が理

由を尋ねると、Ｂ３理事は、それぞれ以下のように述べた。 

  （ⅰ）体育館建設を含めた法人Ｙの再建計画については、経営の根幹に関わる内容であるた
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め団交の議題にはふさわしくない。 

  （ⅱ）残業承認届の趣旨や変更点については、校長が朝礼で説明した以上のことはないので、

団交の議題にはふさわしくない。 

  （ⅲ）令和５年度人事については、組合員の人事については団交の議題になるが、非組合員の

人事については関係がないと考え、「組合員の人事」と議題を変更した。 

  （ⅳ）組合員の爆睡問題については、労働者の賃金待遇に関わる問題であるため、議題とした。 

Ｘ１組合が、同月２０日の回答は日程だけを確認したものである旨説明し、時間がないため、Ｘ

１組合と法人Ｙが共に提案した議題について協議することを提案すると、Ｂ３理事は、同月１３日

の法人Ｙの団交申入れに沿って進行しているのであるから、組合員の爆睡問題について最初に

協議すべきと再度主張した。 

また、Ｘ１組合が、一時金の支給について具体的な資料を提示するよう求めると、Ｂ３理事は、Ｘ

１組合は労働者の権利ばかり主張するのではなく、労働者の義務もあると述べ、なぜ組合員の

爆睡問題について協議できないのかと問い質した。これに対し、Ｘ１組合が、職員の給与や働き

方よりも、法人Ｙの将来よりも、職員が疲れて寝ていることの方が重要な問題であるというのかと

質すと、Ｂ３理事は「当然です」と回答した。 

● 判断の要旨 

○  使用者は団交において、誠実に合意の形成を目指す義務を負うから、労働組合の要求を受

け入れたり、譲歩したりできない場合は、その論拠を示すなどして十分な説明を行い、労働組合

の理解を求める必要があるというべきである。よって、自らの見解を根拠付ける情報や資料を

示すことを労働組合から求められた場合に、いかなる情報や資料をどの程度示すべきかは、各

事案における交渉事項及び労働組合の主張、使用者の説明の内容、要求された情報、当該交

渉の経過等に応じて判断されると解される。 

○  本件申立ての対象となっている令和４年２月７日の団交から令和５年３月２９日の団交まで

の一連の交渉過程において、法人Ｙが、Ｘ１組合の申し入れた団交事項に関して、交渉の状況

に応じて適宜、自らの見解を根拠付けるに必要な程度の資料の提示を行っていなければ、その

法人Ｙの対応は誠実交渉義務に違反し、労組法７条２号に該当するといえる。 

○  令和４年２月７日の団交において、Ｘ１組合は、①定期昇給の実施、②一時金の支給、③人事

計画に係る協議及び④給与規程等の改定案に係る協議などを団交事項として申し入れたこと

が認められる。 

    法人Ｙは、上記①定期昇給の実施及び②一時金の支給に対し、「Ｂ１高校生徒数の予測」と

題する資料及び「体育館概算建設費」と題する資料を示して、財務状況は改善したものの体育

館の建替えが急務であるため、定期昇給の実施及び一時金の支給はできない旨を述べた。な

お、定期昇給の実施については「Ｂ１高校職員年齢別給与（月）」と題する資料を示して説明し

たことも認められる。法人Ｙは、上記①及び②の団交事項について、自らの見解を根拠付ける

ための資料を提供したといえる。 

    また、団交事項の上記③人事計画に係る協議及び④給与規程等の改定案に係る協議に関

して、財務資料の提示はなかったものの、協議に大きな支障があったとは認められず、Ｘ１組合

が、資料がないことに抗議した状況も認められない。 

○  令和４年３月９日の団交において、Ｘ１組合は、①給与規程等の改定案に係る協議、②定期

昇給の実施、③一時金の支給及び④人事計画に係る協議などを団交事項として申し入れ、①

の給与規程等の改定案に係る協議について、具体的な分析資料を求めたことが認められる。 
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    同月７日に、法人ＹはＸ１組合に対し、給与規程等の改定については同年４月１日からの適用

を見送る旨通知しており、給与規程等の改定は実施されないこととなったため、当該団交にお

いて、Ｘ１組合に説明するに当たって資料を提示すべき状況にはなかったと解される。 

    そして、当該団交においては、財務資料の提示はなかったものの、協議に大きな支障があっ

たとは認められず、Ｘ１組合が、資料がないことに抗議した状況も認められない。 

○  令和４年４月２０日の団交において、Ｘ１組合は、①給与規程等の改定案に係る協議、②定期

昇給の実施及び③一時金の支給などを団交事項として申し入れ、「回答に際しては具体的な

財政資料等の提示を求めます」と団交申入書に記載していたことが認められる。なお、再建特

別委員会については、当該団交の場で団交事項として加えられたものである。 

    上記①給与規程等の改定については、同年３月９日の団交の時点で実施されないこととな

っており、当該団交においても、法人ＹがＸ１組合に説明するに当たって、資料を提示すべき状

況にはなかったと解される。 

    上記②定期昇給の実施については、法人Ｙの説明に対し、Ｘ１組合は団交の開催を先延ばし

したことが問題であると指摘するにとどまり、当該団交における協議は終了したことが認められ

る。また、上記③一時金の支給については、法人Ｙは支給したい旨回答し、具体的な金額につ

いてのやり取りはないまま協議は終了したことが認められる。 

また、Ｘ１組合が事前に団交事項として示したものではない再建特別委員会については、法

人Ｙが資料提供を行うことは困難であったと解される。 

    当該団交においては、財務資料の提示はなかったものの、協議に大きな支障があったとは認

められず、Ｘ１組合が、資料がないことに抗議した状況も認められない。 

○  令和４年５月２６日の団交において、Ｘ１組合は、①給与規程等の改定案に係る協議及び②

再建特別委員会のメンバーにＸ１組合の代表を加えることを団交事項として申し入れたことが

認められる。 

    団交事項の上記①給与規程等の改定案に係る協議について、当該団交においては、具体

的な改定案の内容等に関する協議には至っておらず、法人ＹがＸ１組合に説明するに当たって、

資料を提示すべき状況にはなかったと解される。 

    また、当該団交においては一時金についての協議も行われているが、一時金については、Ｘ１

組合が事前に団交事項として示したものではないため、法人Ｙが資料提供を行うことは困難で

あったと解される。 

    さらに、団交事項の上記②再建特別委員会のメンバーにＸ１組合の代表を加えることについ

ては、Ｘ１組合が法人Ｙに対し要求している旨告げたのみで協議は終了したことが認められる。 

    当該団交においては、財務資料の提示はなかったものの、協議に大きな支障があったとは認

められず、Ｘ１組合が、資料がないことに抗議した状況も認められない。 

○  令和４年６月１０日の団交において、Ｘ１組合は、①給与規程等の改定案に係る協議及び②

再建特別委員会のメンバーにＸ１組合の代表を加えることを団交事項として申し入れたことが

認められる。 

団交事項の上記①給与規程等の改定案に係る協議については、同年２月７日の団交以降、

Ｘ１組合は一貫して白紙撤回を求めているのに対し、法人Ｙは白紙撤回できない旨説明する等

のやり取りに終始しており、改定案の内容等に関する協議には至っておらず、当該団交におい

て、法人ＹがⅩ１組合に説明するに当たって、資料を提示すべき状況にはなかったと解される。 

また、団交事項の上記②再建特別委員会のメンバーにＸ１組合の代表を加えることについて、
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法人Ｙは、再建特別委員会ではなく建設委員会に参加するよう求めたのに対し、Ｘ１組合はあく

まで再建特別委員会への参加を求める旨述べ、協議は終了したことが認められる。 

当該団交においては、財務資料の提示はなかったものの、協議に大きな支障があったとは認

められず、Ｘ１組合が、資料がないことに抗議した状況も認められない。 

○  令和４年７月８日の団交において、Ｘ１組合は、団交事項の指定はしていないものの、「具体

的な資料に基づいた回答を行い」と要求書に記載していたことが認められる。実際の団交事

項としては、主に①給与規程等の改定等について及び②次年度人事計画について、協議され

たことが認められる。 

    団交事項の上記①給与規程等の改定等については、前回までの団交と同様、引き続き改定

案の内容そのものに関する協議は行われておらず、一時金についても、具体的な金額のやり取

りは行われていないことが認められ、当該団交において、法人ＹがＸ１組合に説明するに当たっ

て、資料を提示すべき状況にはなかったと解される。 

    団交事項の上記②次年度人事計画については、当該団交の時点において、法人Ｙは具体的

な人事計画を立てていたとは認められず、その当否はともかく、資料による説明の対象となるべ

き法人Ｙの見解がまだ十分に固まっていなかったことが認められる。 

    当該団交においては、財務資料の提示はなかったものの、協議に大きな支障があったとは認

められず、Ｘ１組合が、資料がないことに抗議した状況も認められない。 

○  令和４年７月２９日の団交において、Ｘ１組合は、同月８日の団交と同様に、団交事項の指定

はしていないものの、「具体的な資料に基づいた回答を行い」と要求書に記載していたことが

認められる。実際の団交事項としては、主に①給与規程等の改定について、②一時金の支給に

ついて及び③次年度人事計画について、協議されたことが認められる。 

    団交事項の上記①給与規程等の改定については、前回までの団交と同様、引き続き改定案

の内容そのものについての協議は行われていないことが認められ、当該団交において、法人Ｙ

がＸ１組合に説明するに当たって、資料を提示すべき状況にはなかったと解される。 

    団交事項の上記②一時金の支給については、Ｘ１組合が根拠を示すよう求めたのに対し、法

人Ｙは、エアコン修理の見積額については査定中であると回答していることが認められ、このや

り取りから、法人Ｙは、その当否はともかく、当該団交の時点において、資料を提供できる状況に

なかったものと解される。 

    団交事項の上記③次年度人事計画について、Ｘ１組合は、法人Ｙが協議を行わないことにつ

いて批判するにとどまり、協議は終了したことが認められる。 

    当該団交においては、財務資料の提示はなかったものの、協議に大きな支障があったとは認

められず、Ｘ１組合が、資料がないことに抗議した状況も認められない。 

○  令和４年９月７日の団交において、Ｘ１組合は、給与規程等の改定案に係る協議を団交事項

として申し入れたことが認められる。 

    団交事項の給与規程等の改定案に係る協議について、Ｘ１組合は同改定案の白紙撤回を

要求するにとどまり、内容そのものに関する協議は行われていないことが認められ、前回までの

団交と同様、当該団交において、法人ＹがＸ１組合に説明するに当たって、資料を提示すべき状

況にはなかったと解される。 

    また、当該団交においては、次年度人事計画についての協議も行われているが、次年度人事

計画については、Ｘ１組合が事前に団交事項として示したものではないため、法人Ｙが資料提

供を行うことは困難であったと解される。 
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    当該団交においては、財務資料の提示はなかったものの、協議に大きな支障があったとは認

められず、Ｘ１組合が、資料がないことに抗議した状況も認められない。 

○  令和４年１０月６日の団交において、Ｘ１組合は、①次年度の人事採用について団交での協

議をするかどうかを法人Ｙ側で検討すること及び②給与規程等の改定案の白紙撤回に関する

方向性を示すことを団交事項として申し入れたことが認められる。 

    団交事項の上記①次年度の人事採用について団交での協議をするかどうかを法人Ｙ側で

検討することについて、法人Ｙは、人事は法人Ｙの専権事項である旨、決定に際してはＢ１高校

の現場の意見を聞いて行う旨述べるなど、資料を提示しなかったものの自らの見解をＸ１組合

に説明していることが認められる。Ｘ１組合が、資料がないこと自体に抗議した状況は認められ

ない。 

    さらに、団交事項の上記②給与規程等の改定案の白紙撤回に関する方向性を示すことにつ

いても、Ｘ１組合は財務分析を行う必要がある旨述べるにとどまり、前回までの団交と同様、引

き続き改定案の内容そのものに関する協議は行われていないことが認められる。 

    これら団交事項に関する協議において、法人ＹがＸ１組合に説明するに当たって、資料を提示

すべき状況にはなかったと解される。 

    また、当該団交においては、一時金の支給についての協議も行われているが、一時金の支給

は、Ｘ１組合が事前に団交事項として示したものではないため、法人Ｙが資料提供を行うことは

困難であったと解される。 

○  令和４年１１月１４日の団交において、Ｘ１組合は、①次年度の人事採用について、②給与規

程等の改定案の白紙撤回に関する方向性を示すこと、③法人Ｙの将来構想及び再建状況につ

いての説明並びに④賃金について、を団交事項として申し入れ、「回答に際しては具体的な財

政資料等の提示を求めます」と団交申入書に記載していたことが認められる。 

    団交事項の上記①次年度人事採用及び上記②給与規程等の改定案の白紙撤回について

は、これらの内容そのものについて言及することなく、協議は終了したことが認められ、当該団

交において、法人ＹがＸ１組合に説明するに当たって、資料を提示すべき状況にはなかったと解

される。 

    団交事項の上記③法人Ｙの再建状況については、５か年計画を作成中であり完成すれば開

示する旨述べたことが認められることから、法人Ｙは、当該団交の時点において、資料を提供で

きる状況になかったものと解される。 

    上記④賃金については、法人Ｙが、一時金はゼロではないが常勤の教職員を優先して支給

する考えである旨述べるにとどまっており、この段階において、その当否はともかく、資料による

説明の対象となるべき法人Ｙの見解がまだ十分に固まっていなかったことが認められる。一方、

年齢給に達していない職員の是正措置については、Ｘ１組合が財務資料の情報開示を求めた

ことが認められるが、次回団交で資料を提示した上での継続協議とする旨の確認書を締結し

ていることからすると、Ｘ１組合も、資料は次回団交において提示されることについて許容してい

たといえる。 

    当該団交においては、財務資料の提示はなかったものの、協議に大きな支障があったとは認

められず、Ｘ１組合が、資料がないことに抗議した状況も認められない。 

○  令和４年１２月６日の団交において、Ｘ１組合は、一時金の支給及び年齢給に達していない職

員の是正措置を団交事項として申し入れた。そして、同年１１月１４日の団交において１１．１４確

認書を締結したことが認められる。 
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    法人Ｙは、１１．１４確認書の内容を踏まえて、上記の団交事項に対し、自らの見解を根拠付け

るための資料として、同月６日時点における「資金繰予定表（４年度）」を示して、資金繰りとし

て３９００万円を維持する必要があり、また同様に、令和３年度分と令和４年度分の「福岡県私

立学校経常費補助金変更交付申請書」を示して、一時金支給の財源となる補助金の交付額

が昨年度より３００万円程度しか増えていないことを説明し、一時金に充てることのできる財源

と教職員数を踏まえて、一時金の支給額を決定した旨を告げたことが認められる。 

Ｘ１組合は、令和４年１１月１４日の団交において、団交事項である「年齢給に達していない職

員の是正措置」に関して財務資料の情報開示を求めたが、その後の同月３０日付けの団交申

入れにおいて、同事項を要求項目として挙げているものの、当該要求項目に関する資料の不足

や不備について言及していない上、当該団交においては、資料がない旨抗議した状況も認めら

れない。 

一方、Ｘ１組合は、法人Ｙが提示した上記資料について、「少しでもこちらの言ったことに回答

ができる資料の準備をしてほしい」と発言したことが認められる。しかしながら、Ｘ１組合がどの

ような情報や資料が必要なのかを具体的に示したとはいい難い。 

○  令和５年１月２７日の団交において、X１組合は、一時金の支給及び年齢給に達していない職

員の是正措置を団交事項として申し入れ、「回答に際しては具体的な財政資料等の提示を求

めます」と団交申入書に記載していたことが認められる。 

    団交事項の一時金の支給について、法人Ｙは、協議は済んでいるという認識である旨述べた

が、Ｘ１組合が令和４年１２月６日の団交で締結した確認書について触れると、前回の団交で示

した「資金繰予定表（４年度）」により、将来にわたる必要な支出の内容など法人Ｙの財務状況

を把握できると述べ、併せて上記本件財務比較資料及び建物の耐震に関する資料を示して、

職員の理解を得ながら人件費を削減するとともに、生徒数を増加させる方針である旨説明し

たことが認められる。法人Ｙは、当該団交において、自らの見解を根拠付けるための資料として、

「資金繰予定表（４年度）」及び本件財務比較資料等を用いたものといえる。 

    また、令和４年１２月６日の団交において「法人Ｙは、年内支給が可能な１２月２０日（火）まで

に、団交を開くことを持ち帰り検討する」との確認書が締結されていることから、当該団交の団

交事項である一時金の支給については、前回団交からの継続協議であることが認められ、法

人Ｙが、当該団交において、前回の団交で示した「資金繰予定表（４年度）」により法人Ｙの資

金の流れを把握できる旨の説明を行ったことは、法人Ｙの対応として理解できるところである。 

一方、Ⅹ１組合は、法人Ｙが提示した本件財務比較資料について、信用性に欠けるものであ

る旨主張する。本件財務比較資料が信用性に欠けるものであるかはともかく、Ｘ１組合から、令

和５年２月１０日付け「法人Ｙ資料提供申し入れ書」と題する文書により資料提供の申入れが

なされたところ、法人Ｙは、次回の団交（令和５年２月２８日の団交）の前に、本件計算書類、「建

築物耐震診断等概要表」、及び同月２０日時点における「資金繰予定表（４年度）」を提供して

おり、Ｘ１組合からの要求に対し、相応に対応したといえる。 

○  令和５年２月２８日の団交において、Ｘ１組合は、一時金の支給及び体育館建設を含めた再

建計画に関する説明などを団交事項として申し入れ、「事前の具体的資料提供とそれに基づ

いた説明をお願いします」と団交申入書に記載していたことが認められる。 

    また、Ｘ１組合は、同月１０日付け「法人Ｙ資料提供申し入れ書」と題する文書により、①過去

５年分の財務三表、②耐震化調査結果の文書並びに③令和３年以降の理事会及び再建特別

委員会に提出した財務資料の提供を求めたことが認められる。 
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    法人Ｙは、上記の団交事項及び組合の要求に対し、本件計算書類、「建築物耐震診断等概

要表（本館分）」、「建築物耐震診断等概要表（体育館分）」及び「資金繰予定表（４年度）」を

提供したことが認められる。 

団交事項の一時金について、法人Ｙは、上記資料を示し、資金がないことから令和４年１２月

に支給した額となった旨説明し、また、団交事項の体育館建設を含めた再建計画については、

具体的な資料を準備して説明する予定である旨述べていることが認められる。 

加えて、法人Ｙは、Ｘ１組合が要求する資料は提供しており、これ以上の資料はない旨述べて

いることが認められる。 

法人Ｙが提示した上記資料について、Ｘ１組合は、これらの資料は団交のためではなく、自ら

の勉強のために求めた資料であるとして、団交で回答する際に具体的な資料を提供するのは

法人Ｙの義務である旨述べており、上記資料について団交における根拠資料たり得ないと主張

していることが認められる。しかし、Ｘ１組合がどのような情報や資料が必要なのかを具体的に

示したとはいい難い。 

法人Ｙが提供した本件計算書類は、平成２９年度から令和３年度までの「資金収支計算書」、

「人件費支出内訳表」及び「貸借対照表」等を含むものであって、法人Ｙの収支が詳細に記さ

れており、法人Ｙは、当該団交において、自らの見解を根拠付けるための資料を提供したといえ

る。 

○  令和５年３月２９日の団交において、Ｘ１組合は、①一時金について、具体的資料を提示して

説明すること、②体育館建設を含めた法人Ｙの再建計画、③令和５年度人事、④残業時間の対

策及び⑤残業承認届の趣旨や変更点を団交事項として申し入れたことが認められる。 

    法人Ｙは、①組合員の爆睡問題、②一時金について、具体的資料を提示して説明すること、

③令和５年度労働組合員の人事及び④残業時間の対策を団交事項とする旨回答を行ったこ

とが認められる。 

    同年２月２８日の団交において、法人Ｙは、Ｘ１組合が要求する資料は提供しており、これ以上

の資料はない旨述べたのに対し、Ｘ１組合は、一時金について具体的資料を提示して説明する

よう求めるのみで、その資料の内容について具体的に示したとはいい難い。 

    また、そもそも当該団交においては、Ｘ１組合と法人Ｙとの間で、団交で協議すべき事項自体

について折り合いがつかなかったことが認められ、当該団交の時点において、法人ＹがＸ１組合

に説明するに当たって、新たな資料を提示すべき状況にはなかったと解される。 

○  上記のとおり、令和４年２月７日の団交から令和５年３月２９日の団交までの一連の交渉過

程において、法人Ｙは、Ｘ１組合からの団交事項に関して、自らの見解を根拠付けるに必要な程

度の資料の提示を行っていないとはいえない。 

○  Ｘ１組合ら申立人は、法人Ｙが提供した資料に対して不十分だと主張する。 

  確かに、令和４年２月７日の団交、同年１２月６日の団交、令和５年１月２７日の団交及び同年

２月２８日の団交においては、Ｘ１組合は法人Ｙが提示した資料について納得した様子はうかが

えず、その都度、批判を行ったことが認められるが、その後、Ｘ１組合がより具体的に必要な情報

や資料を特定した上で、その提出を求めたなどの経過は確認できない。また、法人Ｙからの提

示資料がないことで、団交における協議に大きな支障があったとはいえないことから、法人Ｙが

上記各団交で提示した資料について、一概に不当であると評価することはできず、法人Ｙの対

応を不誠実であったと評価するまでには至らない。 

よって、申立人の主張は採用できない。 
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      ○  以上のことから、本件各団交において、法人Ｙは、財務資料等経営状況に関する資料を提示

しなかったとはいえず、労組法７条２号に該当しない。 

 

（10）オンラインでの団交 

【該当事件】 

オンラインでの団交が問題となった事件のうち特徴的な事例は、以下の１件であった。 

ア  福岡労委令和３年（不）第２号事件は、被申立人会社が申立人組合による２度の団交申入れに

応じなかったことが労組法７条２号の不当労働行為に該当するかが問題となった。 

当労委は、２度の団交申入れのうち、令和３年１月５日付けの団交申入れについては、当時の新

型コロナの感染状況を踏まえると、対面での団交には応じられないという被申立人会社の対応は

理解できるものであり、また、その後の申立人組合からの団交申入れに対し、被申立人会社がウ

ェブ会議方式等による団交の実施といった対面に代わる対応を申し入れていることを考慮すると、

被申立人会社の行為は労組法７条２号の不当労働行為に該当しないと判断した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委令和３年（不）第２号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        有限会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  医療、福祉 

    ● 事件の概要     

・  令和３年１月５日、Ｘ組合はＹ社に対し、団交申入書（以下「１．５申入書」という。）を提出し、団

交申入れ（以下「１．５申入れ」という。）を行った。 

１．５申入書の中で、Ｘ組合は、議題を記載し、場所をＹ社が経営する介護施設（以下「施設」と

いう。）内の会議室とした上で、速やかに団交に応じるよう求めた。 

・  福岡県においては、令和２年１２月以降、新型コロナの新規陽性者数の増加傾向が顕著とな

り、令和３年１月に入っても、その数が高い水準で推移していた。同年１月１３日、国は新型コロナ

ウイルス感染症緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）の対象区域に福岡県を追加する

ことを決定し、同月１４日から２月７日までの間、緊急事態宣言が発令された。その後、この期間

は、同月２８日まで延長された。 

以降も、新型コロナについては厳しい感染状況が続き、福岡県では、令和３年５月と同年８月

に緊急事態宣言が発令された。 

・  令和３年１月２０日、Ｙ社は代理人のＢ弁護士名の文書で、Ｘ組合に対し、１．５申入書について

回答を行った。当該文書には、福岡県に緊急事態宣言が発令されていることを理由に、書面の

やり取りにて対応したい旨と、１．５申入書に議題として記載された事項に対する回答が記載され

ていた。 

・  令和３年２月１５日、Ｘ組合は、本件救済申立てを行った。 

その後、同年３月５日、Ｘ組合はＹ社に対し、「要求書」と題する文書（以下「要求書」という。）

を送付した。要求書には、８項目の要求事項が記載され、これらについて同月１６日までに団交

を行うよう求める旨の記載があった。 

・  令和３年３月１６日、Ｙ社は、上記要求書に対する回答を文書により行った。この回答文書には、

団交について、「新型コロナがありますので、書面、電話、ウェブ会議等での対応でお願いしま
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す。」と記載されていた。 

・  令和３年３月１９日、Ｘ組合はＹ社に対し、「抗議並びに団体交渉申入書」と題する文書を送付

し、上記要求書と同様の議題で、同月２６日に施設内の会議室で団交を開催するよう申し入れ

た。 

    ● 判断の要旨     

○  Ｘ組合は、１．５申入書において、団交の開催場所を施設内の会議室とするよう申し入れ、本

件審査手続においても、対面で団交を行うべきと主張している。 

○  本件において、対面による団交を行うとした場合、通常施設には出入りしていないＸ組合のＡ

執行委員長及びＹ社の代理人であるＢ弁護士が団交の出席者に含まれることが想定される。 

    そして、Ｘ組合が１．５申入書にて団交申入れを行った時点の社会情勢をみれば、福岡県内に

おいては新型コロナの感染が拡大する状況にあり、令和３年１月１４日から翌月７日までの間、

緊急事態宣言が発令される状況に至っていた。 

    このような中、Ｙ社が、多数の高齢者が入居する施設内における新型コロナの感染リスクを

低減させるため、外部の者の立入り自体を制限すべきと考えることは、社会通念上不当とはい

えない。 

    上記の状況にあって、Ｙ社が、高齢者の介護等に携わる施設職員が対面による団交に出席

することで、新型コロナに感染するリスクを考慮し、対面による実施には応じられないとしたこと

については、相応に理解できるところである。 

○  加えて、１．５申入書に対し、Ｙ社は文書により一定の回答を行っている。 

○  さらに、令和３年３月５日、Ｘ組合が要求書にて団交を申し入れたのに対し、Ｙ社は同月１６日、

書面により回答するとともに、ウェブ会議方式等による団交の実施を申し入れている。これは、Ｙ

社が、同年２月末をもって緊急事態宣言は解除されたものの、依然として新型コロナの感染状

況が厳しい当時の状況を踏まえ、対面に代わる対応をＸ組合に提案しているものと評価できる。 

    それに対し、Ｘ組合は、同年３月１９日、ウェブ会議方式等による団交の実施の提案について

回答することなく、同月２６日に施設内の会議室で団交を開催するよう申し入れている。 

○  上記の事情からすれば、１．５申入れに対するＹ社の対応は、正当な理由なく団交を拒んだと

まではいえず、労組法７条２号の不当労働行為には該当しない。 

 

（１１）組合活動の制限 

   【該当事件】 

救済申立ての対象行為のうち、労組法７条３号の支配介入として「組合活動の制限」が争われた特

徴的な事件は、以下の４件であった。 

ア  福岡労委平成２６年（不）第１０号事件は、被申立人法人の学長が全教職員向け説明会におい

て、申立人組合員らが行ったビラ配布を信用失墜問題であるなどとし、教育学部長等にビラ配布

への対応や見解を文書で提出するよう命じた旨発言したこと及び被申立人法人が学長のこの発

言内容を被申立人法人の大学公式ウェブサイトに掲載したことが労組法７条３号の不当労働行為

に該当するか否かが争点の一つとなった事件である。 

当労委は、申立人組合員の組合活動を委縮させる効果を与えるものであるとして労組法７条３

号に該当すると判断した。 

イ  福岡労委平成３０年（不）第４号事件は、①被申立人会社が本社敷地内における平成３０年６

月２７日の申立人組合の集会を妨害する行為を行ったこと及び②被申立人会社が会社本社や運
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営する各葬儀場に申立人組合などが立ち入ることなどの禁止を求めて仮処分の申立てを行った

ことが労組法７条３号の不当労働行為に該当するか否かが争点となった事件である。  

当労委は、①について、被申立人会社が本社敷地内での組合活動を規制しようとした行為はそ

の相当性の範囲を超えたものとは認められず、また、②について、被申立人会社が仮処分を申し

立てたのは、各葬儀場において平穏に営業活動を行うことを目的としたものと考えられ、殊更に組

合活動の制限を目的としたものとは認められないため、いずれも労組法７条３号には該当しないと

判断した。 

ウ  福岡労委令和元年（不）第５号事件は、企業内組合の組合代議員選挙において、①被申立人

会社が、当該選挙の立候補届出を支店長に対して行わせたこと、②選挙の方法についての申立

人組合員の改善申入れに応じなかったこと及び③申立人組合員の選挙公約を記した文書の配布

を許可しなかったことが労組法７条３号の不当労働行為に該当するか否かが争点の一つとなった

事件である。  

当労委は、①について、支店長が立候補届を受理する行為は、被申立人会社が申立人組合の

運営に介入し、組合活動を委縮させる効果を与えるものと評価せざるを得ない、③について、選挙

公約の配布を認めないとした理由には事業の円滑な遂行のための合理性を認めることはできな

いことから労組法７条３号に該当すると判断した一方、②の組合代議員選挙の実施に関すること

については、申立人組合が自主的に決定すべきものであり、被申立人会社が関与すべきものでは

ないことから労組法７条３号には該当しないと判断した。  

エ  福岡労委令和２年（不）第２号事件は、被申立人の病院が、申立人組合に対して休憩室及び

院内保育所門前でのビラ配布を許可しなかったことが、労組法７条３号の不当労働行為に該当す

るか否かが争点の一つとなった事件である。 

当労委は、申立人組合が休憩室及び院内保育所門前でのビラ配布を求める事情も考慮する

と、被申立人の病院が、十分な協議を経ないまま、それらの場所でのビラ配布を許可しなかった行

為は、申立人組合の組合活動を阻害するものであり、労組法７条３号に該当すると判断した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委平成２６年（不）第１０号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        国立大学法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  教育、学習支援業 

    ● 事件の概要     

・  法人Ｙにおいては、平成２５年１１月、運営する大学の学長候補者として２名が推薦されたが、

同月２６日の学長選考会議において、同日に行われた意向投票で投票数の少なかった当時のＢ

学長を学長候補者とすることを決定した。 

・  平成２５年１２月６日から１２日までの間の５日間、Ｘ組合は、法人Ｙの学長選考会議の選考結

果を問題とするビラを大学の最寄駅前の公道で配布し、Ａ組合員も配布を行った（以下「本件ビ

ラ配布」という。）。 

・  平成２５年１２月２０日、全教職員に向けた説明会の席上において、Ｂ学長は、Ｘ組合が行った

本件ビラ配布を「信用失墜行為」とし、今回起きた事案に対する秩序の回復に取り組む旨、また、

管理職である教育学部長及び大学院研究科長に対して、本件ビラ配布への対応に関する文書

の提出を命じた旨発言するとともに、この発言の概要を大学公式ウェブサイトに掲載した。 
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    ● 判断の要旨     

○  使用者は、憲法２１条に掲げる言論の自由を有しているが、労働者の団結権との関係では一

定の制約を受け、どの程度制約されるかについては、発言の内容、表現方法、それがなされた

状況、それが組合の運営や活動に与える影響、使用者の意図などを総合して、具体的に判断さ

れるべきものである。 

○  Ｂ学長の発言からは、Ｘ組合による本件ビラ配布活動を、大学における秩序維持に対する重

大な障害であると捉えていたことがうかがえる。また、Ｂ学長の「今回起きた事案に対する秩序

回復（中略）に取り組」むという表現は、本件ビラ配布活動を行った者に何らかの不利益な措

置がされることを推測させるものである。 

○  さらに、Ｂ学長が、教育学部長らに今回の事案にどう対応するのか文書で提出するよう命じ

た旨を殊更全教職員に説明したことを考慮すると、同学長発言は、本件ビラ配布のような組合

活動に対して、そのような活動を行った者に対する不利益な措置を課すなどにより、これらの組

合活動を抑制しようとするものであって、その考えを全教職員に知らしめる目的で行われたも

のとみることができる。 

○  ビラの記載内容は、全体として事実を伝えるもので特に問題なく、大学最寄駅前で通勤・通

学途上の教職員及び学生を中心に配布されている。また、大学は教職員が意見を表明するこ

とが広く認められる職場であること、法人Ｙには、学長選考に関して教職員による意向投票のよ

うに、教職員がそれぞれの意見を反映させることができる手続が存在していたこと及びＢ学長

が法人Ｙの運営についてどのように考えているかによって、間接的ではあっても、教職員の労働

条件に影響を及ぼすことが考えられ、本件ビラ配布活動は、正当な組合活動であると判断され

る。Ｂ学長が、これを規制の対象とするかのような発言を説明会に参加した教職員に向けて行

い、さらに、その発言内容を大学公式ウェブサイトに掲載したことは、組合員の正当な組合活動

を委縮させるものであったといわざるを得ない。 

〇  組合活動を萎縮させようとする法人Ｙの代表者であるＢ学長の強い意思を示すものであって、

使用者の言論の自由の範囲を超えるものとして、組合活動に対する支配介入となるものであっ

て、労組法７条３号に該当する。 

 

    イ 福岡労委平成３０年（不）第４号事件 

● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  生活関連サービス業、娯楽業 

    ● 事件の概要    

・  平成２９年８月２５日、Ｙ社は、マイクロバスの運転手として勤務していたＡ組合員を解雇する旨

通告した。 

・  平成２９年８月２８日、同年９月８日及び同月２８日、Ｘ組合は、Ｙ社に対して、解雇撤回を求めて、

団交の開催を要求したが、Y社は拒否した。 

・  平成２９年１０月１８日、Ｘ組合は、Ｙ社の行った組合員に対する解雇、解雇通告以降の団交拒

否等が不当労働行為に該当するとして当労委へ救済申立てを行った。 

・  平成２９年１０月２７日、Ｘ組合は、Ａ組合員の解雇問題等の解決を求める団交申入書を提出

するため、Ｙ社本社へ赴き、この敷地内において集会を行った。Ｙ社の従業員数名が、玄関前で、

集会の終了まで、その様子をビデオカメラで撮影する等したが、特に集会を止めるように求めな
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かった。なお、Ｙ社本社社屋の東側の建物にある就業支援室では、障がいを持つ従業員が７名

程勤務しており、そのうちの大半は、精神障がいを持つ者であり、集会開始後、５名の従業員が

心身の不調を訴えた。 

・  平成２９年１１月２８日及び平成３０年１月２５日、Ｘ組合は、Ｙ社に対し、Ａ組合員の解雇の撤回

等を求めて、Ｙ社の運営する各葬儀場の前で集会等を行った。 

・  平成３０年２月２３日及び同年５月２４日、Ｘ組合は、Ｙ社本社社屋の玄関前で集会を行った。い

ずれの日においても、心身の不調を訴えた従業員はいなかった。 

・  平成３０年５月３１日、当労委は、調査期日の中で、両当事者に対し、和解案を提示した。同和

解案について、Ｘ組合は受諾するとの回答を行ったが、Ｙ社は拒否した。 

・  平成３０年６月２７日、Ｘ組合は、Ｙ社が和解案を受け入れなかったことに対する抗議を行うた

め、Ｙ社本社へ赴き、この敷地内において集会を行った。集会を始めるとすぐに、Ｙ社のＢ係長が

ハンドマイクの発言者であるＸ組合の支部長の前に立ちはだかり、同支部長の声を遮るような大

声をあげる等、集会の進行を妨害する行為を繰り返した。さらに、Ｙ社は、不退去罪として警察に

通報し、警察官がパトカーでＹ社本社に来る事態となった。なお、就業支援室では、１３名程の従

業員が就労していたが、そのうち２名の従業員が心身の不調を訴えた。 

・  平成３０年８月３日、Ｙ社は福岡地裁に対し、Ｘ組合、支部及びＡ組合員がＹ社本社やＹ社が運

営する各葬儀場に立ち入ること等の禁止を求めて仮処分申立てを行った。 

    ● 判断の要旨    

①  Ｙ社がＹ社本社敷地内における平成３０年６月２７日のＸ組合の集会を妨害する行為を行った

ことについて 

○  平成３０年６月２７日の集会が行われた場所はＹ社本社敷地内であり、会社施設内におけ

る組合活動は、本来、使用者との合意ないし慣行に基づいて行われるものであって、労働組

合又はその組合員が当然に利用できるものではなく、また、使用者は、組合活動のために組

合員による会社施設の利用を当然受忍しなければならないものではない。よって、Ｙ社の行う

規制が相当性の範囲を逸脱するものではない限り、そのような規制は支配介入に該当する

とはいえないため、以下検討する。 

○  平成２９年１０月２７日や平成３０年６月２７日の集会の際、就業支援室の従業員数名が心

身の不調を訴えており、Ｂ係長の行為は、このような支障を生じさせないことを目的としたも

のである。 

○  Ｙ社の規制行為については、数名の従業員が集会の様子をビデオカメラで撮影した程度

にすぎず、その他は専らＢ係長が単独で行ったものである。 

○  Ｂ係長の行動や発言内容を見ると、３０名を超える組合員らに聞こえるようにするためには、

ある程度声が大きくなるのもやむを得ない。また、同係長の発言内容は、Ｙ社に施設管理権

があることを告げるとともに、就業支援室での支障を生じさせないことを目的とした発言にと

どまっている。 

○  Ｂ係長が支部長に顔を近づけて集会を止めるよう声を張り上げた点についても、同係長は、

ハンドマイクを使用して発言している同支部長に対抗して声を張り上げたものにすぎず、この

対応も特に問題とすることはできない。 

○  Ｂ係長は、Ｘ組合に対し退去を求めたものの、Ｘ組合が退去しなかったため、その後に生じ

る可能性のある不測の事態に備えて警察に通報したと考えられ、特に問題とすることはでき

ない。 
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〇  平成３０年６月２７日の集会は、途中で打切りになったわけではなく、組合活動に支障や影

響を与えたわけではない。 

〇  Ｙ社がＹ社本社敷地内での組合活動を規制しようとした行為については、その相当性の範

囲を超えたものとは認められず、Ｘ組合の集会に対するＹ社の対応は、支配介入には該当し

ない。 

②  Ｙ社がＹ社本社やＹ社が運営する各葬儀場にＸ組合などが立ち入ることなどの禁止を求めて

仮処分の申立てを行ったことについて 

〇  仮処分申立てについては、憲法３２条の規定に照らせば、Ｙ社が権利を行使することは、非

難されることではないが、仮処分申立てが労働組合への支配介入等を目的としてなされた

場合には、その仮処分申立て自体が不当労働行為となる場合も考えられる。 

〇  Ｙ社が仮処分を申し立てたのは、解雇について労使間での対立が続く中にあっては、同様

の集会等がその後も行われることが予想されていた状況において、就業支援室の従業員が

心身の不調を訴える事態の発生を避けることや、遺族が故人との最後の時間を静かに過ご

すなど、各葬儀場において平穏に営業活動を行うことを目的としたものと考えられ、殊更に組

合活動の制限を目的としたものとは認められず、労組法７条３号には該当しない。 

 

    ウ 福岡労委令和元年（不）第５号事件 

● 申立人          個人Ｘ 

    ● 被申立人        Ｙ株式会社（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要   

・  平成３０年６月１３日、Ａ労働組合（以下「Ａ組合」という。）の組合員であるＸは、所属する班の

ミーティングの際、「Ａ組合の代議員に立候補したい者は本日午後８時までに、Ｂ支店長に届け

出るように」と知らされた。Ｘは、同日午前に、Ｂ支店長に対し、組合代議員への立候補をなぜ支

店長に届け出なければならないのかとの疑問を述べた上で、立候補を申し出た。 

・  平成３０年６月１４日の朝、Ｂ支店長は、休暇中のＸに対して、同日及び同月１５日に組合代議

員選挙を行う旨電話で連絡した。 

・  平成３０年６月１４日の昼過ぎ、Ｘは、Ｙ社の応接室において、Ｙ社及びＡ組合に対する組合代議

員選挙について申入事項を記載した文書をＢ支店長及びＡ組合の代議員２名に提出した。       

代議員らは、申入事項のうち、投票日の変更や選挙管理委員会の設置の必要はないなどと主

張した。 

・  平成３０年６月１４日の１７時頃、Ｘは、乗務員に周知されていない、Ｙ社が車両事故の負担金

徴収等について定めた車両貨物事故損害弁償等基準（以下「事故弁償基準」という。）に係る

主張を含めた選挙公約を配布することについてＢ支店長に許可を得るため事務所に行ったが、

同支店長は不在であった。Ｘは、構内で作業をしていた組合員１名に本件選挙公約を手渡した。 

・  その後、Ｂ支店長が事務所に戻ったため、Ｘは選挙公約の配布について許可を求めたが、同

支店長は、配布の許可について自己で判断できない場合には社長に伺いを立てる必要がある

として、許可しなかった。 

・  平成３０年６月１５日、Ｂ支店長はＸに対し、同月１４日の本件選挙公約の配布について叱責し、

勤務改善指導書を手渡した。同指導書には、「最悪の場合は懲戒解雇処分になる」旨記載され

ていた。 
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    ● 判断の要旨 

①  Ｙ社が、企業内組合であるＡ組合の組合代議員選挙の立候補届出をＢ支店長に対して行わ

せたことについて 

〇  本来、組合の役員選挙は組合の自主性や独立性を確保した上で行われなければならず、

会社が組合代議員選挙に対して支配介入に当たるような関与を行って組合活動を萎縮させ

ることは許されない。 

○  労務管理上、Ｙ社を代表して一定の行為を行う立場にあるＢ支店長が立候補届を受理し、

また、組合代議員選挙の投票日について、あえてＸに対して電話で連絡していること、Ｙ社が

Ｘの選挙活動を嫌悪していることが推認されることを併せ考えると、同支店長の行動は、Ｙ社

がＡ組合の運営に介入し、組合活動を委縮させる効果を与えるものと評価せざるを得ず、支

配介入に該当する。 

②  選挙の方法についての組合員の改善申入れに応じなかったことについて 

○  選挙管理委員会の設置や、告示日と投票日との間の期間の設定等の組合代議員選挙の

実施に関することについては、Ａ組合が自主的に決定すべきものであり、Ｙ社が関与すべきも

のではないことから、選挙の方法についてのＸの改善申入れに応じなかったことは、支配介

入に該当しない。 

③  組合員の選挙公約を記した文書の配布を許可しなかったことについて 

○  選挙公約の配布に対して、Ｂ支店長は、（ⅰ）選挙公約の文面に事実と異なる点があるこ

と、（ⅱ）他の従業員が勤務時間中であることを理由として、配布を許可していない。 

○  （ⅰ）については、重要な誤りを含むようなものではないため、このことは配布を許可しな

い理由として相当とはいえない。（ⅱ）については、（ⅱ）そのものを理由としたというよりむし

ろ、Ｂ支店長はＸが選挙公約により事故弁償基準の存在を乗務員に知らせることにより、Ｙ社

が周知していない事故弁償基準が広く社内に知られることを嫌って、許可しなかったものと

考えざるを得ない。 

〇  加えて、Ｙ社は、Ｘに交付した平成３０年６月１５日の勤務改善指導書において、Ｙ社の許可

のない文書を構内でわずか１枚配布したことに対して「最悪の場合は懲戒解雇処分になる」

とまで警告し、さらに、平成２７年４月以降、同指導書が交付された事例はいずれも業務上の

過失等を理由としたものであり、Ｙ社内での組合活動や文書配布を理由としたものはないば

かりか、従業員が組合の執行委員長の教宣に参加するという組合活動に対しては、これを勤

務扱いとしており、Ｙ社がＸの組合活動を嫌っていたことは、十分推認できる。 

〇  Ｂ支店長が選挙公約の配布を認めないとした理由には事業の円滑な遂行のための合理

性を認めることはできず、同支店長がＸに対して、選挙公約の配布を許可しなかったことは、

Ｘの組合活動を阻害し、組合活動に対する支配介入となるものである。 

 

エ 福岡労委令和２年（不）第２号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        独立行政法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  医療、福祉 

    ● 事件の概要     

・  平成３１年３月１日、Ｘ組合は、法人Ｙが運営するＢ病院に対し、休憩室及び院内保育所門前に

おいて、ビラの配布を許可することを議題として、団交を申し入れた。 
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・  平成３１年４月２６日、令和元年７月１日及び同年１１月２２日に団交（以下「本件団交」という。）

が行われた。 

・  本件団交の中で、Ｘ組合は、ビラを配布する時間帯に現在許可している３箇所の通用口を利

用しない職員がいること等から、休憩室でのビラ配布の必要性について主張し、毎回違う者が

ビラを配布することのないように配慮する案や、ビラ配布について何分以内に休憩室を退出する

という時間設定も可能であるという案を示したが、Ｂ病院は、職員の休憩時間の確保のため等と

して許可できない旨回答した。また、院内保育所門前でのビラ配布について、Ｘ組合は、同保育

所がＢ病院と別の敷地にあること等から、ビラ配布の必要性について主張し、Ｂ病院が発行する

許可証を着用するという案や、同保育所の職員に限定して配布するという案を示したが、Ｂ病院

は、管理が行き届かない飛地である等として許可できない旨回答した。 

    ● 判断の要旨     

○  一般に、ビラ配布は組合にとって重要な組合活動であり、本来ビラ配布に関するルールにつ

いては、団交の中で協議されるべきものである。 

    本件においては、現在許可されている３箇所の通用口では、出勤時間帯が様々であるＢ病院

の職員に対し、ビラを配布しきれないという事情や、Ｘ組合が組合員の範囲としている院内保育

所の職員に対し、配布することができないという事情が認められる。 

○  本件団交において、Ｘ組合は、休憩室及び院内保育所門前でのビラ配布に係るルールにつ

いての対案を示しているが、Ｂ病院は協議しようとする姿勢を全く見せていない。このように協

議が尽くされていない中で、Ｂ病院は、一律にビラ配布を制限しており、こうしたＢ病院の対応に

よってＸ組合のビラ配布が阻害されていることが認められる。 

○  ビラ配布という組合活動が一定制限を受けていることは、本件団交におけるＢ病院の対応が

不誠実であったことに起因している。 

○  Ｘ組合が休憩室及び院内保育所門前でのビラ配布を求める事情も考慮すると、Ｂ病院が、

十分な協議を経ないまま、それらの場所でのビラ配布を許可しなかった行為は、組合活動を阻

害するものであり、労組法７条３号の不当労働行為に該当する。 

 

（１２）使用者の言動 

   【該当事件】 

救済申立ての対象行為のうち、労組法７条３号の支配介入として「使用者の言動」が争われた特徴

的な事件は、以下の１件であった。 

ア  福岡労委令和３年（不）第１０号事件は、団交の中で、フェイスブック上の申立人組合の執行委

員長の管理に係る２つのアカウントにおける投稿について、被申立人会社が営業妨害と主張した

ことが労組法７条３号の不当労働行為に該当するか否かが争点の一つとなった事件である。 

当労委は、被申立人会社が営業妨害と主張したことは、申立人組合員に威嚇的効果を与え、

申立人組合の弱体化を図る行為に当たり、労組法 7条３号に該当すると判断した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委令和３年（不）第１０号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        Ｙ株式会社（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 
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    ● 事件の概要     

・  平成３０年７月頃、Ｙ社は、新たな賃金規程に基づく賃金制度の導入を目指し、C１労働組合

（以下「C１組合」という。なお、C１組合は、いわゆる合同労組である。）Ｃ２支部及びＤ労働組合

（以下「Ｄ組合」という。なお、Ｄ組合はＹ社の企業内労組である。）との間でそれぞれ協議を開始

した。Ｃ２支部は、Ｙ社の提案に反対した。 

Ｙ社は、平成３０年１０月１日以降、Ｃ２支部の組合員が所属しない事業所等において新たな賃

金規程を適用した。 

・  平成３０年１１月頃、Ｃ２支部のＡ支部執行委員長（以下、後述の令和２年７月のＸ組合結成前

までは「Ａ支部執行委員長」、Ｘ組合結成後は「Ａ委員長」という。）は、フェイスブック上で、「ひど

～いＹ社ハ、ペテン師、詐欺、だますんだ、賃上げ？賃下げじゃん」などと書かれた横断幕の画像

を掲載し、「しゃちょ～バカよねえ、おバカさんょねぇ・・」などと書かれた横断幕を掲げて街宣活動

を行った。 

・  平成３１年１月１日付けで、B１社長はＡ１支部執行委員長を被告として、福岡地裁に名誉棄損

等に係る損害賠償請求訴訟を提起した。 

・  令和２年２月、Ａ支部執行委員長及び C２支部の組合員らは C１組合からの脱退を申請し、同

年７月、Ｘ組合を結成した。 

・  令和２年５月１日付けで、Ｙ社は、Ｘ組合員らを被告として、給与の過誤払金の返還を求めて福

岡地裁に不当利得返還請求訴訟を提起した。 

・  令和２年７月１８日、B２取締役は、Ｘ組合の組合員１名に対し、個別面談を行った。その際、当

該組合員に対し、フェイスブック上のＡ委員長の管理に係るアカウント（以下「アカウント①」とい

う。）において掲載された写真画像等を示し、また、Ｃ１組合の委員長がＡ委員長を刑事告訴する

と言っており、同委員長が警察に逮捕され有罪となった場合、Ｘ組合の組合員も同委員長と一緒

に行動していたとみなされ解雇になる可能性があること、Ｂ１社長としても同委員長のフェイスブ

ックの投稿等Ｙ社にとって不利益行為をする人物との認識であり、一緒に行動しない方がよいこ

となどを述べ、さらに、企業内労組であるＤ組合に入ればよいのではないかなどと発言した。その

日の夜、B２取締役は同組合員に電話をかけて、上記と同様の話をした。 

   同じ頃、B２取締役は、もう一名のＸ組合の組合員にも同様の個別面談を行った。 

・  令和２年７月２８日、Ｙ社は、C１組合とＣ２支部を被申請者として、適正な団交相手を明らかに

すること等団交ルールの確立を求めて、当労委にあっせんを申請した。 

・  令和２年１１月１６日、当労委において、同年７月にＸ組合が結成されたことを確認した上で、

被申請者の１者であるＸ組合とＹ社との間で調整を図ったところ、両者は、団交ルール等を定め

たあっせん案を受諾し、あっせんが成立した。 

・  令和２年１２月２日の団交において、B１社長は、アカウント①のほか、フェイスブック上のＡ委員

長の管理に係るもう一つのアカウントにおける投稿を印刷した紙を組合員２名に示し、同人らに

対し、当該投稿は営業妨害だと思わないかという趣旨の質問をした。また、B１社長は、組合活動

の是非について見解を求めた。 

なお、Ｘ組合は、この団交以降も３回にわたり本件協定（平成３０年１２月２７日に、事業所の過

半数労働組合とされるＤ組合とＹ社の間で締結された、いわゆる３６協定である。Ｘ組合は、Ｄ組

合を過半数労働組合であると認めていない。）の有効性について協議することを引き続き申し入

れており、Ｘ組合とＹ社の間で事務折衝及び団交が行われた。 

    ● 判断の要旨     
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○  労組法７条３号にいう支配介入に該当するか否かは、その行為自体の内容、程度及び時期

のみではなく、問題となる行為が発生する前後の労使関係の実情、使用者、行為者、組合、労

働者の認識等を総合して判断すべきである。 

○  令和２年７月１８日のＢ２取締役の発言内容は、当然にＹ社の行為として評価されるものであ

り、組合結成直後という時期に、個別面談という方法がとられていることに加え、解雇の可能性

という重大な不利益を示唆しながら、Ｘ組合に加入していること自体を問題視し、併せて、企業

内組合であるＤ組合への加入を提案するという発言内容に鑑みれば、管理職としての許容の

範囲を超え、Ｘ組合から組合員らが離脱することを企図して行われたものと評価せざるを得な

い。 

○  また、令和２年７月２８日、Ｙ社は、Ｃ１組合とＣ２支部を被申請者として、あっせん申請をしてお

り、当時の労使関係は混乱した状況下にあったことが認められ、あっせんについては、令和２年

１１月１６日に成立したものの、Ｙ社とＸ組合ないしＸ組合の構成員との間では、２件の訴訟が未

だ係属中であり、法的紛争が続いている状況であった。 

○  このように、令和２年１２月２日前後の労使関係は、長らく対立関係が継続していたものと認

められ、現に同日以降においても、Ｘ組合は、本件協定の有効性について協議することを引き続

き申し入れており、事務折衝及び団交が行われている。 

○  Ｙ社が営業妨害と主張したフェイスブックの投稿内容に鑑みれば、運送業を営むＹ社が営業

に支障があると考え、団交において、当該投稿が営業妨害であると主張すること自体が、直ち

に支配介入であると評価されるものではない。 

○  しかし、労使間に対立がみられる時期に、Ｙ社の代表者であるＢ１社長が、団交の場において、

Ａ委員長が出席しているにもかかわらず、組合員個人に対して組合の活動が営業妨害である

として、その是非について見解を尋ねることは、同組合員に必要以上の畏怖の念を抱かせ、ひ

いては威嚇的効果を与えるおそれがあり、一般的にみて公正性を欠くものとの非難を免れない。 

○  特に、本件においては、組合員２名が、４か月半前にもＢ２取締役から呼び出されて個別面談

を受け、その際、組合員１名に至っては、同じくフェイスブックに投稿された写真画像を見せられ、

解雇の可能性や組合に加入していること自体の問題性を指摘された上で、企業内組合への加

入の提案を受けている。この個別面談は組合結成直後に実施されたものであり、その際同取締

役は、Ｂ１社長としてもＡ委員長はフェイスブックの投稿等Ｙ社にとって不利益行為をする人物だ

と認識しているなどと発言し、同社長も事態を問題視している旨を強調していたことが認められ

る。 

○  このような経緯や諸事情を考慮すれば、令和２年１２月２日の団交におけるＢ１社長の言動が

組合員らに与えた影響力は大きかったものと評価でき、直接、Ｂ１社長の口からもＸ組合の活動

は営業妨害だと主張され、その是非について個人的見解を尋ねられたことで、以前のＢ２取締

役の発言内容が両名にとって真実味を帯びてくるだろうことは容易に推測できる。同じ組合員

が、組合結成直後及び初めての団交という時期に、会社の役員及び代表者という立場の者か

ら、数か月の間に二度にわたって、同様に組合活動の問題性を指摘され、個人的な見解等を求

められたのであるから、本件におけるＢ１社長の発言は組合員に対し威嚇的効果を与え、組合

弱体化につながるおそれがあるものといえる。 

○  支配介入の成立に当たっては、必ずしも直接に組合弱体化ないし具体的反組合的行為に向

けられた積極的意図であることを要せず、その行為が客観的に組合弱体化ないし反組合的な

結果を生じ、又は生じるおそれがあることの認識、認容があれば足りると解すべきである。 
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○  本件においては、組合結成直後に B２取締役が組合員個人と面談し、フェイスブックの投稿

に言及し、解雇の可能性や組合に加入していること自体の問題性を指摘して、Ｄ組合に入れば

よい旨述べている。 

    また、その後も、労使関係は引き続き対立する状況下にあり、このような中、団交の場で、今度

は社長という立場の者から、組合員個人に対し組合活動の是非について意見を求めれば、同

組合員に対して威嚇的効果を与え、Ｘ組合が弱体化するおそれがあることは容易に推察できる

のであって、Ｙ社にはそのことについての認識、認容があったものと認められる。 

○  以上のとおり、令和２年１２月２日の団交において、フェイスブック上のＡ委員長の管理に係る

２つのアカウントにおける投稿について、Ｂ１社長が営業妨害と述べ、同席した組合員らに対し

組合活動の是非について見解を求めたことは、Ｘ組合の組合員に威嚇的効果を与え、Ｘ組合の

弱体化を図る行為に当たり、労組法７条３号に該当する。 

 

 

５ 継続する行為 

【該当事件】 

使用者による継続する行為が労組法２７条２項の除斥期間に抵触するかという点について争われた事

件のうち特徴的な事例は、以下の２件であった。 

（１）  福岡労委平成２７年（不）第２号事件は、申立ての１年以上前になされたものを含む１１件の団交

拒否に対し、それぞれ被申立人会社が拒否した行為が労組法２７条２項に規定する「継続する行

為」に該当するか否かが問題となった。 

当労委は、複数の団交要求と団交拒否が「継続して行われる一括して一個の団交拒否に該当

するか否か」は、団交事項の同一性、各団交要求の時間的隔たりの程度、団交要求に関する当事

者の対応などを総合して判断する必要があるものとして、本件申立日から１年以上前になされた

団交要求に係る団交拒否については、「継続して行われる一括して一個の行為」と判断することは

できず、除斥期間を経過していると判断した。 

（２）  福岡労委平成２９年（不）第３号事件は、申立人組合が救済を申し立てた被申立人会社の行為

のうち、救済申立てから１年以上前になされた残業の割当てに関する差別的取扱いが、労組法２７

条２項の除斥期間に抵触するか否かが問題となった。 

      当労委は、残業に係る差別は、残業の割当てがされずに残業手当の支給がされないという一連

の行為が不当労働行為と評価されるものとして、本件申立日の１年以上前に残業手当の支給日

が到来していたものについては、除斥期間を経過していると判断した。 

 

【事件の概要等】 

（１）福岡労委平成２７年（不）第２号事件 

 ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

  ● 被申立人        Ｙ株式会社（以下「Ｙ社」という。） 

  ● 被申立人の業種  卸売・小売業  

  ● 事件の概要    

・  平成２７年３月５日、Ｘ組合は、Ｙ社（組織変更前の会社を含む）がＸ組合の①平成１６年１０月

４日付け、②平成１８年９月５日付け、③平成２０年８月１日付け、④平成２１年７月２１日付け、⑤

平成２２年５月６日付け、⑥同年７月３０日付け、⑦平成２６年３月１０日付け、⑧同年４月１７日付
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け、⑨同年６月１１日付け、⑩同年９月２５日付け及び⑪平成２７年２月２３日付けの各団交要求

に対し、団交に応じなかったことが労組法７条２号に該当するとして救済を申し立てた。 

  ● 判断の要旨     

○  Ｘ組合は、平成１６年１０月４日付け団交要求から平成２７年２月２３日付け団交要求までの計

１１件の本件団交要求に対し、それぞれＹ社が拒否した行為は、同一の不当労働行為意思に基

づく複数の行為であるから、労組法２７条２項に規定する「継続する行為」に該当すると主張し、

１１件全ての団交拒否を不当労働行為として救済を求めている。 

○  労組法２７条２項が規定する「継続する行為」とは、行為自体は複数であっても、全体として

一個の不当労働行為が継続している場合、すなわち、継続して行われる一括して一個の行為を

も含むものと解することが相当である。 

複数の団交要求と団交拒否が「継続して行われる一括して一個の団交拒否に該当するか

否か」は、団交事項の同一性、各団交要求の時間的隔たりの程度、団交要求に関する当事者

の対応などを総合して判断する必要がある。 

○  本件団交要求について、要求された団交事項は必ずしも同一のものではない。 

    また、上記①、②、③、④及び⑤の各団交要求の間には、それぞれ１年１１か月、１年１１か月、

１１か月及び９か月の間隔があり、⑥から⑦の団交要求までに至っては、３年７か月が経過して

いることが認められ、各団交要求の間に、当事者間で団交開催に向けた協議・折衝等が継続

していた事実も認めることができない。 

    したがって、本件団交要求に係る団交拒否について「継続して行われる一括して一個の行為」

と判断することはできない。 

○  よって、本件申立てのうち、本件申立日から１年以上前になされた①から⑥までの計６回の

団交要求に対し、Ｙ社が団交に応じなかったことについての救済申立ては、労組法２７条２項に

より却下するのが相当である。 

 

（２） 福岡労委平成２９年（不）第３号事件 

  ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

  ● 被申立人        株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

  ● 被申立人の業種  生活関連サービス業、娯楽業 

  ● 事件の概要    

・  Ｙ社の従業員Ａは、平成２７年８月から正社員としてＹ社に採用され、工場内での業務や得意

先への配送業務に従事していた。 

・  平成２７年８月から平成２８年４月までの９か月間において、Ａの残業時間は連続して１００時間

を超えており、平成２８年４月分の残業手当は約１１万円であった。 

・  平成２８年４月中旬、Ａは上司に業務上の問題点を指摘した。 

・  平成２８年５月以降、Ａは配送業務から外され、工場での作業のみに従事することとなった。そ

のため、勤務時間が減少し、それに伴い同月分の残業手当は約３万円となった。 

・  その後、ＡはＸ組合に加入し、平成２８年５月３０日付けで、Ｘ組合はＹ社に対し同人の組合加入

を通知した。Ａの加入以降、Ｘ組合はＹ社との間で４回団交を実施した。 

・  平成２９年８月９日、Ｘ組合は本件申立てを行った。 

  ● 判断の要旨     

○  労組法２７条２項には、労働委員会は、不当労働行為救済命令の申立てが、行為の日（継続
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する行為にあってはその終了した日）から１年を経過した事件に係るものであるときは、これを

受けることができないと規定されている。 

○  残業に係る差別は、現実に残業手当が支給される段階で実現されるものであり、残業の割

当てがされずに残業手当の支給がされないという一連の行為が不当労働行為と評価される。 

    よって、除斥期間の起算日は、東急バス事件東京高裁判決（東京高判平成２９年９月２０日）

を踏まえて、残業手当の支給日と解するのが相当である。 

○  Ｘ組合は、紅屋商事事件判決（最判平成３年６月４日）を踏まえ、残業制限とこれに基づく毎

月の賃金の支払（時間外手当の減少）は一体として一個の不当労働行為というべきであると

主張するが、同判決は、差別的な考課査定に基づく賃金の最後の支払時点から１年以内であ

れば救済可能であるとしたものであり、本件とは事案が異なる。 

○  したがって、本件申立日（平成２９年８月９日）より１年以上前に残業手当の支給日が到来す

る平成２８年６月分給与（支給日は同年７月２２日）に係る残業指示に関し、差別的取扱いが行

われたとのＸ組合の申立てについては、除斥期間を経過しており、却下する。 

 

 

６ 救済方法 

（１）バックペイ 

【該当事件】 

不当労働行為に対する救済の方法として、バックペイを命じた事件のうち特徴的な事例は次の５件

であった。 

バックペイ額の範囲、金額の算定方法等を分類すると、以下のとおりである。 

ア  賃金相当額の算定 

（ア） 福岡労委平成２９年（不）第８号事件は、毎月の給与が一定していないタクシー乗務員につ

いて、賃金相当額の算定方法が問題となった。 

当労委は、雇止め前の月例賃金額及び賞与額を用いて算出した平均月額を基に、賃金相

当額を算定することが相当と判断した。 

（イ） 福岡労委令和６年（不）第５号事件は、①給与に月ごとに変動する手当を含む被申立人法

人の職員に係る賃金相当額の算定方法、②減額支給された賞与に係るバックペイの額の算定

方法が問題となった。 

当労委は、①について、解雇前の月例賃金額及び賞与額を用いて算出した平均月額を基に、

賃金相当額を算定することが相当と判断した。②については、不当労働行為がなければ、前年

度と同額程度が支給されたものと推認されるとして、前年度支給額と支給済み額との差額の

支払を命じた。 

イ  他収入の控除 

福岡労委平成２９年（不）第５号事件は、被申立人農協に雇止めとされた申立人組合員が、雇

止め後に他社において就業し収入を得ていたため、その取扱いが問題となった。 

当労委は、バックペイに当たり、他収入の控除を命じた。 

ウ  有責分控除 

福岡労委平成２９年（不）第６号事件は、申立人組合員の同僚従業員に対するセクハラ行為に

端を発し、同人の解雇に至っており、その取扱いが問題となった。 
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当労委は、解雇について、当該組合員にも一定の責任が認められるとして、バックペイに当たり

有責分の控除を命じた。 

エ  その他 

福岡労委令和元年（不）第７号事件は、①残業差別に対するバックペイの額の算定方法及び

②新型コロナの感染拡大の影響に伴う被申立人会社の営業収入の減少に係る取扱い等が問題

となった。 

当労委は、①について、残業差別がなければ得られたであろう給与額と既に支払われた給与

額との差額とすることが相当と判断した。②については、営業収入の減少が生じた期間につき、上

記①の計算による差額に営業収入額の対前年同月比率を乗じた額の支払を命じた。 

 

【事件の概要等】 

ア（ア） 福岡労委平成２９年（不）第８号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要       

      ・  雇用契約の終了について９５頁参照。 

    ● 終結区分        全部救済 

    ● 判断の要旨    

○  本事件では、Ｙ社が行ったＸ組合の執行委員長Ａの雇止めは不当労働行為であると判断し、

その救済として、Ａの雇止めがなかったものとして取り扱い、Ａを原職復帰させること及びバック

ペイを命じた。 

○  賃金相当額の算定方法について、Ｙ社のタクシー乗務員の給与は、それぞれの運賃収入月

額を基に計算されており、毎月一定していないことから、雇止め前の３か月間の給与支給額を

平均した額に、雇止め前の１年間の賞与の合計額を１２で除した額を加算した月額を基に、賃

金相当額を算定することが相当であるとした。 

○  なお、Ｘ組合は、バックペイに当たって賃金相当額に年率６分を乗じた遅延損害金の支払も

求めていたが、命令では、「主文第１項のとおりで相当であると思慮する」として認めなかった。 

 

ア（イ） 福岡労委令和６年（不）第５号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        学校法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  教育、学習支援業 

    ● 事件の概要       

      ・  雇用契約の終了について９８頁参照。 

      ・  賞与不支給について１０６頁参照。 

    ● 終結区分        全部救済 

    ● 判断の要旨    

○  本事件では、法人Ｙが行ったＸ組合の組合員Ａの解雇及び夏期賞与の減額支給は不当労働

行為であると判断し、その救済として、Ａの解雇を撤回し、原職に復帰させること及び①解雇が

なければ得られたであろう賃金相当額、②賞与について支給されるべきであった金額と支給済
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みの金額との差額の支払を命じた。 

○  ①について、法人Ｙの事務局職員の給与は、月ごとに変動する手当を含んでいることから、解

雇前３か月間の給与を平均した額に、上記減額前の１年間の賞与の合計額を１２で除した額を

加算した月額を基に、賃金相当額を算定することが相当であるとした。 

○  ②については、上記不当労働行為がなければ、前年度と同額程度が支給されたものと推認

されることから、前年度の夏期賞与の支給額と支給済みの金額との差額を支払うことが相当

であるとした。 

 

イ 福岡労委平成２９年（不）第５号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        Ｙ農業協同組合（以下「Ｙ農協」という。） 

    ● 被申立人の業種  複合サービス事業 

    ● 事件の概要       

      ・  雇用契約の終了について９２頁参照。 

● 終結区分        全部救済 

    ● 判断の要旨    

○  本事件では、Ｙ農協が行ったＸ組合の組合員Ａの雇止めは不当労働行為であると判断した。 

○  Ａは、雇止め後、他の訪問介護事業所の正規職員として就労し、従前と同程度の収入を得て  

いた。そのため命令では、その救済方法において、①雇止め後に他社から収入を得ていない期

間については、この間の賃金相当額の全額を、②他社から収入を得ていた期間中については、

この間の賃金相当額の６割を支払わなければならないとした。 

○  なお、Ｘ組合は、Ａの原職への復帰を求めていたが、Ａの労働契約で、Ａが従事する業務内容

はサービス提供責任者と指定されているところ、Ｙ農協の訪問介護事業は、命令発出時におい

て既に廃止されていたことから、Ａを原職に復帰させることは不可能であって、原職に相当する

職務も存在しないとして、Ａの契約が１年間更新されたものとして取り扱うことを命じた。 

 

ウ 福岡労委平成２９年（不）第６号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  生活関連サービス業、娯楽業 

    ● 事件の概要       

      ・  雇用契約の終了について９４頁参照。 

    ● 終結区分        一部救済 

    ● 判断の要旨    

○  本事件では、Ｙ社が行ったＸ組合の組合員Ａの解雇は不当労働行為であると判断し、その救

済として、Ａの解雇を撤回し、原職相当職に復帰させること及びバックペイを命じた。 

○  Ｘ組合は、復職までの賃金相当額の支払及び年６分の利息の支払を求めていたが、解雇は

Ａの同僚女性パート従業員に対するセクハラ行為に端を発していること、同人の行為にも非難

されるべきところがあり、その行為について一定の責任を負うことはやむを得ないものであるこ

とから、解雇の翌日から命令発出日の属する月までの間については、バックペイは賃金相当額

の６割とすべきであるとした。 



 

- 157 - 

 

○  なお、Ａの復職に当たっては、同人が、当該女性パート従業員と同じ勤務地に配置されること

は適切ではないとして、原職ではなく原職相当職への復帰を命じた。 

 

エ 福岡労委令和元年（不）第７号事件 

    ● 申立人          個人Ｘ１、個人Ｘ２ 

    ● 被申立人        株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要       

      ・  個人申立てについて８１頁参照。 

      ・  配車差別・残業差別について１１２頁参照。 

      ・  確定命令不履行通知について１６３頁参照。 

    ● 終結区分        全部救済 

    ● 判断の要旨    

○  本事件では、Ｙ社がＸ１及びＸ２（以下「Ｘ１ら」という。）に対し、残業指示について他の乗務

員と異なる取扱い（以下「本件措置」という。）を行い、同人らの給与を減少させたことは不当

労働行為であると判断した。その救済として、Ｘ１らへの不利益取扱いの禁止及び本件措置が

なければ得られたであろう給与額と既に支払われた給与額との差額相当額のバックペイを命

じた。 

○  差額の算定に当たっては、本件措置以前３か月間の給与における総支給額の平均額と、本

件措置後、実際に支給された総支給額（最低補償額含む）との差額とすることが相当であると

した。 

○  その際、新型コロナの感染拡大の影響に伴い、Ｙ社がＸ１らを含む全乗務員に対して時短勤

務を指示した結果、命令発出時には差別的取扱いは解消されていたことから、本件措置により

差別的取扱いが生じていた期間を算定の対象とした。 

○  また、Ｘ１については、本件措置後、約３か月間、Ｙ社で決められた退社時間の６時間前に退

社したことから、所定労働時間外に勤務しなかったことによる給与の減少以上に給与が減少し

たため、同期間に係る支給分については、算定の対象から除くこととした。 

○  さらに、Ｙ社は、新型コロナの感染拡大の影響に伴い、営業収入が著しく減少していたことか

ら、営業収入の減少が生じた期間については、上記計算による差額に、Ｙ社の営業収入額の対

前年同月比率を乗じた額の支払を命じた。 

○  なお、申立人は、バックペイに当たって利息の支払も求めていたが、当労委はこれを認めなか

った。 

 

（２）ポストノーティス 

【該当事件】 

    不当労働行為に対する救済方法として、ポストノーティスを命じた事件のうち特徴的な事例は、以下

のポストノーティスのみを命じたもの（３件）及びイントラネットへの掲載を命じたもの（２件）であった。 

 

    ア ポストノーティスのみを命じたもの  

【事件の概要等】 

ア（ア） 福岡労委平成２８年（不）第１号事件 
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    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        独立行政法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種  医療、福祉 

    ● 事件の概要     

       法人Ｙが運営するＢ病院がＸ組合による「調理業務に就いている再雇用・非常勤職員について

来年度も調理師として雇用し、調理職場の委託拡大を行わないこと」との議題（以下「本件議題」

という。）での団交申入れに対し、本件議題は義務的団交事項に当たらず団交の対象とはならな

いなどと回答し、団交に応じなかったことが、労組法７条２号の不当労働行為に該当するか否かが

争点となった事件である。 

    ● 請求する救済内容 

       ①Ｘ組合が平成２７年１０月３０日付けで申し入れた本件議題に係る団交に誠実に応じること。 

②上記①に関する文書を掲示すること。 

    ● 終結区分        全部救済 

    ● 命令主文の要旨  誓約文の交付 

    ● 救済の方法     

〇  Ｂ病院が本件議題についての団交に応じなかったことが、労組法７条２号に該当することは、

判断のとおりである。 

○  Ｘ組合は、誠実団交応諾とこれに関する文書の掲示を求めているが、調理業務に就いている

再雇用・非常勤職員から退職の意思表示がなされており、現時点でのＢ病院の調理職場の状

況は、団交申入時の状況から大幅に変化したことから、本件議題での団交を命じることは適切

ではない。 

〇  しかし、将来の同種の団交において、本件と同様の団交拒否が繰り返されるおそれがあり、

被救済利益が全て消滅したと見ることはできないため、主文のとおり命じるのが相当と思料す

る。 

 

ア（イ） 福岡労委令和３年（不）第１０号事件 

    ● 申立人           Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人         Ｙ株式会社（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種   運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要     

      ・  使用者の言動について１４９頁参照。 

・  和解認定について１６１頁参照。 

    ● 請求する救済内容 

①Ｙ社が企業内組合について労基署に示したチェックオフリスト等を交付した上で、誠実に団交

に応じること。 

②労働組合間の問題への介入の禁止 

③Ｘ組合の広告宣伝活動への介入の禁止 

④在籍組合員の出席にかかわらず、団交を開催し、誠実に応じること。 

⑤上記①ないし④について、Ｙ社の全社員を集めた謝罪集会を開催した上で、新聞社を取材に

招き、Ｙ社の代表取締役が謝罪文を朗読すること。 

● 終結区分         一部救済 
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    ● 命令主文の要旨   誓約文の交付 

    ● 救済の方法     

〇  Ｙ社が、令和２年１２月２日の団交において、フェイスブック上のＡ委員長の管理に係る２つの

アカウントにおける投稿について、営業妨害と述べて、同席した組合員２名に対し組合活動の

是非について見解を求めたことが不当労働行為に該当することは判断のとおりである。 

〇  その救済について、Ｘ組合は、Ｘ組合の広告宣伝活動への介入の禁止を求めているが、主文

のとおりで相当と思料する。 

〇  また、Ｘ組合は、謝罪集会の開催等も求めるが、主文をもって足りる。 

 

ア（ウ） 福岡労委令和３年（不）第１２号事件 

    ● 申立人           Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人         社会福祉法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種   医療、福祉 

    ● 事件の概要     

      ・  派遣労働者について９０頁参照。 

    ● 請求する救済内容 

①法人Ｙは、Ｘ組合からの令和３年１月１９日付け及び同年７月２６日付け団交申入事項のうち、

「休憩時間労働について」の事項に係る団交申入れに、誠実に応じること。 

②上記①に係る誓約文を交付し、掲示すること。 

    ● 終結区分         全部救済 

    ● 命令主文の要旨   誓約文の交付 

    ● 救済の方法    

      〇  法人Ｙは、派遣元会社に対し組合員の令和２年１０月における休憩時間労働に対する賃金等

を組合員へ支払うよう要請し、派遣元会社は、組合員へ法人Ｙが要請した金額を支払ったこと

が認められ、Ｘ組合が求めていた、タイムシート訂正といった「休憩時間労働について」の問題

は解消し、Ｘ組合は法人Ｙへ団交開催を求める必要性はなくなったといえる。 

      〇  しかしながら、Ｘ組合とＹ法人との間で唯一開催された令和３年７月８日の団交での法人Ｙの

対応は不誠実であり、労組法７条２号に該当する。さらに、令和３年７月２６日付けの団交申入

事項のうち、「休憩時間労働について」の事項に係る団交申入れに応じなかったことも、労組法

７条２号に該当する。これらの両不当労働行為によって、Ｘ組合の団結権は侵害されたものとい

える。 

〇  このような法人Ｙの行為は、Ｘ組合の交渉能力や問題解決能力に疑念を生じさせるおそれの

ある行為であり、組合員に令和２年１０月分の時間外勤務手当が支払われたことをもって当然

にＸ組合の交渉能力や問題解決能力に対する信頼が回復されたとは認められず、侵害された

Ｘ組合の団結権は、いまだ回復していない。 

〇  また、確かに、組合員は施設勤務から離れており、その後はＸ組合と法人Ｙとの間に労使関係

はない。しかしながら、今後も、法人Ｙが直接雇用したあるいは派遣会社から派遣を受けた労働

者を、組合員としてＸ組合が獲得する可能性が全くないということはできず、その獲得に伴い、Ｘ

組合と法人Ｙとの間に集団的労使関係が生じ、その正常な秩序の回復、確保を図ることが可能

となる場合もあり得るものと考えられることから、救済の利益がなくなったとはいえない。 

〇  団交応諾を命ずる必要はないが、救済利益がなくなっているとみることはできず、主文のとお
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り命じるのが相当と思料する。 

 

イ イントラネットへの掲載を命じたもの 

【事件の概要等】 

イ（ア） 福岡労委平成２６年（不）第１０号事件 

    ● 申立人           Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人         国立大学法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種   教育、学習支援業 

    ● 事件の概要       

      ・  不誠実団交（組合からの資料要求への対応）について１２９頁参照。 

・  組合活動の制限について１４４頁参照。 

● 請求する救済内容 

①平成２６年４月１日付けでＡ１組合員を研究科長に任命し、Ａ２書記長を評議員に指名すること。 

②組合員に対する人事・給与上及び業務遂行上の不利益な取扱いの禁止 

③平成２６年度給与改定等に係る誠実団交応諾 

④平成２５年１２月２０日の学長が発言した内容を記載した文書を大学公式ウェブサイトから削

除すること。 

⑤上記①から④までに係る誓約文をＹ法人施設内へ掲示すること、並びに大学公式ウェブサイト

及び新聞紙へ掲載すること。 

    ● 終結区分         一部救済 

    ● 命令主文の要旨   誓約文の手交及び学内イントラネットへの掲載等 

    ● 救済の方法         

      〇  法人Ｙが、Ａ１組合員を研究科長に任命しなかったこと、Ａ２書記長を評議員に指名しなかっ

たこと、及び学長が、同書記長が主任を務める講座に対して直接ヒアリングを行わなかったこ

とは、労組法７条１号及び３号に該当し、同学長発言及び同発言内容の大学公式ウェブサイト

への掲載は労組法７条３号に該当する。 

      〇  その救済について、Ｘ組合は、Ａ１組合員の研究科長への任命、Ａ２書記長の評議員への指名、

並びに組合員に対する人事・給与上及び業務遂行上の不利益な取扱いの禁止を求めている

が、本件の事情に鑑みると、主文のとおり命じるのが相当と思料する。 

      〇  また、Ｘ組合は、誓約文を法人Ｙの施設内へ掲示すること、大学公式ウェブサイト及び新聞紙

へ掲載することも求めているが、主文をもって足りると思料する。 

 

    イ（イ） 福岡労委平成２８年（不）第３号事件 

● 申立人           Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人         独立行政法人Ｙ（以下「法人Ｙ」という。） 

    ● 被申立人の業種   医療、福祉 

    ● 事件の概要    

       法人Ｙが運営するＢ病院がＸ組合による「不払い残業をなくすための具体策を示すこと」との議

題（以下「本件議題」という。）での団交申入れに対し、「具体策を示すこと」は院長の権限で行う

ものであり議題として適当ではないなどと回答し、団交に応じなかったことが、労組法７条２号の不

当労働行為に該当するか否かが争点となった事件である。 
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    ● 請求する救済内容 

①Ｘ組合が平成２７年１０月３０日付けで申し入れた本件議題に係る団交に応じること。 

②上記①に関する文書をＢ病院の施設内に掲示すること、及び院内ＬＡＮに掲載すること。 

    ● 終結区分         全部救済 

    ● 命令主文の要旨   誓約文の交付及び院内ＬＡＮへの掲載等 

    ● 救済の方法    

〇  本件議題に係る団交申入れについて、Ｂ病院が団交に応じなかったことが不当労働行為に

該当することは判断のとおりである。 

〇  その救済について、Ｘ組合は、主文に記載の誓約文をＢ病院の施設内に掲示することも求め

ているが、本件における救済方法としては、主文をもって足りると思料する。 

 

 

７ 命令発出後の対応 

（１）和解認定 

【該当事件】 

労組法２７条の１４第２項には、救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事

者双方の申立てがあった場合において、労働委員会が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正

常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了すると規定されて

いる。 

また、同条第３項には、前項に規定する場合において、和解（前項の規定により労働委員会が適当と

認めたものに限る。）に係る事件について既に発せられている救済命令等は、その効力を失うと規定さ

れている。 

これらの規定に基づく和解認定を行った事件は、以下の１件であった。 

ア  福岡労委令和３年（不）第１０号事件は、当労委が救済命令を発出した後、被申立人会社が救

済命令の取消訴訟を提起した。取消訴訟係属中に、当該事件の当事者間で和解が成立し、当事

者双方から当労委に対し和解認定及び和解調書作成の申立てがなされたため、取消訴訟の訴

訟代理人である公益委員が和解の内容を認定し、和解調書を作成した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委令和３年（不）第１０号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合 

    ● 被申立人        Ｙ株式会社（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要     

      ・  使用者の言動について１４９頁参照。 

・  ポストノーティスについて１５８頁参照。 

      ・  新型コロナ対策について１６４頁参照。 

    ● 終結区分        一部救済 

    ● 命令発出後の対応 

      ○  当労委が Y社に対し文書交付を命じたところ、Ｙ社は、救済命令の取消訴訟を提起した。 
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          令和５年１２月１５日の口頭弁論期日後の令和６年３月１２日に当事者間で和解が成立し、

同月１４日、当事者双方から当労委に対し、和解認定及び和解調書作成の申立てがなされた。

同月１８日、取消訴訟の訴訟代理人である公益委員が和解の内容を認定し（救済命令の失

効）、同月１９日付けで和解調書を作成した。同月２２日、両当事者に和解調書の正本を交付送

達した。 

      ○  なお、取消訴訟については、令和６年３月２２日の口頭弁論期日において、裁判上の和解が

成立した（和解条項に、原告（Ｙ社）は被告（県）に対する本件請求を放棄する旨記載）。 

 

（２）確定命令不履行通知 

【該当事件】 

ア  命令確定後の不履行通知 

労組法２７条の１３第２項には、使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、

使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならないと規定されている。 

また、同法３２条には、使用者が同法２７条の１３第１項の規定により確定した救済命令等に違

反したときは５０万円以下の過料に処する旨の規定がある。 

これらの規定に基づく確定命令不履行通知を行った事件は、以下の１件であった。 

福岡労委令和４年（不）第６号事件は、当労委が救済命令を発出後、命令履行状況を確認した

ところ、被申立人会社は命令不履行であったため、公益委員会議で確定命令不履行通知を行う

旨決定し、福岡地裁に確定命令不履行通知を行った。 

イ  判決による命令確定後の不履行通知 

労委規則第５０条及び同条第６号には、確定判決により支持された命令に使用者が従わない

とき、都道府県労委会長は、遅滞なく、その旨を中労委会長に通知しなければならない旨規定さ

れている。 

    また、同条第２項には、会長は、前項第６号の規定に該当するときは公益委員会議の決定により

検察官に遅滞なく、その旨を通知しなければならないとの規定がある。 

    これらの規定に基づく確定命令不履行通知を行った事件は、以下の１件であった。 

福岡労委令和元年（不）第７号事件は、当労委が救済命令を発出後、被申立人会社が救済命

令の取消訴訟を提起したが、福岡地裁及び福岡高裁ともに棄却判決、最高裁も上告不受理を決

定したため命令が確定した。 

当労委が命令履行状況を確認したところ、被申立人会社は命令不履行であったため、公益委

員会議で検察官への不履行通知を行う旨決定し、福岡地方検察庁に確定命令不履行通知を行

った。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委令和４年（不）第６号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  宿泊業、飲食サービス業 

    ● 事件の概要     

・  団交拒否について１２１頁参照。 

・  当事者の欠席について１６７頁参照。 
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● 終結区分        一部救済 

    ● 命令発出後の対応 

○  令和５年１０月２１日、当労委は命令書をＹ社に交付したが、Ｙ社は期限までに再審査申立て

及び行政訴訟の提起を行わなかったため、同年１１月２１日に救済命令が確定した。 

令和５年１１月２２日、両当事者に対し命令の履行状況を照会したところ、Ｘ組合から命令は

不履行である旨回答があったため、公益委員会議の決定を経て、同月２７日、Ｙ社に命令履行

勧告を行った。 

○  令和６年１月２２日、両当事者に対し再度命令の履行状況を確認したところ、Ｘ組合から命令

は不履行である旨回答があったため、公益委員会議の決定を経て、同年２月５日、福岡地裁に

確定命令不履行通知を行った。 

○  令和６年４月９日、福岡地裁は、Ｙ社に対し５０万円の過料を決定した。 

 

    イ 福岡労委令和元年（不）第７号事件 

● 申立人          個人Ｘ１、個人Ｘ２ 

    ● 被申立人        有限会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要 

      ・  個人申立てについて８１頁参照。 

・  残業差別について１１２頁参照。 

・  バックペイについて１５７頁参照。 

● 終結区分        全部救済 

● 命令発出後の対応 

○  令和２年１２月１７日、当労委が命令書をＹ社に交付したところ、Ｙ社は救済命令の取消訴訟

を提起した。福岡地裁及び福岡高裁ともに棄却判決、令和５年３月１５日、最高裁も上告不受

理を決定したため、当該命令が確定した。 

○  令和５年３月２８日、両当事者に対し命令の履行状況を照会したところ、両当事者から命令

は一部不履行である旨回答があったため、公益委員会議の決定を経て、同年５月１０日、Ｙ社に

命令履行勧告を行った。 

○  令和５年６月８日、両当事者から命令は一部不履行であることを確認したため、公益委員会

議の決定を経て、同月２９日、福岡地方検察庁に確定命令不履行通知を行った。 

○  令和５年９月２２日、福岡地方検察庁は不起訴処分（起訴猶予）としたが、同年１０月１３日、

当労委は、公益委員会議で検察審査会への審査申立てを行わない旨決定した。 

 

 

８ 審査手続上の特徴的な事例 

（１）新型コロナ対策（ウェブ会議方式での調査） 

【該当事件】 

新型コロナの感染拡大防止に配慮し調査を実施した事例として、下記の３件が挙げられる。 

福岡労委令和２年（不）第８号事件、福岡労委令和３年（不）第２号事件、及び福岡労委令和３年

（不）第１０号事件では、いずれも、新型コロナに係る緊急事態宣言の発出に伴い、移動が制限されて



 

- 164 - 

 

いる中で調査を実施した。 

当労委は、当事者が遠隔の地に居住している場合や新型コロナの感染拡大等により移動制限があ

る場合など、当事者に来庁が困難な理由がある場合に、不当労働行為事件に係る調査をウェブ会議

方式で行うことができるよう内規を改正し、期日を延期することなく調査を実施した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委令和２年（不）第８号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合 

    ● 被申立人        Ｙ株式会社 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要         

・  懲戒処分について１０１頁参照。 

・  配車差別・残業差別について１１３頁参照。 

・  時季変更権の行使について１１７頁参照。 

    ● 終結区分        棄却 

    ● 審査手続上の特徴    

○  第１回調査期日において、新型コロナに係る緊急事態宣言が発出されていたため、両当事

者がウェブ会議方式で参加する形での調査を実施した。 

 

イ 福岡労委令和３年（不）第２号事件  

    ● 申立人          Ｘ労働組合 

    ● 被申立人        有限会社Ｙ 

    ● 被申立人の業種  医療、福祉 

    ● 事件の概要       

      ・  オンラインでの団交について１４２頁参照。 

      ・  当事者追加について１６６頁参照。 

    ● 終結区分        一部救済 

    ● 審査手続上の特徴 

○  第１回、第３回及び第４回調査期日において、新型コロナに係る緊急事態宣言が発出されて

いたため、両当事者がウェブ会議方式で参加する形での調査を実施した。 

 

ウ 福岡労委令和３年（不）第１０号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合 

    ● 被申立人        Ｙ株式会社 

    ● 被申立人の業種  運輸業、郵便業 

    ● 事件の概要           

      ・  使用者の言動について１４９頁参照。 

      ・  ポストノーティスについて１５８頁参照。 

      ・  和解認定について１６１頁参照。 

● 終結区分        一部救済 

    ● 審査手続上の特徴     
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○  第２回調査期日において、新型コロナに係る緊急事態宣言が発出されていたため、両当事

者がウェブ会議方式で参加する形での調査を実施した。 

 

（２）調査時の録音禁止 

【該当事件】 

調査時の録音禁止が問題となった事例として、下記の事件が挙げられる。 

ア  福岡労委平成２９年（不）第３号事件は、被申立人代理人弁護士が、調査時の録音禁止の指示

に対し、不当であるとして従わなかったことが問題となった。 

            当労委は、審査指揮権（労委規則第３５条第２項）に基づき、調査時の録音禁止を徹底した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委平成２９年（不）第３号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合 

    ● 被申立人        株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  生活関連サービス業、娯楽業 

    ● 事件の概要       

・  残業差別について１１０頁参照。 

・  継続する行為（除斥期間との関係）について１５３頁参照。 

● 終結区分        一部救済 

    ● 審査手続上の特徴     

○  第１回調査の冒頭、審査委員は、両当事者に対し、調査及び審問においては録音、録画、写

真撮影、放送などは認めない旨を記載した注意事項を配付し、注意を促した。 

  その際、Ｙ社代理人弁護士から、調査時に録音等を禁止する権限の根拠規定について尋ね

られたため、審査委員は、労委規則第３５条第２項に規定する審査指揮権により録音等を禁止

している旨説明した。 

○  第２回調査時において、Ｙ社代理人弁護士は、当労委に対して意見書を提出し、労委規則第

３５条第２項は、審査の進め方について会長に指揮権があるとするのみであり、同項を根拠に

録音等を禁止する指示命令は不当であるとし、同項が録音等の禁止権限を労働委員会会長

に付与したと解釈する根拠を示すよう求めた。 

○  第３回調査の期日前、Ｙ社代理人弁護士は、当労委に対して事務連絡を提出し、次回調査期

日より、調査内容を録音する意向を示した。 

○  第３回調査時において、Ｙ社代理人弁護士は、調査内容の録音を開始したため、審査委員は、

当日の調査を事務的な確認にとどめ、その後の進行を文書により行うこととした。 

○  後日、当労委は上記意見書に対し、労委規則第３５条第２項により、会長は審査における包

括的な指揮命令権を委ねられており、審査の進行に係る秩序維持に関する事項もこれに含ま

れると解している旨を文書で回答した。  

また、併せて、調査の場で録音等を行うことは当事者が自由に発言することを阻害するおそ

れがあること、調査の場での一定の自由な発言の機会を保障することによって、争点の整理や

最終的な紛争の解決のための円滑な進行を図るという調査の目的に適うと考えられることか

ら、録音等を禁止することが相当である旨を説明し、協力を求めた。 
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（３）当事者追加 

【該当事件】 

労委規則第３２条の２に基づく当事者追加の申立てがなされた事例として、下記の事件が挙げられ

る。 

ア  福岡労委令和３年（不）第２号事件では、被申立人会社が運営する介護施設の施設長につい

て、当事者追加の申立てがなされた。 

当労委は、被申立人となり得るのは、法人事業主の場合は当該法人自体であり、法人の管理

者である施設長は被申立人とはなり得ないとして、当事者追加を認めなかった。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委令和３年（不）第２号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合（以下「Ｘ組合」という。） 

    ● 被申立人        有限会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  医療、福祉 

    ● 事件の概要       

      ・  令和３年２月１５日、Ｘ組合は、当労委に対し、Ｙ社が、Ｘ組合の令和２年１２月２７日付け及び令

和３年１月５日付けの団交申入れに応じなかったこと等が不当労働行為に該当するとして、救済

を申し立てた（オンライン団交について１４２頁参照）。 

・  令和３年２月２７日、Ｙ社及びＹ社が運営する介護付有料老人ホーム「Ｂ１施設」の施設長であ

るＢ２施設長外１名及びＹ社は、令和２年１２月１７日に営業中のＢ１施設敷地内で行われた組合

集会における組合側の言動及び同集会のフェイスブックへの掲載によって損害を被ったとして、

Ｘ組合のＡ１支部、Ｂ１施設の職員であるＡ２組合員及びＡ３組合員を被告として、損害賠償請求

訴訟を提起した。 

・  令和３年３月２４日、Ｘ組合は、Ｙ社の上記提訴が労組法７条３号及び４号に該当するとして、当

労委に追加救済申立てを行った。 

● 終結区分        一部救済 

    ● 審査手続上の特徴     

○  上記の追加救済申立てがなされた後、Ｘ組合から、Ｂ２施設長について、当事者追加の申立

てが行われた。 

    Ｘ組合は、追加の理由として、Ｂ２施設長は、組合員らが所属する施設を統括・管理する立場

にあり、組合対応について十分な権限・影響力を有する人物であること、及び自由な組合活動

を保証するためには、組合活動に萎縮効果をもたらし得る損害賠償請求訴訟をＹ社と一体とな

って提起したＢ２施設長自身の行為を止める必要がある旨を主張した。 

○  審議の結果、被申立人となり得るのは、法人事業主の場合は当該法人自体であり、法人の

管理者であるＢ２施設長については、被申立人とはなり得ないと解されるとして、当事者追加を

認めなかった。 

○  なお、Ｙ社による損害賠償請求訴訟の提起については、その主張する権利又は法律関係から

みて、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと明らかに認められるものではない

ことから、Ｘ組合への支配介入や不当労働行為の申立てに対する報復を目的としてなされたと

は認められず、不当労働行為には当たらないと判断した。 
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（４）当事者の欠席 

【該当事件】 

当事者の欠席が問題となった事例として、下記の事件が挙げられる。 

ア  福岡労委令和４年（不）第６号事件は、被申立人会社（会社側の当事者）の欠席とその対応が

問題となった。 

            当労委は、審査の過程において、適宜、被申立人会社へ書面を送付し、意見を聴く機会を設け

た上で、審査手続を進め、命令を発出した。 

 

【事件の概要等】 

ア 福岡労委令和４年（不）第６号事件 

    ● 申立人          Ｘ労働組合 

    ● 被申立人        株式会社Ｙ（以下「Ｙ社」という。） 

    ● 被申立人の業種  宿泊業、飲食サービス業 

    ● 事件の概要       

・  団交拒否について１２１頁参照。 

      ・  確定命令不履行通知について１６２頁参照。 

● 終結区分        一部救済 

    ● 審査手続上の特徴     

○  第１回調査に出席していたＹ社代理人弁護士が辞任し、その後、Ｙ社と連絡がとれなくなった

ため、第２回調査以降、Ｙ社側が出席しないまま審査手続を進めることとなった。 

○  当労委は、Ｙ社が経営している店舗を何度も訪問し、関係者（第１回調査では店舗の店長が

補佐人として出席していた）の出席や代表取締役への意向調査等を要請・説得した。 

○  しかしながら、Ｙ社からは、答弁書のほかに書面や証拠の提出がなく、当労委への応答が全

くなかったため、争点整理、審査計画、審査期日の設定については、適宜、Ｙ社へ書面を送付し、

意見を聴く機会を設けた。 

○  その際、期限までに意見の提出がなければ、意見がないものとみなす旨を記載し、応答がな

い場合でも手続が進められるように取り計らった。 

○  最終的に、Ｙ社からの反応がないまま、命令が発せられた。その後再審査申立て、行政訴訟

の提起がいずれもなされず命令は確定したが、Ｙ社に命令不履行が見られたため、当労委から

福岡地裁へ不履行を通知した。福岡地裁はＹ社を過料５０万円に処する旨の決定を行った（確

定命令の不履行通知について１６２頁参照）。 


